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　　　　　　　　　　　　　　　本号で公布された条例のあらまし

◇愛知県教育委員会教育長の勤務時間等に関する条例（条例第１号）
１　教育長の勤務時間その他の勤務条件について、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の適用を受

ける職員の例によることとした。
２　教育長は、教育委員会が定める場合においては、あらかじめ教育委員会の承認を得て、その職務に専念

する義務を免除されることができることとした。
３　この条例は、平成27年４月１日から施行することとした。
４　この条例の施行の際現に在職する教育長には、２は適用しないこととした。
　　　　　　　　　　　　　　　　
◇知事等及び職員の給与の特例に関する条例（条例第２号）
１　現下の厳しい財政状況に鑑み、平成27年４月１日から平成28年３月31日までの間、知事等及び職員の給

与を減額して支給することとした。
２　この条例は、平成27年４月１日から施行することとした。
　　　　　　　　　　　　　　　　
◇愛知県へき地医療確保看護修学資金貸与条例（条例第３号）
１　県内のへき地における医療の確保に資する公的医療機関において看護業務に従事しようとする者に修学

資金を貸与する制度を設けることとした。
２　対象者は、県立の看護専門学校に在学する者であって、将来、県内のへき地における医療の確保に資す

る公的医療機関において看護業務に従事しようとする者とすることとした。
３　貸与額は、月額100,000円とすることとした。
４　県内に所在する病院のうち看護業務に関する研修体制が整備されているものとして知事が指定するもの

において２年間看護業務に従事した後、県内のへき地における医療の確保に資する公的医療機関のうち知
事の指定するものにおいて３年間看護業務に従事すること等の要件に該当する場合は、返還の債務を免除
することとした。

５　この条例は、平成27年４月１日から施行することとした。
　　　　　　　　　　　　　　　　
◇中小企業設備導入資金特別会計条例（条例第４号）
１　独立行政法人中小企業基盤整備機構法第15条第１項第３号の規定により独立行政法人中小企業基盤整備

機構から資金の貸付けを受けて行う同号に掲げる事業及び独立行政法人中小企業基盤整備機構に対する同
項第４号の資金の貸付けに関する事業の円滑な運営と経理の適正を図るため、中小企業設備導入資金特別
会計を設けることとした。

２　中小企業設備導入資金特別会計の歳入及び歳出に関する事項を定めることとした。
３　この条例は、平成27年４月１日から施行することとした。
　　　　　　　　　　　　　　　　
◇愛知県部局設置条例の一部を改正する条例（条例第５号）
１　知事政策局を政策企画局とし、所掌事務に国際化の推進に関する事項を追加することとした。
２　地域振興部を振興部とし、所掌事務に観光に関する事項を追加することとした。
３　この条例は、平成27年４月１日から施行することとした。
　　　　　　　　　　　　　　　　
◇愛知県行政手続条例の一部を改正する条例（条例第６号）
１　県の機関が許認可等をする権限等を行使し得る旨を示すときは、その相手方に対して、当該権限を行使

し得る根拠となる法令の条項等を示さなければならないこととした。
２　法令に違反する行為の是正を求める行政指導（その根拠となる規定が法律又は条例に置かれているもの

に限る。）の相手方は、当該行政指導が法律又は条例に規定する要件に適合しないと思料するときは、当
該行政指導の中止その他必要な措置を求めることができることとした。

３　何人も、法令に違反する事実がある場合において、その是正のためにされるべき処分又は行政指導（そ
の根拠となる規定が法律又は条例に置かれているものに限る。）がされていないと思料するときは、当該
処分又は行政指導をすることを求めることができることとした。

４　この条例は、平成27年４月１日から施行することとした。
　　　　　　　　　　　　　　　　
◇愛知県手数料条例の一部を改正する条例（条例第７号）
１　新たに宅地建物取引士証再交付申請手数料始め11手数料を徴収することとし、その額を定めることとし

た。
２　運転免許試験手数料始め12手数料の額を改定することとした。
３　その他必要な規定の整理を行うこととした。
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４　この条例は、平成27年４月１日から施行することとした。ただし、一部については、同年６月１日から
施行することとした。

　　　　　　　　　　　　　　　　
◇愛知県県税条例の一部を改正する条例（条例第８号）
１　法人の県民税について、社会福祉施設の整備等を推進するため、法人税割の税率の特例措置の適用期間

を平成32年８月31日までに延長することとした。
２　法人の事業税について、防災事業を推進するため、法人の事業税の税率の特例措置の適用期間を平成

31年１月31日までに延長することとした。
３　その他必要な規定の整備を行うこととした。
４　この条例は、公布の日から施行することとした。ただし、３については、平成27年４月１日から施行す

ることとした。
　　　　　　　　　　　　　　　　
◇愛知県事務処理特例条例及び愛知県教育委員会事務処理特例条例の一部を改正する条例（条例第９号）
１　社会福祉法に基づき社会福祉法人の定款の認可をする事務を東三河広域連合に移譲することとした。
２　その他必要な規定の整備等を行うこととした。
３　この条例は、平成27年４月１日から施行することとした。ただし、一部については、公布の日から施行

することとした。
　　　　　　　　　　　　　　　　
◇愛知県教育委員会教育長給与条例の一部を改正する条例（条例第10号）
１　教育長の退職手当の算定方法を知事等の特別職の職員と同様の算定方法に変更することとした。
２　その他必要な規定の整備を行うこととした。
３　この条例は、平成27年４月１日から施行することとした。
４　この条例の施行の際現に在職する教育長の退職手当については、１は適用しないこととした。
　　　　　　　　　　　　　　　　
◇愛知県教育委員会教育長給与条例等の一部を改正する条例（条例第11号）
１　知事、副知事、教育長、地方公営企業管理者、病院事業管理者及び常勤の監査委員の給料の月額を引き

下げることとした。
２　この条例は、平成27年４月１日から施行することとした。
３　施行日の前日から引き続き知事、副知事、教育長、地方公営企業管理者、病院事業管理者又は常勤の監

査委員である者については、経過措置を講ずることとした。
　　　　　　　　　　　　　　　　
◇愛知県職員定数条例の一部を改正する条例（条例第12号）
１　企業庁の職員等の定数を変更することとした。
２　この条例は、平成27年４月１日から施行することとした。
　　　　　　　　　　　　　　　　
◇職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例（条例第13号）
１　退職手当の調整額を引き上げることとした。
２　退職手当の基本額の算定に際し、退職時の給料月額に一定の率を乗じる経過措置を３年間講ずることと

した。
３　その他必要な規定の整理を行うこととした。
４　この条例は、平成27年４月１日から施行することとした。ただし、一部については、公布の日から施行

することとした。
　　　　　　　　　　　　　　　　
◇職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例（条例第14号）
１　給料表の給料月額を引き下げることとした。
２　地域手当について、愛知県の区域に在勤する職員の支給割合を段階的に100分の10.5に引き上げること

とした。
３　初任給調整手当について、支給対象から行政職給料表㈠の適用を受ける職員を削除するとともに、支給

月額の限度額を引き下げることとした。
４　単身赴任手当について、支給月額を段階的に引き上げることとした。
５　へき地手当について、支給対象に特別支援学校を追加することとした。
６　管理職手当受給職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日又は休日以外の日の午前

０時から午前５時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合に、管理職員特別勤務手当
を支給することとした。

７　55歳を超える管理職手当受給職員の給料月額等を100分の1.5減額する措置の期間を、当分の間から平成
30年３月31日までの間にすることとした。

８　この条例は、平成27年４月１日から施行することとした。
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◇県吏員職員退隠料退職給与金遺族扶助料支給規則等の一部を改正する条例（条例第15号）
１　地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正に伴い、次の条例について、規定の整理を行うこ

ととした。
⑴　県吏員職員退隠料退職給与金遺族扶助料支給規則
⑵　恩給並びに他の地方公共団体の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間と職員の退隠料及

び退職給与金の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例
⑶　委員会の委員等の報酬及び費用弁償等に関する条例
⑷　愛知県教育委員会委員定数条例

２　この条例は、平成27年４月１日から施行することとした。
　　　　　　　　　　　　　　　　
◇愛知県ふれあい広場条例の一部を改正する条例（条例第16号）
１　守山ふれあい広場を廃止することとした。
２　この条例は、平成27年４月１日から施行することとした。
　　　　　　　　　　　　　　　　
◇愛知県情報公開条例及び愛知県個人情報保護条例の一部を改正する条例（条例第17号）
１　独立行政法人通則法の一部改正等に伴い、規定の整理を行うこととした。
２　この条例は、平成27年４月１日から施行することとした。ただし、一部については、公布の日から施行

することとした。
　　　　　　　　　　　　　　　　
◇消費者行政活性化基金条例の一部を改正する条例（条例第18号）
１　消費者行政活性化基金の存続期限を平成30年12月31日まで延長することとした。
２　この条例は、平成27年４月１日から施行することとした。
　　　　　　　　　　　　　　　　
◇愛知県青少年保護育成条例の一部を改正する条例（条例第19号）
１　次の営業を有害役務営業とすることとした。

⑴　喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、客に接する役務を行う者に、客の性的好
奇心をそそる、水着、制服等を着用した姿態等をさせるもの

⑵　個室を設け、当該個室において専ら異性の客に対し接触する役務を提供する営業及び当該役務を行う
者を派遣する営業

⑶　店舗を設けて、客の性的好奇心をそそる、水着、制服等を着用した人の姿態等を客に見せる役務を提
供する営業及び当該役務を行う者を派遣する営業

⑷　店舗を設けて、営業に従事する者を専ら異性の客に同伴させて客に遊興をさせる営業及び当該同伴を
させる者を派遣する営業

２　有害役務営業を営む者等が、次の行為をすることを禁止することとした。
⑴　青少年を客に接する業務に従事させること。
⑵　青少年を営業所に客として立ち入らせ、又は客とすること。
⑶　青少年に対し営業所の所在地等を記載した文書等を頒布すること。

３　知事は、有害役務営業を営む者等が２の禁止行為を行ったときは、６月を超えない範囲内で営業の全部
又は一部の停止を命ずることができることとした。

４　報告及び立入調査の対象に有害役務営業を営む者等を追加することとした。
５　２の禁止行為を行った者及び３の命令に違反した者に対する罰則を新設することとした。
６　この条例は、平成27年７月１日から施行することとした。
　　　　　　　　　　　　　　　　
◇愛知県県税条例等の一部を改正する条例（条例第20号）
１　鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部改正に伴い、次の条例の規定の整備等を行うこととし

た。
⑴　愛知県県税条例
⑵　愛知県手数料条例
⑶　出頭人の費用弁償等に関する条例
⑷　愛知県事務処理特例条例
⑸　指定猟法禁止区域等の標識の寸法を定める条例

２　この条例は、平成27年５月29日から施行することとした。
　　　　　　　　　　　　　　　　
◇愛知県介護福祉士等修学資金貸与条例の一部を改正する条例（条例第21号）
１　社会福祉士及び介護福祉士法の一部改正に伴い、規定の整理を行うこととした。
２　この条例は、平成27年４月１日から施行することとした。
　　　　　　　　　　　　　　　　
◇子育て支援対策基金条例の一部を改正する条例（条例第22号）
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１　子育て支援対策基金の存続期限を平成32年６月30日まで延長することとした。
２　この条例は、平成27年４月１日から施行することとした。
　　　　　　　　　　　　　　　　
◇愛知県社会福祉施設条例の一部を改正する条例（条例第23号）
１　愛知県立心身障害児療育センター第二青い鳥学園について、名称を愛知県三河青い鳥医療療育センター

に変更するとともに、常時介護を要する障害者に、機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下にお
ける介護及び日常生活上の世話を供与すること等の業務を追加することとした。

２　愛知県青い鳥医療福祉センターの名称を愛知県青い鳥医療療育センターに変更することとした。
３　この条例は、平成28年１月１日から施行することとした。
　　　　　　　　　　　　　　　　
◇愛知県心身障害者コロニー条例の一部を改正する条例（条例第24号）
１　愛知県心身障害者コロニー中央病院の診療科目に病理診断科を加えることとした。
２　この条例は、平成27年４月１日から施行することとした。
　　　　　　　　　　　　　　　　
◇愛知県地域医療確保修学資金貸与条例の一部を改正する条例（条例第25号）
１　地域医療確保修学資金の貸与を受けた者が、特定の診療科について標準的な診療能力を習得するための

研修であって知事が別に定めるものを修了したときは、当該研修を受けた期間のうち２年間を、返還の債
務の当然免除に必要な指定医療機関における診療業務等に従事した期間とみなすこととした。

２　その他必要な規定の整備を行うこととした。
３　この条例は、平成27年４月１日から施行することとした。
　　　　　　　　　　　　　　　　
◇医療施設耐震化支援事業基金条例の一部を改正する条例（条例第26号）
１　国から交付を受けた交付金を返還する必要がある場合における基金の処分に係る規定を整備することと

した。
２　この条例は、公布の日から施行することとした。
　　　　　　　　　　　　　　　　
◇愛知県食品衛生条例の一部を改正する条例（条例第27号）
１　食品等を取り扱う営業の施設の公衆衛生上講ずべき措置に関する基準について、危害分析・重要管理点

方式を用いて衛生管理を実施する場合の基準を追加する等の変更をすることとした。
２　食品衛生法第52条の許可を要しない食品の製造又は加工を行う営業等を営もうとする者は、知事に届け

出なければならないこととした。
３　この条例は、平成27年４月１日から施行することとした。ただし、２については、同年７月１日から施

行することとした。
　　　　　　　　　　　　　　　　
◇愛知県行政機関設置条例の一部を改正する条例（条例第28号）
１　愛知県海部農業普及指導センターの位置を弥富市から津島市に変更することとした。
２　この条例は、平成27年４月１日から施行することとした。
　　　　　　　　　　　　　　　　
◇森林整備加速化・林業再生基金条例の一部を改正する条例（条例第29号）
１　森林整備加速化・林業再生基金の存続期限を平成28年３月31日まで延長することとした。
２　この条例は、公布の日から施行することとした。
　　　　　　　　　　　　　　　　
◇愛知県建築基準条例の一部を改正する条例（条例第30号）
１　建築基準法の一部改正に伴い、長屋の構造及び敷地の制限に関する規定の整備を行うこととした。
２　この条例は、平成27年６月１日から施行することとした。
　　　　　　　　　　　　　　　　
◇都市計画法に基づく開発行為等の許可の基準に関する条例の一部を改正する条例（条例第31号）
１　土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部改正等に伴い、規定の整理を

行うこととした。
２　この条例は、公布の日から施行することとした。
　　　　　　　　　　　　　　　　
◇愛知県病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例（条例第32号）
１　愛知県がんセンター愛知病院の診療科目に腫瘍内科及び病理診断科を加えることとした。
２　この条例は、平成27年４月１日から施行することとした。
　　　　　　　　　　　　　　　　
◇風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例及び愛知県風俗案内所規制条例の一部を改正
する条例（条例第33号）

１　就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部改正に伴い、風俗営業
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の営業所又は風俗案内所の設置を制限する地域に係る規定の整備を行うこととした。
２　この条例は、平成27年４月１日から施行することとした。

　 条 例

　 愛 知 県 教 育 委 員 会 教 育 長 の 勤 務 時 間 等 に 関 す る 条 例 を こ こ に 公 布 す る 。

　　 平 成 二 十 七 年 三 月 二 十 四 日

愛 知 県 知 事　 大　 村　 秀　 章　　

愛 知 県 条 例 第 一 号

　　　 愛 知 県 教 育 委 員 会 教 育 長 の 勤 務 時 間 等 に 関 す る 条 例

　 （ 勤 務 時 間 そ の 他 の 勤 務 条 件 ）

第 一 条　 教 育 長 の 勤 務 時 間 そ の 他 の 勤 務 条 件 （ 給 与 及 び 旅 費 を 除 く 。 ） に つ い て は 、 職 員 の 勤 務

時 間 、 休 日 、 休 暇 等 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 四 十 二 年 愛 知 県 条 例 第 四 号 ） の 適 用 を 受 け る 職 員 の 例

に よ る 。 た だ し 、 同 条 例 第 二 条 第 五 項 、 第 三 条 第 二 項 か ら 第 四 項 ま で 、 第 四 条 か ら 第 五 条 ま で 、

第 六 条 か ら 第 八 条 ま で 及 び 第 十 条 か ら 第 十 三 条 ま で の 規 定 中 「 任 命 権 者 」 と あ る の は 、 「 教 育

委 員 会 」 と す る 。

　 （ 職 務 に 専 念 す る 義 務 の 免 除 ）

第 二 条　 教 育 長 は 、 教 育 委 員 会 が 定 め る 場 合 に お い て は 、 あ ら か じ め 教 育 委 員 会 の 承 認 を 得 て 、

そ の 職 務 に 専 念 す る 義 務 を 免 除 さ れ る こ と が で き る 。

　　　 附　 則

１　 こ の 条 例 は 、 平 成 二 十 七 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

２　 地 方 教 育 行 政 の 組 織 及 び 運 営 に 関 す る 法 律 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 平 成 二 十 六 年 法 律 第 七 十

六 号 ） 附 則 第 二 条 第 一 項 の 規 定 に よ り な お 従 前 の 例 に よ り 在 職 す る も の と さ れ る 教 育 長 に 対 し

て 第 一 条 の 規 定 を 適 用 す る 場 合 に お い て は 、 同 条 た だ し 書 の 規 定 は 、 適 用 し な い 。

３　 前 項 に 規 定 す る 教 育 長 に つ い て は 、 第 二 条 の 規 定 は 、 適 用 し な い 。

　 知 事 等 及 び 職 員 の 給 与 の 特 例 に 関 す る 条 例 を こ こ に 公 布 す る 。

　　 平 成 二 十 七 年 三 月 二 十 四 日

愛 知 県 知 事　 大　 村　 秀　 章　　

愛 知 県 条 例 第 二 号

　　　 知 事 等 及 び 職 員 の 給 与 の 特 例 に 関 す る 条 例

　 （ 知 事 及 び 副 知 事 の 給 料 の 月 額 の 特 例 ）

第 一 条　 知 事 及 び 副 知 事 の 給 料 の 月 額 は 、 平 成 二 十 七 年 四 月 一 日 か ら 平 成 二 十 八 年 三 月 三 十 一 日
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ま で の 間 （ 以 下 「 特 例 期 間 」 と い う 。 ） に お い て 、 知 事 等 の 給 与 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 四 十 三 年 愛

知 県 条 例 第 一 号 ） 第 二 条 第 一 号 及 び 第 二 号 の 規 定 に か か わ ら ず 、 知 事 に あ っ て は 同 条 第 一 号 に

掲 げ る 額 か ら 当 該 額 に 百 分 の 二 十 を 乗 じ て 得 た 額 を 減 じ た 額 、 副 知 事 に あ っ て は 同 条 第 二 号 に

掲 げ る 額 か ら 当 該 額 に 百 分 の 十 を 乗 じ て 得 た 額 を 減 じ た 額 と す る 。 た だ し 、 手 当 の 額 の 算 出 の

基 礎 と な る 給 料 の 月 額 は 、 同 条 第 一 号 又 は 第 二 号 に 掲 げ る 額 と す る 。

　 （ 教 育 長 の 給 料 の 月 額 の 特 例 ）

第 二 条　 教 育 長 の 給 料 の 月 額 は 、 特 例 期 間 に お い て 、 愛 知 県 教 育 委 員 会 教 育 長 給 与 条 例 （ 昭 和 二

十 三 年 愛 知 県 条 例 第 七 十 三 号 ） 第 二 条 の 規 定 に か か わ ら ず 、 同 条 に 定 め る 額 か ら 当 該 額 に 百 分

の 七 を 乗 じ て 得 た 額 を 減 じ た 額 と す る 。 た だ し 、 手 当 の 額 の 算 出 の 基 礎 と な る 給 料 の 月 額 は 、

同 条 に 定 め る 額 と す る 。

　 （ 常 勤 の 監 査 委 員 の 給 料 の 月 額 の 特 例 ）

第 三 条　 常 勤 の 監 査 委 員 の 給 料 の 月 額 は 、 特 例 期 間 に お い て 、 委 員 会 の 委 員 等 の 報 酬 及 び 費 用 弁

償 等 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 五 十 三 年 愛 知 県 条 例 第 三 号 ） 第 二 条 の 規 定 に か か わ ら ず 、 同 条 例 別 表

に 定 め る 額 か ら 当 該 額 に 百 分 の 五 を 乗 じ て 得 た 額 を 減 じ た 額 と す る 。 た だ し 、 手 当 の 額 の 算 出

の 基 礎 と な る 給 料 の 月 額 は 、 同 表 に 定 め る 額 と す る 。

　 （ 地 方 公 営 企 業 の 管 理 者 及 び 病 院 事 業 の 管 理 者 の 給 料 の 月 額 の 特 例 ）

第 四 条　 地 方 公 営 企 業 の 管 理 者 及 び 病 院 事 業 の 管 理 者 の 給 料 の 月 額 は 、 特 例 期 間 に お い て 、 地 方

公 営 企 業 管 理 者 及 び 病 院 事 業 管 理 者 給 与 条 例 （ 昭 和 四 十 四 年 愛 知 県 条 例 第 二 号 ） 第 二 条 の 規 定

に か か わ ら ず 、 同 条 に 定 め る 額 か ら 当 該 額 に 百 分 の 七 を 乗 じ て 得 た 額 を 減 じ た 額 と す る 。 た だ

し 、 手 当 の 額 の 算 出 の 基 礎 と な る 給 料 の 月 額 は 、 同 条 に 定 め る 額 と す る 。

　 （ 指 定 職 給 料 表 適 用 職 員 の 給 料 月 額 の 特 例 ）

第 五 条　 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 四 十 二 年 愛 知 県 条 例 第 三 号 。 以 下 「 給 与 条 例 」 と い う 。 ）

第 四 条 第 一 項 第 十 二 号 に 規 定 す る 指 定 職 給 料 表 の 適 用 を 受 け る 職 員 （ 以 下 「 指 定 職 給 料 表 適 用

職 員 」 と い う 。 ） の 給 料 月 額 （ 次 に 掲 げ る 減 額 す べ き 給 与 額 の 算 出 の 基 礎 と な る も の を 含 む 。 ）

は 、 特 例 期 間 に お い て 、 給 与 条 例 第 六 条 の 二 （ 職 員 の 育 児 休 業 等 に 関 す る 条 例 （ 平 成 四 年 愛 知

県 条 例 第 二 号 。 以 下 「 育 児 休 業 条 例 」 と い う 。 ） 第 十 七 条 を 含 む 。 以 下 同 じ 。 ） の 規 定 に か か わ

ら ず 、 給 与 条 例 第 六 条 の 二 の 規 定 に よ り 定 め ら れ る 額 か ら 当 該 額 に 百 分 の 七 を 乗 じ て 得 た 額 （ そ

の 額 に 一 円 未 満 の 端 数 を 生 じ た と き は 、 こ れ を 切 り 捨 て た 額 ） を 減 じ た 額 と す る 。 た だ し 、 手

当 の 額 （ 次 に 掲 げ る 減 額 す べ き 給 与 額 の 算 出 の 基 礎 と な る 地 域 手 当 の 月 額 を 含 む 。 ） の 算 出 の 基

礎 と な る 給 料 月 額 は 、 同 条 の 規 定 に よ り 定 め ら れ る 額 と す る 。

一　 給 与 条 例 第 二 十 九 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 勤 務 し な い 時 間 一 時 間 に つ き 減 額 す べ き 給 与 額

二　 給 与 条 例 第 二 十 九 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 減 額 す べ き 給 与 額

三　 育 児 休 業 条 例 第 二 十 七 条 の 規 定 に よ る 勤 務 し な い 時 間 一 時 間 に つ き 減 額 す べ き 給 与 額

　 （ 職 員 の 管 理 職 手 当 の 月 額 の 特 例 ）
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第 六 条　 給 与 条 例 第 十 九 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 管 理 職 手 当 を 支 給 す る こ と と さ れ る 職 員 の 管 理 職

手 当 の 月 額 は 、 特 例 期 間 に お い て 、 同 条 第 二 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 同 項 の 規 定 に よ り 人 事 委

員 会 規 則 で 定 め ら れ る 額 か ら 当 該 額 に 百 分 の 十 を 乗 じ て 得 た 額 （ そ の 額 に 一 円 未 満 の 端 数 を 生

じ た と き は 、 こ れ を 切 り 捨 て た 額 ） を 減 じ た 額 と す る 。 た だ し 、 手 当 の 額 の 算 出 の 基 礎 と な る

管 理 職 手 当 の 月 額 は 、 同 項 の 規 定 に よ り 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め ら れ る 額 と す る 。

　　　 附　 則

　 （ 施 行 期 日 ）

第 一 条　 こ の 条 例 は 、 平 成 二 十 七 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

　 （ 差 額 給 料 を 支 給 さ れ る 知 事 及 び 副 知 事 の 給 料 の 額 の 特 例 ）

第 二 条　 知 事 及 び 副 知 事 で 差 額 給 料 （ 愛 知 県 教 育 委 員 会 教 育 長 給 与 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

（ 平 成 二 十 七 年 愛 知 県 条 例 第 十 一 号 。 以 下 附 則 第 五 条 ま で に お い て 「 改 正 条 例 」 と い う 。 ） 附 則

第 二 項 の 規 定 に よ る 給 料 を い う 。 以 下 同 条 ま で に お い て 同 じ 。 ） を 支 給 さ れ る も の の 給 料 の 月 額

と 差 額 給 料 の 額 と の 合 計 額 は 、 特 例 期 間 に お い て 、 知 事 等 の 給 与 に 関 す る 条 例 第 二 条 第 一 号 及

び 第 二 号 並 び に 同 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 知 事 に あ っ て は 同 条 第 一 号 に 掲 げ る 額 と 差 額 給 料 の

額 と の 合 計 額 か ら 当 該 合 計 額 に 百 分 の 二 十 を 乗 じ て 得 た 額 を 減 じ た 額 、 副 知 事 に あ っ て は 同 条

第 二 号 に 掲 げ る 額 と 差 額 給 料 の 額 と の 合 計 額 か ら 当 該 合 計 額 に 百 分 の 十 を 乗 じ て 得 た 額 を 減 じ

て 得 た 額 と す る 。 た だ し 、 手 当 の 額 の 算 出 の 基 礎 と な る 給 料 の 月 額 と 差 額 給 料 の 額 と の 合 計 額

は 、 同 条 第 一 号 又 は 第 二 号 に 掲 げ る 額 と 差 額 給 料 の 額 と の 合 計 額 と す る 。

２　 第 一 条 の 規 定 は 、 前 項 の 知 事 及 び 副 知 事 に は 、 適 用 し な い 。

　 （ 差 額 給 料 を 支 給 さ れ る 教 育 長 の 給 料 の 額 の 特 例 ）

第 三 条　 教 育 長 で 差 額 給 料 を 支 給 さ れ る も の の 給 料 の 月 額 と 差 額 給 料 の 額 と の 合 計 額 は 、 特 例 期

間 に お い て 、 愛 知 県 教 育 委 員 会 教 育 長 給 与 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 （ 平 成 二 十 七 年 愛 知 県 条

例 第 十 号 ） 附 則 第 二 項 の 規 定 に よ り 読 み 替 え て 適 用 す る 愛 知 県 教 育 委 員 会 教 育 長 給 与 条 例 第 二

条 及 び 改 正 条 例 附 則 第 二 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 同 条 に 定 め る 額 と 差 額 給 料 の 額 と の 合 計 額 か

ら 当 該 合 計 額 に 百 分 の 七 を 乗 じ て 得 た 額 を 減 じ た 額 と す る 。 た だ し 、 手 当 の 額 の 算 出 の 基 礎 と

な る 給 料 の 月 額 と 差 額 給 料 の 額 と の 合 計 額 は 、 同 条 に 定 め る 額 と 差 額 給 料 の 額 と の 合 計 額 と す

る 。

２　 第 二 条 の 規 定 は 、 前 項 の 教 育 長 に は 、 適 用 し な い 。

　 （ 差 額 給 料 を 支 給 さ れ る 常 勤 の 監 査 委 員 の 給 料 の 額 の 特 例 ）

第 四 条　 常 勤 の 監 査 委 員 で 差 額 給 料 を 支 給 さ れ る も の の 給 料 の 月 額 と 差 額 給 料 の 額 と の 合 計 額 は 、

特 例 期 間 に お い て 、 委 員 会 の 委 員 等 の 報 酬 及 び 費 用 弁 償 等 に 関 す る 条 例 第 二 条 及 び 改 正 条 例 附

則 第 二 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 委 員 会 の 委 員 等 の 報 酬 及 び 費 用 弁 償 等 に 関 す る 条 例 別 表 に 定 め

る 額 と 差 額 給 料 の 額 と の 合 計 額 か ら 当 該 合 計 額 に 百 分 の 五 を 乗 じ て 得 た 額 を 減 じ た 額 と す る 。

た だ し 、 手 当 の 額 の 算 出 の 基 礎 と な る 給 料 の 月 額 と 差 額 給 料 の 額 と の 合 計 額 は 、 同 表 に 定 め る
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額 と 差 額 給 料 の 額 と の 合 計 額 と す る 。

２　 第 三 条 の 規 定 は 、 前 項 の 常 勤 の 監 査 委 員 に は 、 適 用 し な い 。

　 （ 差 額 給 料 を 支 給 さ れ る 地 方 公 営 企 業 の 管 理 者 及 び 病 院 事 業 の 管 理 者 の 給 料 の 額 の 特 例 ）

第 五 条　 地 方 公 営 企 業 の 管 理 者 及 び 病 院 事 業 の 管 理 者 で 差 額 給 料 を 支 給 さ れ る も の の 給 料 の 月 額

と 差 額 給 料 の 額 と の 合 計 額 は 、 特 例 期 間 に お い て 、 地 方 公 営 企 業 管 理 者 及 び 病 院 事 業 管 理 者 給

与 条 例 第 二 条 及 び 改 正 条 例 附 則 第 二 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 同 条 に 定 め る 額 と 差 額 給 料 の 額 と

の 合 計 額 か ら 当 該 合 計 額 に 百 分 の 七 を 乗 じ て 得 た 額 を 減 じ た 額 と す る 。 た だ し 、 手 当 の 額 の 算

出 の 基 礎 と な る 給 料 の 月 額 と 差 額 給 料 の 額 と の 合 計 額 は 、 同 条 に 定 め る 額 と 差 額 給 料 の 額 と の

合 計 額 と す る 。

２　 第 四 条 の 規 定 は 、 前 項 の 地 方 公 営 企 業 の 管 理 者 及 び 病 院 事 業 の 管 理 者 に は 、 適 用 し な い 。

　 （ 差 額 給 料 を 支 給 さ れ る 指 定 職 給 料 表 適 用 職 員 の 給 料 の 額 の 特 例 ）

第 六 条　 指 定 職 給 料 表 適 用 職 員 で 平 成 十 八 年 差 額 給 料 （ 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 等 の 一 部 を 改 正

す る 条 例 （ 平 成 十 八 年 愛 知 県 条 例 第 十 二 号 。 以 下 「 平 成 十 八 年 改 正 条 例 」 と い う 。 ） 附 則 第 八 項

か ら 第 十 項 ま で の 規 定 に よ る 給 料 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） 又 は 平 成 二 十 七 年 差 額 給 料 （ 職 員 の 給 与

に 関 す る 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 （ 平 成 二 十 七 年 愛 知 県 条 例 第 十 四 号 。 以 下 「 平 成 二 十 七

年 改 正 条 例 」 と い う 。 ） 附 則 第 三 項 か ら 第 五 項 ま で の 規 定 に よ る 給 料 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） を

支 給 さ れ る も の の 給 料 月 額 と 差 額 給 料 （ 平 成 十 八 年 差 額 給 料 及 び 平 成 二 十 七 年 差 額 給 料 を い う 。

以 下 同 じ 。 ） の 額 と の 合 計 額 （ 第 五 条 各 号 に 掲 げ る 減 額 す べ き 給 与 額 の 算 出 の 基 礎 と な る も の を

含 む 。 ） は 、 特 例 期 間 に お い て 、 給 与 条 例 第 六 条 の 二 、 平 成 十 八 年 改 正 条 例 附 則 第 八 項 か ら 第 十

項 ま で 及 び 平 成 二 十 七 年 改 正 条 例 附 則 第 三 項 か ら 第 五 項 ま で の 規 定 に か か わ ら ず 、 同 条 の 規 定

に よ り 定 め ら れ る 額 と 差 額 給 料 の 額 と の 合 計 額 か ら 当 該 合 計 額 に 百 分 の 七 を 乗 じ て 得 た 額 （ そ

の 額 に 一 円 未 満 の 端 数 を 生 じ た と き は 、 こ れ を 切 り 捨 て た 額 ） を 減 じ た 額 と す る 。 た だ し 、 手

当 の 額 （ 第 五 条 各 号 に 掲 げ る 減 額 す べ き 給 与 額 の 算 出 の 基 礎 と な る 地 域 手 当 の 月 額 を 含 む 。 ） の

算 出 の 基 礎 と な る 給 料 月 額 と 差 額 給 料 の 額 と の 合 計 額 は 、 給 与 条 例 第 六 条 の 二 の 規 定 に よ り 定

め ら れ る 額 と 差 額 給 料 の 額 と の 合 計 額 と す る 。

２　 第 五 条 の 規 定 は 、 前 項 の 指 定 職 給 料 表 適 用 職 員 に は 、 適 用 し な い 。

　 愛 知 県 へ き 地 医 療 確 保 看 護 修 学 資 金 貸 与 条 例 を こ こ に 公 布 す る 。

　　 平 成 二 十 七 年 三 月 二 十 四 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 愛 知 県 知 事　 大　 村　 秀　 章　　

愛 知 県 条 例 第 三 号

　　　 愛 知 県 へ き 地 医 療 確 保 看 護 修 学 資 金 貸 与 条 例

　 （ 趣 旨 ）

第 一 条　 こ の 条 例 は 、 愛 知 県 立 総 合 看 護 専 門 学 校 又 は 県 立 愛 知 看 護 専 門 学 校 （ 以 下 「 県 立 の 看 護



平成27年３月24日　　　　　火曜日　　　　愛  知  県  公  報

-10-

第3168号

専 門 学 校 」 と い う 。 ） に 在 学 す る 者 で あ っ て 、 将 来 、 県 内 の へ き 地 に お け る 医 療 の 確 保 に 資 す る

公 的 医 療 機 関 （ 医 療 法 （ 昭 和 二 十 三 年 法 律 第 二 百 五 号 ） 第 三 十 一 条 に 規 定 す る 公 的 医 療 機 関 を

い う 。 以 下 同 じ 。 ） に お い て 看 護 師 の 業 務 （ 以 下 「 看 護 業 務 」 と い う 。 ） に 従 事 し よ う と す る も

の に 対 し て 貸 与 す る 修 学 資 金 に 関 す る 事 項 を 定 め る も の と す る 。

　 （ へ き 地 医 療 確 保 看 護 修 学 資 金 ）

第 二 条　 知 事 は 、 県 立 の 看 護 専 門 学 校 に 在 学 し て い る 者 で あ っ て 、 将 来 、 県 内 の へ き 地 に お け る

医 療 の 確 保 に 資 す る 公 的 医 療 機 関 の う ち 知 事 が 指 定 す る も の （ 以 下 「 指 定 医 療 機 関 」 と い う 。 ）

に お い て 看 護 業 務 に 従 事 し よ う と す る も の の 申 請 に よ り 、 そ の 者 に 無 利 息 で へ き 地 医 療 確 保 看

護 修 学 資 金 （ 以 下 「 修 学 資 金 」 と い う 。 ） を 貸 与 す る 旨 の 契 約 （ 以 下 「 貸 与 契 約 」 と い う 。 ） を

結 ぶ こ と が で き る 。

　 （ 修 学 資 金 の 貸 与 額 ）

第 三 条　 修 学 資 金 の 貸 与 額 は 、 一 月 に つ き 十 万 円 と す る 。

　 （ 貸 与 の 期 間 及 び 方 法 ）

第 四 条　 修 学 資 金 の 貸 与 期 間 は 、 貸 与 契 約 に 定 め ら れ た 月 か ら 在 学 し て い る 県 立 の 看 護 専 門 学 校

を 卒 業 す る 日 の 属 す る 月 ま で の 間 と す る 。 た だ し 、 修 学 資 金 の 貸 与 を 受 け る 月 数 は 、 通 算 し て

三 十 六 月 以 内 と す る 。

２　 修 学 資 金 の 貸 与 方 法 は 、 規 則 で 定 め る 。

　 （ 修 学 資 金 の 総 額 ）

第 五 条　 知 事 は 、 貸 与 契 約 を 結 ぶ 場 合 に は 、 当 該 年 度 に お い て 結 ば れ る 貸 与 契 約 に 基 づ い て 貸 与

す べ き 修 学 資 金 の 総 額 が 予 算 で 定 め る 金 額 を 超 え る こ と と な ら な い よ う に し な け れ ば な ら な い 。

　 （ 保 証 人 ）

第 六 条　 修 学 資 金 の 貸 与 を 受 け よ う と す る 者 は 、 規 則 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 保 証 人 を 立 て な け

れ ば な ら な い 。

２　 前 項 の 保 証 人 は 、 修 学 資 金 の 貸 与 を 受 け た 者 と 連 帯 し て 債 務 を 負 担 す る も の と す る 。

　 （ 貸 与 契 約 の 解 除 並 び に 貸 与 の 休 止 及 び 保 留 ）

第 七 条　 知 事 は 、 貸 与 契 約 の 相 手 方 （ 以 下 こ の 条 及 び 第 十 三 条 に お い て 「 修 学 生 」 と い う 。 ） が 次

の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る に 至 っ た 場 合 に は 、 そ の 貸 与 契 約 を 解 除 す る も の と す る 。

　 一　 退 学 し た と き 。

　 二　 心 身 の 故 障 の た め 修 学 の 見 込 み が な く な っ た と 認 め ら れ る と き 。

　 三　 学 業 成 績 が 著 し く 不 良 と な っ た と 認 め ら れ る と き 。

　 四　 修 学 資 金 の 貸 与 を 受 け る こ と を 辞 退 し た と き 。

　 五　 死 亡 し た と き 。

　 六　 そ の 他 修 学 資 金 の 貸 与 の 目 的 を 達 成 す る 見 込 み が な く な っ た と 認 め ら れ る と き 。

２　 知 事 は 、 修 学 生 が 休 学 し 、 又 は 停 学 の 処 分 を 受 け た と き は 、 休 学 し 、 又 は 停 学 の 処 分 を 受 け
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た 日 の 属 す る 月 の 翌 月 分 か ら 復 学 し た 日 の 属 す る 月 の 分 ま で 修 学 資 金 の 貸 与 を 行 わ な い も の と

す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 こ れ ら の 月 の 分 と し て 既 に 貸 与 さ れ た 修 学 資 金 が あ る と き は 、 そ の

修 学 資 金 は 、 当 該 修 学 生 が 復 学 し た 日 の 属 す る 月 の 翌 月 以 後 の 分 と し て 貸 与 さ れ た も の と み な

す 。

３　 知 事 は 、 修 学 生 が 正 当 な 理 由 が な く て 第 十 三 条 に 規 定 す る 学 業 成 績 証 明 書 又 は 健 康 診 断 書 を

提 出 し な い 場 合 に は 、 修 学 資 金 の 貸 与 を 一 時 保 留 す る こ と が で き る 。

　 （ 返 還 の 債 務 の 当 然 免 除 ）

第 八 条　 知 事 は 、 修 学 資 金 の 貸 与 を 受 け た 者 が 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る に 至 っ た 場 合 に は 、

修 学 資 金 の 返 還 の 債 務 を 免 除 す る も の と す る 。

一　 看 護 師 免 許 を 取 得 し た 日 か ら 起 算 し て 一 月 以 内 （ 次 項 各 号 に 掲 げ る 理 由 に よ り 就 業 す る こ

と が で き な い と き は 、 当 該 理 由 が な く な っ た 日 か ら 起 算 し て 一 月 以 内 。 第 十 条 第 三 号 に お い

て 同 じ 。 ） に 、 県 内 に 所 在 す る 病 院 の う ち 看 護 業 務 に 関 す る 研 修 体 制 が 整 備 さ れ て い る も の と

し て 知 事 が 指 定 す る も の （ 以 下 「 実 務 研 修 病 院 」 と い う 。 ） に お い て 看 護 業 務 に 従 事 し 、 か つ 、

引 き 続 き 二 年 間 看 護 業 務 に 従 事 し た 後 、 直 ち に 指 定 医 療 機 関 に お い て 看 護 業 務 に 従 事 し 、 か

つ 、 引 き 続 き 看 護 業 務 に 従 事 し た 場 合 に お い て 、 指 定 医 療 機 関 に お い て 引 き 続 き 看 護 業 務 に

従 事 し た 期 間 が 三 年 に 達 し た と き 。 た だ し 、 県 立 の 看 護 専 門 学 校 を 卒 業 し た 日 か ら 起 算 し て

一 年 以 内 に 看 護 師 免 許 を 取 得 し た 場 合 に 限 る 。

二　 前 号 の 実 務 研 修 病 院 又 は 指 定 医 療 機 関 に お け る 看 護 業 務 に 従 事 し て い る 期 間 中 に 、 看 護 業

務 上 の 理 由 に よ り 死 亡 し 、 又 は 看 護 業 務 に 起 因 す る 心 身 の 故 障 の た め 看 護 業 務 を 継 続 す る こ

と が で き な く な っ た と き 。

２　 修 学 資 金 の 貸 与 を 受 け た 者 が 、 実 務 研 修 病 院 に お い て 引 き 続 き 看 護 業 務 に 従 事 し た 期 間 が 二

年 に 達 す る 前 に 、 次 に 掲 げ る 理 由 に よ り 、 看 護 業 務 に 従 事 し な く な っ た 場 合 に お い て 、 当 該 理

由 が な く な っ た 後 、 直 ち に 実 務 研 修 病 院 に お い て 看 護 業 務 に 従 事 し た と き は 、 先 の 看 護 業 務 に

従 事 し た 期 間 と 後 の 看 護 業 務 に 従 事 し た 期 間 は 引 き 続 い た も の と み な し て 、 前 項 の 規 定 を 適 用

す る 。

　 一　 保 健 師 又 は 助 産 師 を 養 成 す る 学 校 又 は 養 成 所 へ の 進 学

　 二　 病 気 、 負 傷 等 知 事 が や む を 得 な い と 認 め る 理 由

３　 修 学 資 金 の 貸 与 を 受 け た 者 が 、 実 務 研 修 病 院 に お い て 引 き 続 き 二 年 間 看 護 業 務 に 従 事 し た 後 、

前 項 各 号 に 掲 げ る 理 由 に よ り 、 直 ち に 指 定 医 療 機 関 に お い て 看 護 業 務 に 従 事 し な か っ た 場 合 に

お い て 、 当 該 理 由 が な く な っ た 後 、 直 ち に 指 定 医 療 機 関 に お い て 看 護 業 務 に 従 事 し た と き は 、

そ の 者 は 、 実 務 研 修 病 院 に お い て 引 き 続 き 二 年 間 看 護 業 務 に 従 事 し た 後 、 直 ち に 指 定 医 療 機 関

に お い て 看 護 業 務 に 従 事 し た 者 と み な し て 、 第 一 項 の 規 定 を 適 用 す る 。

４　 修 学 資 金 の 貸 与 を 受 け た 者 が 、 指 定 医 療 機 関 に お い て 引 き 続 き 看 護 業 務 に 従 事 し た 期 間 が 三

年 に 達 す る 前 に 、 第 二 項 各 号 に 掲 げ る 理 由 に よ り 、 看 護 業 務 に 従 事 し な く な っ た 場 合 に お い て 、
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当 該 理 由 が な く な っ た 後 、 直 ち に 指 定 医 療 機 関 に お い て 看 護 業 務 に 従 事 し た と き は 、 先 の 看 護

業 務 に 従 事 し た 期 間 と 後 の 看 護 業 務 に 従 事 し た 期 間 は 引 き 続 い た も の と み な し て 、 第 一 項 の 規

定 を 適 用 す る 。

　 （ 返 還 の 債 務 の 裁 量 免 除 ）

第 九 条　 知 事 は 、 修 学 資 金 の 貸 与 を 受 け た 者 が 、 指 定 医 療 機 関 に お い て 看 護 業 務 に 従 事 し た 場 合

に お い て 、 引 き 続 き 看 護 業 務 に 従 事 し た 期 間 が 三 年 に 達 し な か っ た と き は 、 規 則 で 定 め る と こ

ろ に よ り 、 修 学 資 金 の 返 還 の 債 務 の 一 部 を 免 除 す る こ と が で き る 。

２　 知 事 は 、 修 学 資 金 の 貸 与 を 受 け た 者 が 、 死 亡 （ 前 条 第 一 項 第 二 号 に 規 定 す る 看 護 業 務 上 の 理

由 に よ る も の を 除 く 。 ） そ の 他 や む を 得 な い 理 由 に よ り 修 学 資 金 を 返 還 す る こ と が 困 難 で あ る と

認 め ら れ る と き は 、 修 学 資 金 の 返 還 の 債 務 の 全 部 又 は 一 部 を 免 除 す る こ と が で き る 。

　 （ 返 還 ）

第 十 条　 修 学 資 金 の 貸 与 を 受 け た 者 は 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る に 至 っ た 場 合 に は 、 そ の

理 由 の 生 じ た 日 の 属 す る 月 の 翌 月 か ら 起 算 し て 、 貸 与 を 受 け た 月 数 を 通 算 し た 期 間 に 相 当 す る

期 間 （ 次 条 の 規 定 に よ り 返 還 の 債 務 が 猶 予 さ れ た と き は 、 こ の 期 間 と 当 該 猶 予 さ れ た 期 間 と を

合 算 し た 期 間 ） 内 に 、 規 則 で 定 め る 方 法 に よ り 修 学 資 金 を 返 還 し な け れ ば な ら な い 。

　 一　 第 七 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 貸 与 契 約 が 解 除 さ れ た と き 。

二　 県 立 の 看 護 専 門 学 校 を 卒 業 し た 日 か ら 起 算 し て 一 年 以 内 に 看 護 師 免 許 を 取 得 し な か っ た と

き 。

三　 看 護 師 免 許 を 取 得 し た 日 か ら 起 算 し て 一 月 以 内 に 実 務 研 修 病 院 に お い て 看 護 業 務 に 従 事 し

な か っ た と き 。

四　 実 務 研 修 病 院 に お い て 引 き 続 き 看 護 業 務 に 従 事 し た 期 間 が 二 年 に 達 す る 前 に 、 第 八 条 第 二

項 各 号 に 掲 げ る 理 由 に よ る 場 合 を 除 き 、 看 護 業 務 に 従 事 し な く な っ た と き （ 同 条 第 一 項 第 二

号 に 該 当 す る と き を 除 く 。 ） 。

五　 実 務 研 修 病 院 に お い て 引 き 続 き 看 護 業 務 に 従 事 し た 期 間 が 二 年 に 達 す る 前 に 、 第 八 条 第 二

項 各 号 に 掲 げ る 理 由 に よ り 、 看 護 業 務 に 従 事 し な く な っ た 場 合 に お い て 、 当 該 理 由 が な く な っ

た 後 、 直 ち に 実 務 研 修 病 院 に お い て 看 護 業 務 に 従 事 し な か っ た と き 。

六　 実 務 研 修 病 院 に お い て 引 き 続 き 二 年 間 看 護 業 務 に 従 事 し た 後 、 第 八 条 第 二 項 各 号 に 掲 げ る

理 由 に よ る 場 合 を 除 き 、 直 ち に 指 定 医 療 機 関 に お い て 看 護 業 務 に 従 事 し な か っ た と き 。

七　 実 務 研 修 病 院 に お い て 引 き 続 き 二 年 間 看 護 業 務 に 従 事 し た 後 、 第 八 条 第 二 項 各 号 に 掲 げ る

理 由 に よ り 、 直 ち に 指 定 医 療 機 関 に お い て 看 護 業 務 に 従 事 し な か っ た 場 合 に お い て 、 当 該 理

由 が な く な っ た 後 、 直 ち に 指 定 医 療 機 関 に お い て 看 護 業 務 に 従 事 し な か っ た と き 。

八　 指 定 医 療 機 関 に お い て 引 き 続 き 看 護 業 務 に 従 事 し た 期 間 が 三 年 に 達 す る 前 に 、 第 八 条 第 二

項 各 号 に 掲 げ る 理 由 に よ る 場 合 を 除 き 、 看 護 業 務 に 従 事 し な く な っ た と き （ 同 条 第 一 項 第 二

号 に 該 当 す る と き を 除 く 。 ） 。
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九　 指 定 医 療 機 関 に お い て 引 き 続 き 看 護 業 務 に 従 事 し た 期 間 が 三 年 に 達 す る 前 に 、 第 八 条 第 二

項 各 号 に 掲 げ る 理 由 に よ り 、 看 護 業 務 に 従 事 し な く な っ た 場 合 に お い て 、 当 該 理 由 が な く な っ

た 後 、 直 ち に 指 定 医 療 機 関 に お い て 看 護 業 務 に 従 事 し な か っ た と き 。

十　 県 立 の 看 護 専 門 学 校 を 卒 業 し た 後 、 死 亡 し た と き （ 第 八 条 第 一 項 第 二 号 に 該 当 す る と き を

除 く 。 ） 。

　 （ 返 還 の 猶 予 ）

第 十 一 条　 知 事 は 、 前 条 の 規 定 に よ り 修 学 資 金 の 返 還 の 債 務 を 履 行 す べ き 者 が 次 の 各 号 の い ず れ

か に 該 当 す る 場 合 に は 、 当 該 各 号 に 掲 げ る 理 由 が 継 続 す る 間 、 当 該 債 務 の 履 行 を 猶 予 す る こ と

が で き る 。

一　 第 七 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 貸 与 契 約 が 解 除 さ れ た 後 も 、 引 き 続 き 県 立 の 看 護 専 門 学 校 に 在

学 し て い る と き 。

二　 保 健 師 又 は 助 産 師 を 養 成 す る 学 校 又 は 養 成 所 に お い て 修 学 し て い る と き 。

三　 災 害 、 病 気 そ の 他 や む を 得 な い 理 由 に よ り 修 学 資 金 を 返 還 す る こ と が 困 難 で あ る と 認 め ら

れ る と き 。

　 （ 延 滞 利 息 ）

第 十 二 条　 修 学 資 金 の 貸 与 を 受 け た 者 は 、 正 当 な 理 由 が な く て 修 学 資 金 を 返 還 す べ き 日 ま で に こ

れ を 返 還 し な か っ た と き は 、 当 該 返 還 す べ き 日 の 翌 日 か ら 返 還 の 日 ま で の 期 間 の 日 数 に 応 じ 、

返 還 す べ き 額 （ 千 円 未 満 の 端 数 金 額 及 び 千 円 未 満 の 金 額 は 、 切 り 捨 て る 。 ） に 年 十 四 ・ 五 パ ー セ

ン ト の 割 合 で 計 算 し た 延 滞 利 息 を 支 払 わ な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 延 滞 利 息 に 百 円 未 満 の 端

数 が あ る と き 、 又 は 延 滞 利 息 が 百 円 未 満 で あ る と き は 、 そ の 端 数 金 額 又 は そ の 全 額 を 切 り 捨 て

る 。

　 （ 学 業 成 績 証 明 書 等 の 提 出 ）

第 十 三 条　 修 学 生 は 、 規 則 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 学 業 成 績 証 明 書 及 び 健 康 診 断 書 を 知 事 に 提 出

し な け れ ば な ら な い 。

　 （ 期 間 の 計 算 ）

第 十 四 条　 こ の 条 例 に 規 定 す る 期 間 の 計 算 に つ い て は 、 規 則 で 定 め る 。

　 （ 規 則 へ の 委 任 ）

第 十 五 条　 こ の 条 例 で 定 め る も の の ほ か 、 こ の 条 例 の 施 行 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 規 則 で 定 め る 。

　　　 附　 則

　 こ の 条 例 は 、 平 成 二 十 七 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

　 中 小 企 業 設 備 導 入 資 金 特 別 会 計 条 例 を こ こ に 公 布 す る 。

　　 平 成 二 十 七 年 三 月 二 十 四 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 愛 知 県 知 事　 大　 村　 秀　 章　　
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愛 知 県 条 例 第 四 号

　　　 中 小 企 業 設 備 導 入 資 金 特 別 会 計 条 例

　 （ 設 置 ）

第 一 条　 地 方 自 治 法 （ 昭 和 二 十 二 年 法 律 第 六 十 七 号 ） 第 二 百 九 条 第 二 項 の 規 定 に 基 づ き 、 独 立 行

政 法 人 中 小 企 業 基 盤 整 備 機 構 法 （ 平 成 十 四 年 法 律 第 百 四 十 七 号 ） 第 十 五 条 第 一 項 第 三 号 の 規 定

に よ り 独 立 行 政 法 人 中 小 企 業 基 盤 整 備 機 構 か ら 資 金 の 貸 付 け を 受 け て 行 う 同 号 に 掲 げ る 事 業 及

び 独 立 行 政 法 人 中 小 企 業 基 盤 整 備 機 構 に 対 す る 同 項 第 四 号 の 資 金 の 貸 付 け に 関 す る 事 業 の 円 滑

な 運 営 と そ の 経 理 の 適 正 を 図 る た め 、 特 別 会 計 を 設 置 す る 。

　 （ 歳 入 及 び 歳 出 ）

第 二 条　 こ の 会 計 に お い て は 、 貸 付 金 の 償 還 金 、 県 債 、 一 般 会 計 繰 入 金 及 び 附 属 諸 収 入 を も っ て

そ の 歳 入 と し 、 貸 付 金 、 県 債 の 償 還 金 、 一 般 会 計 繰 出 金 そ の 他 の 諸 支 出 を も っ て そ の 歳 出 と す

る 。

　　　 附　 則

１　 こ の 条 例 は 、 平 成 二 十 七 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

２　 小 規 模 企 業 の 事 業 活 動 の 活 性 化 の た め の 中 小 企 業 基 本 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 等 の 法 律 （ 平 成

二 十 五 年 法 律 第 五 十 七 号 。 以 下 「 改 正 法 」 と い う 。 ） 第 九 条 の 規 定 に よ る 廃 止 前 の 小 規 模 企 業 者

等 設 備 導 入 資 金 助 成 法 （ 昭 和 三 十 一 年 法 律 第 百 十 五 号 ） 第 三 条 第 一 項 の 小 規 模 企 業 者 等 設 備 導

入 資 金 貸 付 事 業 （ 改 正 法 附 則 第 三 条 第 一 項 の 規 定 に よ り な お 従 前 の 例 に よ り 実 施 す る も の を 含

む 。 ） の 経 理 は 、 第 一 条 の 規 定 に よ り 設 置 さ れ た 特 別 会 計 に お い て 併 せ て 行 う も の と す る 。 こ の

場 合 に お け る 第 二 条 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 同 条 中 「 そ の 他 」 と あ る の は 、 「 、 国 へ の 償 還 金

そ の 他 」 と す る 。

３　 こ の 条 例 の 施 行 の 際 中 小 企 業 近 代 化 資 金 特 別 会 計 に 所 属 す る 権 利 及 び 義 務 は 、 第 一 条 の 規 定

に よ り 設 置 さ れ た 特 別 会 計 に 帰 属 す る も の と す る 。

　 愛 知 県 部 局 設 置 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を こ こ に 公 布 す る 。

　　 平 成 二 十 七 年 三 月 二 十 四 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 愛 知 県 知 事　 大　 村　 秀　 章　　

愛 知 県 条 例 第 五 号

　　　 愛 知 県 部 局 設 置 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

　 愛 知 県 部 局 設 置 条 例 （ 平 成 十 一 年 愛 知 県 条 例 第 四 十 八 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　 第 一 条 中 「 知 事 政 策 局 」 を 「 政 策 企 画 局 」 に 、 「 地 域 振 興 部 」 を 「 振 興 部 」 に 改 め る 。

　 第 二 条 第 一 項 中 「 知 事 政 策 局 」 を 「 政 策 企 画 局 」 に 改 め 、 同 項 中 第 二 号 を 第 三 号 と し 、 第 一 号

の 次 に 次 の 一 号 を 加 え る 。

　 二　 国 際 化 の 推 進 に 関 す る 事 項
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　 第 二 条 第 三 項 中 「 地 域 振 興 部 」 を 「 振 興 部 」 に 改 め 、 同 項 中 第 二 号 を 削 り 、 第 三 号 を 第 二 号 と

し 、 第 四 号 を 第 三 号 と し 、 第 五 号 を 第 四 号 と し 、 同 号 の 次 に 次 の 一 号 を 加 え る 。

　 五　 観 光 に 関 す る 事 項

　 第 二 条 第 四 項 中 第 十 一 号 を 第 十 二 号 と し 、 第 十 号 の 次 に 次 の 一 号 を 加 え る 。

　 十 一　 多 文 化 共 生 社 会 の 形 成 に 関 す る 事 項

　 第 二 条 第 八 項 中 第 六 号 を 削 り 、 第 七 号 を 第 六 号 と し 、 第 八 号 か ら 第 十 号 ま で を 一 号 ず つ 繰 り 上

げ る 。

　　　 附　 則

　 （ 施 行 期 日 ）

１　 こ の 条 例 は 、 平 成 二 十 七 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

　 （ 愛 知 県 事 務 処 理 特 例 条 例 及 び 職 員 の 特 殊 勤 務 手 当 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 ）

２　 次 に 掲 げ る 条 例 の 規 定 中 「 地 域 振 興 部 」 を 「 振 興 部 」 に 改 め る 。

　 一　 愛 知 県 事 務 処 理 特 例 条 例 （ 平 成 十 一 年 愛 知 県 条 例 第 五 十 五 号 ） 別 表 第 二

　 二　 職 員 の 特 殊 勤 務 手 当 に 関 す る 条 例 （ 平 成 十 二 年 愛 知 県 条 例 第 四 号 ） 第 十 四 条 第 一 項 第 一 号

　 （ 愛 知 県 手 数 料 条 例 の 一 部 改 正 ）

３　 愛 知 県 手 数 料 条 例 （ 平 成 十 二 年 愛 知 県 条 例 第 二 十 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　　 別 表 第 二 中 「 地 域 振 興 部 」 を 「 振 興 部 」 に 改 め 、 同 表 に 次 の 二 項 を 加 え る 。

通 訳 案 内 士

登 録 事 務

通 訳 案 内 士 登

録 申 請 手 数 料 一 件 に つ き 五 、 四 〇 〇

通 訳 案 内 士 登

録 証 訂 正 手 数

料

一 件 に つ き 四 、 二 〇 〇

通 訳 案 内 士 登

録 証 再 交 付 申

請 手 数 料

一 件 に つ き 四 、 二 〇 〇

旅 行 業 等 登

録 事 務

旅 行 業 登 録 申

請 手 数 料 一 件 に つ き 一 九 、 〇 〇 〇

旅 行 業 更 新 登

録 申 請 手 数 料 一 件 に つ き 一 七 、 〇 〇 〇

旅 行 業 変 更 登

録 申 請 手 数 料 一 件 に つ き 一 一 、 〇 〇 〇

旅 行 業 者 代 理

業 登 録 申 請 手

数 料

一 件 に つ き 一 五 、 〇 〇 〇

　　 別 表 第 六 通 訳 案 内 士 登 録 事 務 の 項 及 び 旅 行 業 等 登 録 事 務 の 項 を 削 る 。

　 愛 知 県 行 政 手 続 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を こ こ に 公 布 す る 。
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　　 平 成 二 十 七 年 三 月 二 十 四 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 愛 知 県 知 事　 大　 村　 秀　 章　　

愛 知 県 条 例 第 六 号

　　　 愛 知 県 行 政 手 続 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

　 愛 知 県 行 政 手 続 条 例 （ 平 成 七 年 愛 知 県 条 例 第 二 十 八 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　 目 次 中 「 第 三 十 五 条 」 を 「 第 三 十 六 条 」 に 、 「 第 五 章　 届 出 （ 第 三 十 六 条 ） 」 を

「 第 五 章　 処 分 等 の 求 め （ 第 三 十 七 条 ）

第 六 章　 届 出 （ 第 三 十 八 条 ）　　　　 」
に 、 「 第 六 章 」 を 「 第 七 章 」 に 、 「 第 三 十 七 条 」 を 「 第

三 十 九 条 」 に 改 め る 。

　 第 三 条 中 「 第 四 章 」 を 「 第 五 章 」 に 改 め 、 同 条 第 七 号 中 「 名 あ て 人 」 を 「 名 宛 人 」 に 改 め 、 同

条 第 八 号 中 「 か か わ る 」 を 「 関 わ る 」 に 改 め る 。

　 第 三 十 二 条 中 「 こ の 条 」 を 「 こ の 条 及 び 次 条 第 二 項 」 に 、 「 含 む 。 ） 」 を 「 含 む 。 同 項 に お い て 同

じ 。 ） 」 に 改 め る 。

　 第 三 十 三 条 第 三 項 を 同 条 第 四 項 と し 、 同 条 第 二 項 中 「 前 項 」 を 「 前 二 項 」 に 改 め 、 同 項 を 同 条

第 三 項 と し 、 同 条 第 一 項 の 次 に 次 の 一 項 を 加 え る 。

２　 行 政 指 導 に 携 わ る 者 は 、 当 該 行 政 指 導 を す る 際 に 、 県 の 機 関 が 許 認 可 等 を す る 権 限 又 は 許 認

可 等 に 基 づ く 処 分 を す る 権 限 を 行 使 し 得 る 旨 を 示 す と き は 、 そ の 相 手 方 に 対 し て 、 次 に 掲 げ る

事 項 を 示 さ な け れ ば な ら な い 。

　 一　 当 該 権 限 を 行 使 し 得 る 根 拠 と な る 法 令 の 条 項

　 二　 前 号 の 条 項 に 規 定 す る 要 件

　 三　 当 該 権 限 の 行 使 が 前 号 の 要 件 に 適 合 す る 理 由

　 第 三 十 七 条 を 第 三 十 九 条 と す る 。

　 第 六 章 を 第 七 章 と す る 。

　 第 五 章 中 第 三 十 六 条 を 第 三 十 八 条 と し 、 同 章 を 第 六 章 と す る 。

　 第 四 章 中 第 三 十 五 条 を 第 三 十 六 条 と し 、 第 三 十 四 条 の 次 に 次 の 一 条 を 加 え る 。

　 （ 行 政 指 導 の 中 止 等 の 求 め ）

第 三 十 五 条　 法 令 に 違 反 す る 行 為 の 是 正 を 求 め る 行 政 指 導 （ そ の 根 拠 と な る 規 定 が 法 律 又 は 条 例

に 置 か れ て い る も の に 限 る 。 ） の 相 手 方 は 、 当 該 行 政 指 導 が 当 該 法 律 又 は 条 例 に 規 定 す る 要 件 に

適 合 し な い と 思 料 す る と き は 、 当 該 行 政 指 導 を し た 県 の 機 関 に 対 し 、 そ の 旨 を 申 し 出 て 、 当 該

行 政 指 導 の 中 止 そ の 他 必 要 な 措 置 を と る こ と を 求 め る こ と が で き る 。 た だ し 、 当 該 行 政 指 導 が

そ の 相 手 方 に つ い て 弁 明 そ の 他 意 見 陳 述 の た め の 手 続 を 経 て さ れ た も の で あ る と き は 、 こ の 限

り で な い 。

２　 前 項 の 申 出 は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 申 出 書 を 提 出 し て し な け れ ば な ら な い 。

　 一　 申 出 を す る 者 の 氏 名 又 は 名 称 及 び 住 所 又 は 居 所
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　 二　 当 該 行 政 指 導 の 内 容

　 三　 当 該 行 政 指 導 の 根 拠 と な る 法 律 又 は 条 例 の 条 項

　 四　 前 号 の 条 項 に 規 定 す る 要 件

　 五　 当 該 行 政 指 導 が 前 号 の 要 件 に 適 合 し な い と 思 料 す る 理 由

　 六　 そ の 他 参 考 と な る 事 項

３　 当 該 県 の 機 関 は 、 第 一 項 の 規 定 に よ る 申 出 が あ っ た と き は 、 必 要 な 調 査 を 行 い 、 当 該 行 政 指

導 が 当 該 法 律 又 は 条 例 に 規 定 す る 要 件 に 適 合 し な い と 認 め る と き は 、 当 該 行 政 指 導 の 中 止 そ の

他 必 要 な 措 置 を と ら な け れ ば な ら な い 。

　 第 四 章 の 次 に 次 の 一 章 を 加 え る 。

　　　 第 五 章　 処 分 等 の 求 め

　 （ 処 分 等 の 求 め ）

第 三 十 七 条　 何 人 も 、 法 令 に 違 反 す る 事 実 が あ る 場 合 に お い て 、 そ の 是 正 の た め に さ れ る べ き 処

分 又 は 行 政 指 導 （ そ の 根 拠 と な る 規 定 が 法 律 又 は 条 例 に 置 か れ て い る も の に 限 る 。 ） が さ れ て い

な い と 思 料 す る と き は 、 当 該 処 分 を す る 権 限 を 有 す る 行 政 庁 又 は 当 該 行 政 指 導 を す る 権 限 を 有 す

る 県 の 機 関 に 対 し 、 そ の 旨 を 申 し 出 て 、 当 該 処 分 又 は 行 政 指 導 を す る こ と を 求 め る こ と が で

き る 。

２　 前 項 の 申 出 は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 申 出 書 を 提 出 し て し な け れ ば な ら な い 。

　 一　 申 出 を す る 者 の 氏 名 又 は 名 称 及 び 住 所 又 は 居 所

　 二　 法 令 に 違 反 す る 事 実 の 内 容

　 三　 当 該 処 分 又 は 行 政 指 導 の 内 容

四　 当 該 処 分 の 根 拠 と な る 条 例 等 の 条 項 又 は 当 該 行 政 指 導 の 根 拠 と な る 法 律 若 し く は 条 例 の 条

項

　 五　 当 該 処 分 又 は 行 政 指 導 が さ れ る べ き で あ る と 思 料 す る 理 由

　 六　 そ の 他 参 考 と な る 事 項

３　 当 該 行 政 庁 又 は 県 の 機 関 は 、 第 一 項 の 規 定 に よ る 申 出 が あ っ た と き は 、 必 要 な 調 査 を 行 い 、

そ の 結 果 に 基 づ き 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 当 該 処 分 又 は 行 政 指 導 を し な け れ ば な ら な い 。

　　　 附　 則

　 （ 施 行 期 日 ）

１　 こ の 条 例 は 、 平 成 二 十 七 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

　 （ 愛 知 県 県 税 条 例 の 一 部 改 正 ）

２　 愛 知 県 県 税 条 例 （ 昭 和 二 十 五 年 愛 知 県 条 例 第 二 十 四 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　　 第 十 六 条 第 二 項 中 「 第 三 十 三 条 第 三 項 」 を 「 第 三 十 三 条 第 四 項 」 に 、 「 第 三 十 三 条 第 二 項 」 を

「 第 三 十 三 条 第 三 項 」 に 改 め る 。
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　 愛 知 県 手 数 料 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を こ こ に 公 布 す る 。

　　 平 成 二 十 七 年 三 月 二 十 四 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 愛 知 県 知 事　 大　 村　 秀　 章　　

愛 知 県 条 例 第 七 号

　　　 愛 知 県 手 数 料 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

　 愛 知 県 手 数 料 条 例 （ 平 成 十 二 年 愛 知 県 条 例 第 二 十 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　 第 六 条 第 三 項 中 「 次 の 各 号 に 掲 げ る 」 を 「 別 表 第 八 特 定 建 築 物 計 画 認 定 事 務 の 項 に 規 定 す る 」

に 、 「 当 該 各 号 に 定 め る 」 を 「 当 該 手 数 料 の 」 に 改 め 、 同 項 各 号 を 削 る 。

　 別 表 第 四 第 一 種 フ ロ ン 類 回 収 業 者 登 録 事 務 の 項 中 「 第 一 種 フ ロ ン 類 回 収 業 者 登 録 事 務 」 を 「 第

一 種 フ ロ ン 類 充 塡 回 収 業 者 登 録 事 務 」 に 、 「 第 一 種 フ ロ ン 類 回 収 業 者 登 録 申 請 手 数 料 」 を 「 第 一 種

フ ロ ン 類 充 塡 回 収 業 者 登 録 申 請 手 数 料 」 に 、 「 第 一 種 フ ロ ン 類 回 収 業 者 更 新 登 録 申 請 手 数 料 」 を 「 第

一 種 フ ロ ン 類 充 塡 回 収 業 者 更 新 登 録 申 請 手 数 料 」 に 改 め 、 同 表 浄 化 槽 保 守 点 検 業 者 登 録 事 務 の 項

の 次 に 次 の 一 項 を 加 え る 。

土 壌 汚 染 状

況 調 査 等 指

定 調 査 機 関

指 定 事 務

指 定 調 査 機 関

指 定 申 請 手 数

料

一 件 に つ き 三 〇 、 九 〇 〇

指 定 調 査 機 関

指 定 更 新 申 請

手 数 料

一 件 に つ き 二 四 、 八 〇 〇

　 別 表 第 五 介 護 サ ー ビ ス 情 報 調 査 等 事 務 の 項 の 次 に 次 の 二 項 を 加 え る 。

食 品 衛 生 管

理 者 養 成 施

設 登 録 事 務
食 品 衛 生 管 理

者 養 成 施 設 登

録 申 請 手 数 料

一 件 に つ き 一 五 〇 、 〇 〇 〇

食 品 衛 生 管

理 者 資 格 認

定 講 習 会 登

録 事 務

食 品 衛 生 管 理

者 資 格 認 定 講

習 会 登 録 申 請

手 数 料

一 件 に つ き 九 〇 、 〇 〇 〇

　 別 表 第 五 食 鳥 処 理 場 構 造 等 変 更 許 可 事 務 の 項 の 次 に 次 の 二 項 を 加 え る 。

食 鳥 処 理 衛

生 管 理 者 養

成 施 設 登 録

事 務

食 鳥 処 理 衛 生

管 理 者 養 成 施

設 登 録 申 請 手

数 料

一 件 に つ き 一 五 〇 、 〇 〇 〇

食 鳥 処 理 衛

生 管 理 者 資

格 認 定 講 習

会 登 録 事 務
食 鳥 処 理 衛 生

管 理 者 資 格 認

定 講 習 会 登 録

申 請 手 数 料

一 件 に つ き 九 〇 、 〇 〇 〇

　 別 表 第 八 宅 地 建 物 取 引 主 任 者 資 格 登 録 等 事 務 の 項 中 「 宅 地 建 物 取 引 主 任 者 資 格 登 録 等 事 務 」 を

「 宅 地 建 物 取 引 士 資 格 登 録 等 事 務 」 に 、 「 宅 地 建 物 取 引 主 任 者 資 格 登 録 簿 登 録 手 数 料 」 を 「 宅 地 建

物 取 引 士 資 格 登 録 簿 登 録 手 数 料 」 に 、 「 宅 地 建 物 取 引 主 任 者 資 格 登 録 移 転 申 請 手 数 料 」 を 「 宅 地 建
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物 取 引 士 資 格 登 録 移 転 申 請 手 数 料 」 に 、 「 宅 地 建 物 取 引 主 任 者 証 交 付 申 請 手 数 料 」 を 「 宅 地 建 物

取 引 士 証 交 付 申 請 手 数 料 」 に 、

「 宅 地 建 物 取 引

主 任 者 証 有 効

期 間 更 新 申 請

手 数 料

一 件 に つ き 四 、 五 〇 〇
」

を

「 宅 地 建 物 取 引

士 証 有 効 期 間

更 新 申 請 手 数

料

一 件 に つ き 四 、 五 〇 〇
」

に 、 「 宅

宅 地 建 物 取 引

士 証 再 交 付 申

請 手 数 料

一 件 に つ き 四 、 五 〇 〇

地 建 物 取 引 主 任 者 資 格 試 験 手 数 料 」 を 「 宅 地 建 物 取 引 士 資 格 試 験 手 数 料 」 に 改 め 、 同 表 建 築 確 認

等 事 務 の 項 中 「 検 査 済 証 の 交 付 を 受 け る 前 に お け る 建 築 物 等 の 仮 使 用 承 認 申 請 手 数 料 」 を 「 検 査

済 証 の 交 付 を 受 け る 前 に お け る 建 築 物 等 の 仮 使 用 認 定 申 請 手 数 料 」 に 、 「 又 は 第 十 八 条 第 二 十 二 項

第 一 号 」 を 「 若 し く は 第 二 号 又 は 第 十 八 条 第 二 十 四 項 第 一 号 若 し く は 第 二 号 」 に 、 「 承 認 の 」 を 「 認

定 の 」 に 、

「 地 下 街 の 換 気

設 備 に 関 す る

制 限 の 緩 和 に

係 る 認 定 申 請

手 数 料

一 件 に つ き 二 七 、 〇 〇 〇
」

を

「 地 下 街 の 換 気

設 備 に 関 す る

制 限 の 緩 和 に

係 る 認 定 申 請

手 数 料

一 件 に つ き 二 七 、 〇 〇 〇
」

に 改 め 、要 除 却 認 定 マ

ン シ ョ ン の 建

替 え に よ り 新

た に 建 築 さ れ

る マ ン シ ョ ン

の 容 積 率 の 特

例 許 可 申 請 手

数 料

一 件 に つ き 一 六 〇 、 〇 〇 〇

同 表 長 期 優 良 住 宅 建 築 等 計 画 認 定 事 務 の 項 を 次 の よ う に 改 め る 。

一 戸 建 て 住 宅

（ 人 の 居 住 の

用 以 外 の 用 途

に 供 す る 部 分

を 有 し な い も

の に 限 る 。 以

下 こ の 表 に お

い て 同 じ 。 ）
一 戸 に つ き 一 七 、 三 〇 〇
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長 期 優 良 住

宅 の 普 及 の

促 進 に 関 す

る 法 律 （ 平

成 二 十 年 法

律 第 八 十 七

号 。 以 下 こ

の 項 に お い

て 「 法 」 と

い う 。 ） 第

六 条 第 一 項

各 号 （ 第 三

号 を 除 く 。 ）

に 掲 げ る 基

準 に 適 合 す

る と 住 宅 の

品 質 確 保 の

促 進 等 に

関 す る 法 律

（ 平 成 十 一

年 法 律 第 八

十 一 号 ） 第

五 条 第 一 項

に 規 定 す る

登 録 住 宅 性

能 評 価 機 関

（ 以 下 こ の

項 に お い て

「 登 録 住 宅

性 能 評 価 機

関 」 と い

う 。 ） が 認 め

た 場 合

共
同

住
宅

等
（

共
同

住
宅

、
長

屋
そ

の
他

の
一

戸
建

て
住

宅
以

外
の

住
宅

を
い

う
。

以
下

こ
の

表
に

お
い

て
同

じ
。 ）

一 棟 の 総

戸 数 が 五

以 下 の も

の

一 戸 に つ き

二 四 、 六 〇 〇 円 を 同

一 の 建 築 物 に つ い て

同 時 に 申 請 が 行 わ れ

る 住 戸 の 数 で 除 し て

得 た 額 （ そ の 額 に 百

円 未 満 の 端 数 が あ る

と き は 、 そ の 端 数 金

額 を 切 り 捨 て て 得 た

額 。 以 下 こ の 項 に お

い て 同 じ 。 ）

一 棟 の 総

戸 数 が 六

以 上 十 以

下 の も の

一 戸 に つ き

三 五 、 九 〇 〇 円 を 同

一 の 建 築 物 に つ い て

同 時 に 申 請 が 行 わ れ

る 住 戸 の 数 で 除 し て

得 た 額

一 棟 の 総

戸 数 が 十

一 以 上 三

十 以 下 の

も の

一 戸 に つ き

四 七 、 三 〇 〇 円 を 同

一 の 建 築 物 に つ い て

同 時 に 申 請 が 行 わ れ

る 住 戸 の 数 で 除 し て

得 た 額

一 棟 の 総

戸 数 が 三

十 一 以 上

五 十 以 下

の も の

一 戸 に つ き

七 九 、 八 〇 〇 円 を 同

一 の 建 築 物 に つ い て

同 時 に 申 請 が 行 わ れ

る 住 戸 の 数 で 除 し て

得 た 額

一 棟 の 総

戸 数 が 五

十 一 以 上

百 以 下 の

も の

一 戸 に つ き

一 三 〇 、 二 〇 〇 円 を

同 一 の 建 築 物 に つ い

て 同 時 に 申 請 が 行 わ

れ る 住 戸 の 数 で 除 し

て 得 た 額

一 棟 の 総

戸 数 が 百

一 以 上 二

百 以 下 の

も の

一 戸 に つ き

二 〇 八 、 二 〇 〇 円 を

同 一 の 建 築 物 に つ い

て 同 時 に 申 請 が 行 わ

れ る 住 戸 の 数 で 除 し

て 得 た 額

一 棟 の 総

戸 数 が 二

百 一 以 上

三 百 以 下

の も の

一 戸 に つ き

二 五 三 、 六 〇 〇 円 を

同 一 の 建 築 物 に つ い

て 同 時 に 申 請 が 行 わ

れ る 住 戸 の 数 で 除 し

て 得 た 額

一 棟 の 総

戸 数 が 三

百 一 以 上

の も の

一 戸 に つ き

二 六 九 、 九 〇 〇 円 を

同 一 の 建 築 物 に つ い

て 同 時 に 申 請 が 行 わ

れ る 住 戸 の 数 で 除 し

て 得 た 額

一 戸 建 て 住 宅 一 戸 に つ き 二 二 、 五 〇 〇

一 棟 の 総

戸 数 が 五

以 下 の も

の

一 戸 に つ き

六 三 、 〇 〇 〇 円 を 同

一 の 建 築 物 に つ い て

同 時 に 申 請 が 行 わ れ

る 住 戸 の 数 で 除 し て

得 た 額
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住 宅 の 品 質

確 保 の 促 進

等 に 関 す る

法 律 第 六 条

第 一 項 に 規

定 す る 設 計

住 宅 性 能 評

価 書 （ 以 下

こ の 項 に お

い て 「 設 計

住 宅 性 能 評

価 書 」 と い

う 。 ） （ 断

熱 等 性 能 等

級 が 表 示 さ

れ て い る も

の に 限 る 。

以 下 こ の 項

に お い て 同

じ 。 ） が 添

付 さ れ て い

る 場 合

一 棟 の 総

戸 数 が 六

以 上 十 以

下 の も の

一 戸 に つ き

九 六 、 六 〇 〇 円 を 同

一 の 建 築 物 に つ い て

同 時 に 申 請 が 行 わ れ

る 住 戸 の 数 で 除 し て

得 た 額

長 期 優 良 住 宅

建 築 等 計 画 認

定 申 請 手 数 料

一 棟 の 総

戸 数 が 十

一 以 上 三

十 以 下 の

も の

一 戸 に つ き

一 七 五 、 三 〇 〇 円 を

同 一 の 建 築 物 に つ い

て 同 時 に 申 請 が 行 わ

れ る 住 戸 の 数 で 除 し

て 得 た 額

一 棟 の 総

戸 数 が 三

十 一 以 上

五 十 以 下

の も の

一 戸 に つ き

二 九 五 、 二 〇 〇 円 を

同 一 の 建 築 物 に つ い

て 同 時 に 申 請 が 行 わ

れ る 住 戸 の 数 で 除 し

て 得 た 額

共
同

住
宅

等

一 棟 の 総

戸 数 が 五

十 一 以 上

百 以 下 の

も の

一 戸 に つ き

四 五 〇 、 四 〇 〇 円 を

同 一 の 建 築 物 に つ い

て 同 時 に 申 請 が 行 わ

れ る 住 戸 の 数 で 除 し

て 得 た 額

一 棟 の 総

戸 数 が 百

一 以 上 二

百 以 下 の

も の

一 戸 に つ き

八 一 三 、 六 〇 〇 円 を

同 一 の 建 築 物 に つ い

て 同 時 に 申 請 が 行 わ

れ る 住 戸 の 数 で 除 し

て 得 た 額

一 棟 の 総

戸 数 が 二

百 一 以 上

三 百 以 下

の も の

一 戸 に つ き

一 、 一 〇 六 、 七 〇 〇

円 を 同 一 の 建 築 物 に

つ い て 同 時 に 申 請 が

行 わ れ る 住 戸 の 数 で

除 し て 得 た 額

一 棟 の 総

戸 数 が 三

百 一 以 上

の も の

一 戸 に つ き

一 、 三 三 七 、 三 〇 〇

円 を 同 一 の 建 築 物 に

つ い て 同 時 に 申 請 が

行 わ れ る 住 戸 の 数 で

除 し て 得 た 額

一 戸 建 て 住 宅 一 戸 に つ き 六 四 、 八 〇 〇

一 棟 の 総

戸 数 が 五

以 下 の も

の

一 戸 に つ き

一 三 九 、 一 〇 〇 円 を

同 一 の 建 築 物 に つ い

て 同 時 に 申 請 が 行 わ

れ る 住 戸 の 数 で 除 し

て 得 た 額

一 棟 の 総

戸 数 が 六

以 上 十 以

下 の も の

一 戸 に つ き

二 一 六 、 七 〇 〇 円 を

同 一 の 建 築 物 に つ い

て 同 時 に 申 請 が 行 わ

れ る 住 戸 の 数 で 除 し

て 得 た 額

一 棟 の 総

戸 数 が 十

一 以 上 三

十 以 下 の

も の

一 戸 に つ き

四 一 八 、 五 〇 〇 円 を

同 一 の 建 築 物 に つ い

て 同 時 に 申 請 が 行 わ

れ る 住 戸 の 数 で 除 し

て 得 た 額
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そ の 他 の 場

合

共
同

住
宅

等

一 棟 の 総

戸 数 が 三

十 一 以 上

五 十 以 下

の も の

一 戸 に つ き

七 四 一 、 九 〇 〇 円 を

同 一 の 建 築 物 に つ い

て 同 時 に 申 請 が 行 わ

れ る 住 戸 の 数 で 除 し

て 得 た 額

一 棟 の 総

戸 数 が 五

十 一 以 上

百 以 下 の

も の

一 戸 に つ き

一 、 二 六 八 、 二 〇 〇

円 を 同 一 の 建 築 物 に

つ い て 同 時 に 申 請 が

行 わ れ る 住 戸 の 数 で

除 し て 得 た 額

一 棟 の 総

戸 数 が 百

一 以 上 二

百 以 下 の

も の

一 戸 に つ き

二 、 三 三 八 、 一 〇 〇

円 を 同 一 の 建 築 物 に

つ い て 同 時 に 申 請 が

行 わ れ る 住 戸 の 数 で

除 し て 得 た 額

長 期 優 良 住

宅 建 築 等 計

画 認 定 事 務

一 棟 の 総

戸 数 が 二

百 一 以 上

三 百 以 下

の も の

一 戸 に つ き

三 、 三 三 六 、 四 〇 〇

円 を 同 一 の 建 築 物 に

つ い て 同 時 に 申 請 が

行 わ れ る 住 戸 の 数 で

除 し て 得 た 額

一 棟 の 総

戸 数 が 三

百 一 以 上

の も の

一 戸 に つ き

四 、 〇 八 五 、 〇 〇 〇

円 を 同 一 の 建 築 物 に

つ い て 同 時 に 申 請 が

行 わ れ る 住 戸 の 数 で

除 し て 得 た 額

一 戸 建 て 住 宅 一 戸 に つ き 四 、 〇 〇 〇

一 棟 の 総

戸 数 が 五

以 下 の も

の

一 戸 に つ き

八 、 〇 〇 〇 円 を 同 一

の 建 築 物 に つ い て 同

時 に 申 請 が 行 わ れ る

住 戸 の 数 で 除 し て 得

た 額

法 第
六 条

第 一
項 各

号
（ 第

三 号
を 除

く 。 ）
に 掲

げ る
基 準

に 適
合 す

る と
登 録

住 宅
性 能

評 価

一 棟 の 総

戸 数 が 六

以 上 十 以

下 の も の

一 戸 に つ き

一 三 、 九 〇 〇 円 を 同

一 の 建 築 物 に つ い て

同 時 に 申 請 が 行 わ れ

る 住 戸 の 数 で 除 し て

得 た 額

一 棟 の 総

戸 数 が 十

一 以 上 三

十 以 下 の

も の

一 戸 に つ き

二 〇 、 一 〇 〇 円 を 同

一 の 建 築 物 に つ い て

同 時 に 申 請 が 行 わ れ

る 住 戸 の 数 で 除 し て

得 た 額

共
同

住
宅

等

一 棟 の 総

戸 数 が 三

十 一 以 上

五 十 以 下

の も の

一 戸 に つ き

三 七 、 六 〇 〇 円 を 同

一 の 建 築 物 に つ い て

同 時 に 申 請 が 行 わ れ

る 住 戸 の 数 で 除 し て

得 た 額

一 棟 の 総

戸 数 が 五

十 一 以 上

百 以 下 の

も の

一 戸 に つ き

六 四 、 七 〇 〇 円 を 同

一 の 建 築 物 に つ い て

同 時 に 申 請 が 行 わ れ

る 住 戸 の 数 で 除 し て

得 た 額
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機 関
が 認

め た
場 合

一 棟 の 総

戸 数 が 百

一 以 上 二

百 以 下 の

も の

一 戸 に つ き

一 〇 六 、 四 〇 〇 円 を

同 一 の 建 築 物 に つ い

て 同 時 に 申 請 が 行 わ

れ る 住 戸 の 数 で 除 し

て 得 た 額

一 棟 の 総

戸 数 が 二

百 一 以 上

三 百 以 下

の も の

一 戸 に つ き

一 三 〇 、 八 〇 〇 円 を

同 一 の 建 築 物 に つ い

て 同 時 に 申 請 が 行 わ

れ る 住 戸 の 数 で 除 し

て 得 た 額

一 棟 の 総

戸 数 が 三

百 一 以 上

の も の

一 戸 に つ き

一 三 九 、 六 〇 〇 円 を

同 一 の 建 築 物 に つ い

て 同 時 に 申 請 が 行 わ

れ る 住 戸 の 数 で 除 し

て 得 た 額

一 戸 建 て 住 宅 一 戸 に つ き 八 、 二 〇 〇

一 棟 の 総

戸 数 が 五

以 下 の も

の

一 戸 に つ き

二 九 、 一 〇 〇 円 を 同

一 の 建 築 物 に つ い て

同 時 に 申 請 が 行 わ れ

る 住 戸 の 数 で 除 し て

得 た 額

一 棟 の 総

戸 数 が 六

以 上 十 以

下 の も の

一 戸 に つ き

四 六 、 七 〇 〇 円 を 同

一 の 建 築 物 に つ い て

同 時 に 申 請 が 行 わ れ

る 住 戸 の 数 で 除 し て

得 た 額

法 第
九 条

第 一
項 の

規 定
に よ

る も
の 以

外 の
変 更

の 認
定 の

申 請

設 計
住 宅

性 能
評 価

書 が
添 付

さ れ
て い

る 場
合

一 棟 の 総

戸 数 が 十

一 以 上 三

十 以 下 の

も の

一 戸 に つ き

八 七 、 〇 〇 〇 円 を 同

一 の 建 築 物 に つ い て

同 時 に 申 請 が 行 わ れ

る 住 戸 の 数 で 除 し て

得 た 額

長 期 優 良 住 宅

建 築 等 計 画 変

更 認 定 申 請 手

数 料

共
同

住
宅

等

一 棟 の 総

戸 数 が 三

十 一 以 上

五 十 以 下

の も の

一 戸 に つ き

一 四 九 、 六 〇 〇 円 を

同 一 の 建 築 物 に つ い

て 同 時 に 申 請 が 行 わ

れ る 住 戸 の 数 で 除 し

て 得 た 額

一 棟 の 総

戸 数 が 五

十 一 以 上

百 以 下 の

も の

一 戸 に つ き

二 三 一 、 三 〇 〇 円 を

同 一 の 建 築 物 に つ い

て 同 時 に 申 請 が 行 わ

れ る 住 戸 の 数 で 除 し

て 得 た 額

一 棟 の 総

戸 数 が 百

一 以 上 二

百 以 下 の

も の

一 戸 に つ き

四 一 九 、 一 〇 〇 円 を

同 一 の 建 築 物 に つ い

て 同 時 に 申 請 が 行 わ

れ る 住 戸 の 数 で 除 し

て 得 た 額

一 棟 の 総

戸 数 が 二

百 一 以 上

三 百 以 下

の も の

一 戸 に つ き

五 六 九 、 三 〇 〇 円 を

同 一 の 建 築 物 に つ い

て 同 時 に 申 請 が 行 わ

れ る 住 戸 の 数 で 除 し

て 得 た 額
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一 棟 の 総

戸 数 が 三

百 一 以 上

の も の

一 戸 に つ き

六 八 五 、 九 〇 〇 円 を

同 一 の 建 築 物 に つ い

て 同 時 に 申 請 が 行 わ

れ る 住 戸 の 数 で 除 し

て 得 た 額

一 戸 建 て 住 宅 一 戸 に つ き 二 五 、 三 〇 〇

一 棟 の 総

戸 数 が 五

以 下 の も

の

一 戸 に つ き

五 九 、 二 〇 〇 円 を 同

一 の 建 築 物 に つ い て

同 時 に 申 請 が 行 わ れ

る 住 戸 の 数 で 除 し て

得 た 額

一 棟 の 総

戸 数 が 六

以 上 十 以

下 の も の

一 戸 に つ き

九 四 、 八 〇 〇 円 を 同

一 の 建 築 物 に つ い て

同 時 に 申 請 が 行 わ れ

る 住 戸 の 数 で 除 し て

得 た 額

一 棟 の 総

戸 数 が 十

一 以 上 三

十 以 下 の

も の

一 戸 に つ き

一 八 六 、 一 〇 〇 円 を

同 一 の 建 築 物 に つ い

て 同 時 に 申 請 が 行 わ

れ る 住 戸 の 数 で 除 し

て 得 た 額

そ の
他 の

場 合

共
同

住
宅

等

一 棟 の 総

戸 数 が 三

十 一 以 上

五 十 以 下

の も の

一 戸 に つ き

三 三 三 、 六 〇 〇 円 を

同 一 の 建 築 物 に つ い

て 同 時 に 申 請 が 行 わ

れ る 住 戸 の 数 で 除 し

て 得 た 額

一 棟 の 総

戸 数 が 五

十 一 以 上

百 以 下 の

も の

一 戸 に つ き

五 七 三 、 六 〇 〇 円 を

同 一 の 建 築 物 に つ い

て 同 時 に 申 請 が 行 わ

れ る 住 戸 の 数 で 除 し

て 得 た 額

一 棟 の 総

戸 数 が 百

一 以 上 二

百 以 下 の

も の

一 戸 に つ き

一 、 〇 五 八 、 九 〇 〇

円 を 同 一 の 建 築 物 に

つ い て 同 時 に 申 請 が

行 わ れ る 住 戸 の 数 で

除 し て 得 た 額

一 棟 の 総

戸 数 が 二

百 一 以 上

三 百 以 下

の も の

一 戸 に つ き

一 、 五 〇 九 、 四 〇 〇

円 を 同 一 の 建 築 物 に

つ い て 同 時 に 申 請 が

行 わ れ る 住 戸 の 数 で

除 し て 得 た 額

一 棟 の 総

戸 数 が 三

百 一 以 上

の も の

一 戸 に つ き

一 、 八 四 五 、 六 〇 〇

円 を 同 一 の 建 築 物 に

つ い て 同 時 に 申 請 が

行 わ れ る 住 戸 の 数 で

除 し て 得 た 額

　 別 表 第 八 備 考 中 第 九 号 を 削 り 、 第 十 号 を 第 九 号 と し 、 第 十 一 号 か ら 第 十 五 号 ま で を 一 号 ず つ 繰

り 上 げ る 。

　 別 表 第 十 猟 銃 等 取 扱 講 習 事 務 の 項 中 「 に 掲 げ る 」 を 「 若 し く は 第 三 号 に 掲 げ る 」 に 改 め 、 同 表



平成27年３月24日　　　　　火曜日　　　　愛  知  県  公  報

-25-

第3168号

運 転 免 許 等 事 務 の 項 中
「

四 、 六 〇 〇

を
「

四 、 四 〇 〇
」

に 、一 、 八 〇 〇 一 、 七 五 〇

一 、 九 〇 〇
」

一 、 八 五 〇

「

三 、 〇 五 〇

を
「

二 、 九 五 〇
」

に 、
「

四 、 六 〇 〇
」

を

一 、 九 〇 〇
」

一 、 八 五 〇 一 、 七 〇 〇

「

四 、 五 五 〇

に 、 「 三 、 〇 〇 〇 」 を 「 二 、 八 五 〇 」 に 、
「

三 、 八 五 〇
」

を

一 、 七 〇 〇
」

四 、 〇 五 〇

「

三 、 六 五 〇

に 、
「

一 、 七 〇 〇
」

を
「

一 、 七 五 〇
」

に 、 「 三 、

三 、 八 五 〇
」

一 、 〇 〇 〇 一 、 〇 五 〇

六 〇 〇 」 を 「 三 、 五 〇 〇 」 に 、
「

一 、 一 〇 〇

を
「

一 、 一 〇 〇
」

に 、 「 一 、

一 、 五 五 〇
」

一 、 四 五 〇

二 〇 〇 」 を 「 一 、 一 〇 〇 」 に 、 「 二 三 、 五 〇 〇 」 を 「 二 三 、 四 五 〇 」 に 、 「 二 一 、 八 五 〇 」 を 「 二

一 、 七 〇 〇 」 に 、 「 一 五 、 〇 〇 〇 」 を 「 一 四 、 九 五 〇 」 に 、 「 九 、 四 五 〇 」 を 「 九 、 四 〇 〇 」 に 、

「 一 二 、 八 五 〇 」 を 「 一 二 、 七 五 〇 」 に 、 「 七 〇 〇 」 を 「 七 五 〇 」 に 、

「

二 、 四 五 〇

を
「

二 、 三 五 〇
」

に 、 「 四 、 七 〇 〇 」 を 「 四 、 六 五 〇 」 に 、

二 、 二 〇 〇
」

二 、 一 〇 〇

「

四 、 一 五 〇

を
「

四 、 一 〇 〇
」

に 、 「 三 、 一 五 〇 」 を 「 三 、 一 〇 〇 」 に 、

四 、 〇 五 〇
」

四 、 〇 〇 〇

「 一 、 二 五 〇 」 を 「 一 、 三 〇 〇 」 に 、 「 二 、 一 〇 〇 」 を 「 二 、 〇 五 〇 」 に 、 「 二 、 七 五 〇 」 を 「 二 、

七 〇 〇 」 に 、
「

二 、 六 〇 〇

を
「

二 、 五 五 〇
」

に 、「 六 〇 〇 」 を 「 五 〇 〇 」 に 、

二 、 四 五 〇
」

二 、 四 〇 〇
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「 九 五 〇 」 を 「 八 〇 〇 」 に 、 「 一 、 五 〇 〇 （ 」 を 「 一 、 三 五 〇 （ 」 に 、 「 五 、 八 〇 〇 」 を 「 五 、 六 〇

〇 」 に 、 「 五 、 三 五 〇 」 を 「 五 、 二 〇 〇 」 に 、 「 二 、 三 五 〇 」 を 「 二 、 二 五 〇 」 に 、

「

道 路 交 通 法 第 百 八 条 の 二 第

一 項 第 十 三 号 に 掲 げ る 講 習 一 件 に つ き

一 三 、 三 五 〇 （ 当 該

講 習 が 国 家 公 安 委 員

会 規 則 で 定 め る も の

で あ る 場 合 に あ っ て

は 、 九 、 二 〇 〇 ） 」
を

「

道 路 交 通 法 第 百 八 条 の 二 第

一 項 第 十 三 号 に 掲 げ る 講 習 一 件 に つ き

一 三 、 二 〇 〇 （ 当 該

講 習 が 国 家 公 安 委 員

会 規 則 で 定 め る も の

で あ る 場 合 に あ っ て

は 、 九 、 〇 五 〇 ）

」
に 改 め 、 同 表 備 考 第

道 路 交 通 法 第 百 八 条 の 二 第

一 項 第 十 四 号 に 掲 げ る 講 習

講 習 一 時 間 に

つ き 一 、 九 〇 〇

八 号 中 「 八 百 五 十 円 」 を 「 九 〇 〇 円 」 に 改 め る 。

　 別 表 第 十 二 宅 地 建 物 取 引 主 任 者 資 格 試 験 手 数 料 の 項 中 「 宅 地 建 物 取 引 主 任 者 資 格 試 験 手 数 料 」

を 「 宅 地 建 物 取 引 士 資 格 試 験 手 数 料 」 に 、
「 宅 地 建 物 取 引 主

任 者 資 格 試 験 」
を
「 宅 地 建 物 取 引 士

資 格 試 験 」
に 改 め

る 。

　　　 附　 則

　 こ の 条 例 は 、 平 成 二 十 七 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 第 六 条 第 三 項 の 改 正 規 定 、 別 表 第

八 建 築 確 認 等 事 務 の 項 の 改 正 規 定 （ 要 除 却 認 定 マ ン シ ョ ン の 建 替 え に よ り 新 た に 建 築 さ れ る マ ン

シ ョ ン の 容 積 率 の 特 例 許 可 申 請 手 数 料 に 係 る 部 分 を 除 く 。 ） 、 同 表 備 考 の 改 正 規 定 及 び 別 表 第 十 運

転 免 許 等 事 務 の 項 の 改 正 規 定 （ 道 路 交 通 法 第 百 八 条 の 二 第 一 項 第 十 四 号 に 掲 げ る 講 習 に 係 る 部 分

に 限 る 。 ） は 、 同 年 六 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

　 愛 知 県 県 税 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を こ こ に 公 布 す る 。

　　 平 成 二 十 七 年 三 月 二 十 四 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 愛 知 県 知 事　 大　 村　 秀　 章　　

愛 知 県 条 例 第 八 号

　　　 愛 知 県 県 税 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

　 愛 知 県 県 税 条 例 （ 昭 和 二 十 五 年 愛 知 県 条 例 第 二 十 四 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　 第 十 六 条 第 一 項 中 「 第 二 章 」 の 下 に 「 （ 第 八 条 を 除 く 。 ） 」 を 、 「 第 三 章 」 の 下 に 「 （ 第 十 四 条 を 除

く 。 ） 」 を 加 え る 。

　 附 則 第 二 十 五 条 中 「 平 成 二 十 七 年 八 月 三 十 一 日 」 を 「 平 成 三 十 二 年 八 月 三 十 一 日 」 に 改 め る 。

　 附 則 第 二 十 八 条 第 一 項 及 び 第 二 項 中 「 平 成 二 十 八 年 一 月 三 十 一 日 」 を 「 平 成 三 十 一 年 一 月 三 十
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一 日 」 に 改 め る 。

　　　 附　 則

１　 こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 第 十 六 条 第 一 項 の 改 正 規 定 は 、 平 成 二 十 七 年

四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

２　 改 正 後 の 愛 知 県 県 税 条 例 第 十 六 条 第 一 項 の 規 定 は 、 平 成 二 十 七 年 四 月 一 日 以 後 に す る 同 項 に

規 定 す る 行 為 に つ い て 適 用 し 、 同 日 前 に し た 改 正 前 の 愛 知 県 県 税 条 例 第 十 六 条 第 一 項 に 規 定 す

る 行 為 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。

　 愛 知 県 事 務 処 理 特 例 条 例 及 び 愛 知 県 教 育 委 員 会 事 務 処 理 特 例 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を こ こ

に 公 布 す る 。

　　 平 成 二 十 七 年 三 月 二 十 四 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 愛 知 県 知 事　 大　 村　 秀　 章　　

愛 知 県 条 例 第 九 号

　　　 愛 知 県 事 務 処 理 特 例 条 例 及 び 愛 知 県 教 育 委 員 会 事 務 処 理 特 例 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

　 （ 愛 知 県 事 務 処 理 特 例 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 一 条　 愛 知 県 事 務 処 理 特 例 条 例 （ 平 成 十 一 年 愛 知 県 条 例 第 五 十 五 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正

す る 。

　　 別 表 第 六 の 一 の 項 （ 一 ） 中 「 第 五 十 八 条 」 を 「 第 五 十 八 条 第 一 項 」 に 改 め 、 同 表 の 六 の 項 中

「 ） の 」 を 「 ） 第 六 条 第 三 項 の 」 に 改 め 、 同 表 の 九 の 項 中 「 及 び 報 告 書 」 を 削 り 、 「 ） を 」 を 「 ）

並 び に 法 第 十 二 条 の 二 第 一 項 の 規 定 に よ り 知 事 に 提 出 さ れ る 報 告 書 を 」 に 改 め 、 同 表 中 四 十 四

の 項 を 四 十 五 の 項 と し 、 三 十 六 の 項 か ら 四 十 三 の 項 ま で を 一 項 ず つ 繰 り 下 げ 、 同 表 の 三 十 五 の

項 中 「 。 以 下 こ の 項 に お い て 「 政 令 」 と い う 。 」 及 び 「 （ 視 能 訓 練 士 法 （ 昭 和 四 十 六 年 法 律 第 六

十 四 号 ） 第 十 四 条 第 一 号 又 は 第 二 号 の 規 定 に よ る 学 校 又 は 視 能 訓 練 士 養 成 所 の 指 定 に 係 る も の

及 び 政 令 第 十 二 条 第 一 項 に 規 定 す る 指 定 学 校 養 成 所 に 係 る も の を 除 く 。 ） 」 を 削 り 、 同 項 を 同 表

の 三 十 六 の 項 と し 、 同 表 の 三 十 四 の 項 中 「 。 以 下 こ の 項 に お い て 「 政 令 」 と い う 。 」 及 び 「 （ 理

学 療 法 士 及 び 作 業 療 法 士 法 （ 昭 和 四 十 年 法 律 第 百 三 十 七 号 。 以 下 こ の 項 に お い て 「 法 」 と い う 。 ）

第 十 一 条 第 一 号 又 は 第 二 号 の 規 定 に よ る 学 校 又 は 理 学 療 法 士 養 成 施 設 の 指 定 及 び 法 第 十 二 条 第

一 号 又 は 第 二 号 の 規 定 に よ る 学 校 又 は 作 業 療 法 士 養 成 施 設 の 指 定 に 係 る も の 並 び に 政 令 第 十 一

条 第 一 項 に 規 定 す る 指 定 学 校 養 成 施 設 に 係 る も の を 除 く 。 ） 」 を 削 り 、 同 項 を 同 表 の 三 十 五 の 項

と し 、 同 表 の 三 十 三 の 項 を 同 表 の 三 十 四 の 項 と し 、 同 表 の 三 十 二 の 項 中 「 。 以 下 こ の 項 に お い

て 「 政 令 」 と い う 。 」 及 び 「 （ 臨 床 検 査 技 師 等 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 三 十 三 年 法 律 第 七 十 六 号 ） 第

十 五 条 第 一 号 の 規 定 に よ る 学 校 又 は 臨 床 検 査 技 師 養 成 所 の 指 定 に 係 る も の 及 び 政 令 第 十 二 条 第

一 項 に 規 定 す る 指 定 学 校 養 成 所 に 係 る も の を 除 く 。 ） 」 を 削 り 、 同 項 を 同 表 の 三 十 三 の 項 と し 、

同 表 の 三 十 一 の 項 中 「 （ 以 下 こ の 項 に お い て 「 政 令 」 と い う 。 ） 」 及 び 「 （ 診 療 放 射 線 技 師 法 第 二
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十 条 第 一 号 の 規 定 に よ る 診 療 放 射 線 技 師 養 成 所 の 指 定 に 係 る も の 及 び 政 令 第 九 条 第 一 項 に 規 定

す る 指 定 学 校 養 成 所 に 係 る も の を 除 く 。 ） 」 を 削 り 、 同 項 を 同 表 の 三 十 二 の 項 と し 、 同 表 中 二 十

一 の 項 か ら 三 十 の 項 ま で を 一 項 ず つ 繰 り 下 げ 、 同 表 の 二 十 の 項 中 「 以 下 こ の 項 に お い て 「 政 令 」

を 「 昭 和 三 十 六 年 政 令 第 十 一 号 。 以 下 こ の 項 に お い て 「 政 令 」 に 改 め 、 同 項 を 同 表 の 二 十 一 の

項 と し 、 同 表 の 十 九 の 項 中 「 及 び 医 薬 品 、 医 療 機 器 等 の 品 質 、 有 効 性 及 び 安 全 性 の 確 保 等 に 関

す る 法 律 施 行 令 （ 昭 和 三 十 六 年 政 令 第 十 一 号 。 以 下 こ の 項 に お い て 「 政 令 」 と い う 。 ） 」 を 削 り 、

（ 三 ） 及 び （ 四 ） を 削 り 、 （ 五 ） を （ 三 ） と し 、 （ 六 ） か ら （ 八 ） ま で を 削 り 、 （ 九 ） を （ 四 ） と

し 、 同 項 （ 十 ） 中 「 （ 十 六 ） か ら （ 十 九 ） ま で 」 を 「 （ 十 ） 」 に 改 め 、 同 項 （ 十 ） を 同 項 （ 五 ） と

し 、 同 項 （ 十 一 ） 中 「 （ 三 ） か ら （ 五 ） ま で 、 （ 七 ） 、 （ 八 ） 、 （ 十 四 ） 及 び （ 十 六 ） か ら （ 十 九 ）

ま で 」 を 「 （ 三 ） 及 び （ 十 ） 」 に 改 め 、 同 項 （ 十 一 ） を 同 項 （ 六 ） と し 、 同 項 （ 十 二 ） 中 「 （ 十 五 ） 」

を 「 （ 九 ） 」 に 改 め 、 同 項 中 （ 十 二 ） を （ 七 ） と し 、 （ 十 三 ） を （ 八 ） と し 、 （ 十 四 ） を 削 り 、 （ 十

五 ） を （ 九 ） と し 、 （ 十 六 ） 及 び （ 十 七 ） を 削 り 、 （ 十 八 ） を （ 十 ） と し 、 （ 十 九 ） を 削 り 、 同 項

（ 二 十 ） 中 「 か ら （ 五 ） ま で 」 を 削 り 、 同 項 中 （ 二 十 ） を （ 十 一 ） と し 、 （ 二 十 一 ） か ら （ 二 十

六 ） ま で を 削 り 、 同 項 を 同 表 の 二 十 の 項 と し 、 同 表 の 十 八 の 項 を 同 表 の 十 九 の 項 と し 、 同 表 の

十 七 の 項 中 「 。 以 下 こ の 項 に お い て 「 法 」 と い う 。 」 、「 。 以 下 こ の 項 に お い て 「 政 令 」 と い う 。 」

　 及 び 「 （ 法 第 十 四 条 第 一 号 の 規 定 に よ る 歯 科 技 工 士 学 校 の 指 定 及 び 同 条 第 二 号 の 規 定 に よ る 歯 科

技 工 士 養 成 所 の 指 定 に 係 る も の 並 び に 政 令 第 十 一 条 第 一 項 に 規 定 す る 指 定 学 校 養 成 所 に 係 る も

の を 除 く 。 ） 」 を 削 り 、 同 項 を 同 表 の 十 八 の 項 と し 、 同 表 中 十 四 の 項 か ら 十 六 の 項 ま で を 一 項 ず

つ 繰 り 下 げ 、 十 三 の 項 の 次 に 次 の 一 項 を 加 え る 。

十 四　 社 会 福 祉 法 （ 昭 和 二 十 六 年 法 律 第 四 十 五 号 。 以 下 こ の 項 に お い て 「 法 」

と い う 。 ） 及 び 社 会 福 祉 法 施 行 規 則 （ 昭 和 二 十 六 年 厚 生 省 令 第 二 十 八 号 。

以 下 こ の 項 に お い て 「 省 令 」 と い う 。 ） に 基 づ く 事 務 の う ち 、 次 に 掲 げ る

も の （ 主 た る 事 務 所 が 当 該 広 域 連 合 を 組 織 す る 町 村 の 区 域 に あ る 社 会 福 祉

法 人 （ 以 下 こ の 項 に お い て 「 法 人 」 と い う 。 ） で あ っ て 、 そ の 行 う 事 業 が

主 た る 事 務 所 が あ る 町 村 の 区 域 を 越 え な い も の に 係 る も の に 限 る 。 ）

（ 一 ）　 法 第 三 十 一 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 法 人 の 定 款 の 認 可 を す る こ と 。

（ 二 ）　 法 第 三 十 九 条 の 三 の 規 定 に よ り 法 人 の 仮 理 事 を 選 任 す る こ と 。

（ 三 ）　 法 第 三 十 九 条 の 四 の 規 定 に よ り 法 人 の 特 別 代 理 人 を 選 任 す る こ

と 。

（ 四 ）　 法 第 四 十 条 第 三 号 の 規 定 に よ り 報 告 を 受 理 す る こ と 。

（ 五 ）　 法 第 四 十 三 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 法 人 の 定 款 の 変 更 の 認 可 を す る

こ と 。

（ 六 ）　 法 第 四 十 三 条 第 三 項 の 規 定 に よ り 法 人 の 定 款 の 変 更 の 届 出 を 受 理

す る こ と 。

（ 七 ）　 法 第 四 十 六 条 第 二 項 の 規 定 に よ り 法 人 の 解 散 の 認 可 又 は 認 定 を す

る こ と 。

（ 八 ）　 法 第 四 十 六 条 第 三 項 の 規 定 に よ り 法 人 の 解 散 の 届 出 を 受 理 す る こ

と 。

東 三 河 広 域 連

合
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（ 九 ）　 法 第 四 十 六 条 の 七 の 規 定 に よ り 清 算 人 の 氏 名 等 の 届 出 を 受 理 す る

こ と 。

（ 十 ）　 法 第 四 十 七 条 の 三 の 規 定 に よ り 法 人 の 清 算 の 結 了 の 届 出 を 受 理 す

る こ と 。

（ 十 一 ）　 法 第 四 十 九 条 第 二 項 の 規 定 に よ り 法 人 の 合 併 の 認 可 を す る こ

と 。

（ 十 二 ）　 法 第 五 十 六 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 法 人 か ら そ の 業 務 若 し く は 会

計 の 状 況 に 関 し 、 報 告 を 徴 し 、 又 は 職 員 に 法 人 の 業 務 及 び 財 産 の 状 況

を 検 査 さ せ る こ と 。

（ 十 三 ）　 法 第 五 十 六 条 第 二 項 の 規 定 に よ り 法 人 に 対 し 、 必 要 な 措 置 を 採

る べ き 旨 を 命 ず る こ と 。

（ 十 四 ）　 法 第 五 十 六 条 第 三 項 の 規 定 に よ り 法 人 の 業 務 の 全 部 若 し く は 一

部 の 停 止 を 命 じ 、 又 は 役 員 の 解 職 を 勧 告 す る こ と 。

（ 十 五 ）　 法 第 五 十 六 条 第 四 項 の 規 定 に よ り 法 人 の 解 散 を 命 ず る こ と 。

（ 十 六 ）　 法 第 五 十 七 条 の 規 定 に よ り 法 人 の 公 益 事 業 又 は 収 益 事 業 の 停 止

を 命 ず る こ と 。

（ 十 七 ）　 法 第 五 十 九 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 法 人 の 事 業 の 概 要 等 の 届 出 を

受 理 す る こ と 。

（ 十 八 ）　 省 令 第 二 条 第 四 項 の 規 定 に よ り 報 告 を 受 理 す る こ と 。

（ 十 九 ）　 省 令 第 十 一 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 社 会 福 祉 法 人 台 帳 を 備 え る こ

と 。

　 別 表 第 七 の 一 の 項 （ 四 ） 中 「 第 四 十 六 条 第 二 項 及 び 同 条 第 四 項 に お い て 準 用 す る 法 第 二 十 八

条 」 を 「 第 四 十 六 条 第 五 項 」 に 、 「 認 可 又 は 不 認 可 の 処 分 を し 、 及 び 通 知 す る こ と （ 法 第 二 十 五

条 第 一 号 か ら 第 四 号 ま で 、 第 六 号 か ら 第 八 号 ま で 、 第 十 二 号 か ら 第 十 五 号 ま で 及 び 第 十 八 号 の

事 項 に 係 る も の を 除 く 。 ） 」 を 「 届 出 を 受 理 す る こ と 」 に 改 め 、 同 項 及 び 同 表 の 八 の 項 中 「 名 古

屋 市 、 」 を 削 る 。

　　 別 表 第 八 の 二 の 項 中 「 各 市 町 村 」 の 下 に 「 （ 名 古 屋 市 を 除 く 。 ） 」 を 加 え る 。

　 （ 愛 知 県 教 育 委 員 会 事 務 処 理 特 例 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 二 条　 愛 知 県 教 育 委 員 会 事 務 処 理 特 例 条 例 （ 平 成 十 二 年 愛 知 県 条 例 第 十 八 号 ） の 一 部 を 次 の よ

う に 改 正 す る 。

　　 別 表 四 の 項 （ 十 二 ） 及 び （ 十 三 ） を 削 り 、 同 表 五 の 項 （ 六 ） の 次 に 次 の よ う に 加 え る 。

（ 七 ）　 法 第 百 八 十 八 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 教 育 委 員 会 を 経 由 し て 文 部 科 学

大 臣 又 は 文 化 庁 長 官 に 提 出 さ れ る 書 類 及 び 物 件 を 受 け 付 け る こ と 。

（ 八 ）　 法 第 百 八 十 八 条 第 三 項 の 規 定 に よ り 教 育 委 員 会 を 経 由 し て 文 部 科 学

大 臣 又 は 文 化 庁 長 官 が 告 知 す る 処 分 に 係 る 通 知 書 を 交 付 す る こ と 。

　　　 附　 則

　 こ の 条 例 は 、 平 成 二 十 七 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 第 一 条 中 愛 知 県 事 務 処 理 特 例 条 例

別 表 第 六 の 九 の 項 の 改 正 規 定 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。
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　 愛 知 県 教 育 委 員 会 教 育 長 給 与 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を こ こ に 公 布 す る 。

　　 平 成 二 十 七 年 三 月 二 十 四 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 愛 知 県 知 事　 大　 村　 秀　 章　　

愛 知 県 条 例 第 十 号

　　　 愛 知 県 教 育 委 員 会 教 育 長 給 与 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

　 愛 知 県 教 育 委 員 会 教 育 長 給 与 条 例 （ 昭 和 二 十 三 年 愛 知 県 条 例 第 七 十 三 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に

改 正 す る 。

　 第 一 条 に 見 出 し と し て 「 （ 趣 旨 ） 」 を 付 す る 。

　 第 二 条 に 見 出 し と し て 「 （ 給 料 の 額 ） 」 を 付 し 、 同 条 中 「 給 料 額 」 を 「 給 料 の 額 」 に 、 「 教 育 委 員

会 」 を 「 知 事 」 に 改 め る 。

　 第 四 条 を 削 る 。

　 第 三 条 に 見 出 し と し て 「 （ 給 料 及 び 退 職 手 当 の 支 給 方 法 ） 」 を 付 し 、 同 条 中 「 給 料 」 を 「 こ の 条

例 に 定 め る も の の ほ か 、 教 育 長 の 給 料 及 び 退 職 手 当 」 に 改 め 、 同 条 を 第 四 条 と し 、 第 二 条 の 次 に

次 の 一 条 を 加 え る 。

　 （ 退 職 手 当 ）

第 三 条　 教 育 長 が 退 職 し た 場 合 は 、 そ の 者 に 退 職 手 当 を 支 給 す る 。

２　 前 項 の 退 職 手 当 の 額 は 、 退 職 の 日 に お け る そ の 者 の 給 料 の 月 額 に 教 育 長 と し て の 在 職 月 数 を

乗 じ て 得 た 額 に 、 百 分 の 二 十 九 を 乗 じ て 得 た 額 と す る 。

３　 前 項 の 在 職 月 数 は 、 教 育 長 と な つ た 日 の 属 す る 月 か ら 退 職 し た 日 の 属 す る 月 ま で の 月 数 （ そ

の 月 数 が 三 十 六 月 を 超 え る と き は 、 三 十 六 月 ） と す る 。

４　 退 職 手 当 の 支 給 は 、 教 育 長 の 任 期 ご と に 行 う 。

５　 退 職 手 当 の 支 給 制 限 等 に つ い て は 、 職 員 の 退 職 手 当 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 二 十 九 年 愛 知 県 条 例

第 二 十 六 号 ） 第 四 章 の 規 定 の 例 に よ る 。

　 本 則 に 次 の 一 条 を 加 え る 。

　 （ そ の 他 の 手 当 ）

第 五 条　 教 育 長 に は 、 県 職 員 の 例 に よ り 、 地 域 手 当 、 通 勤 手 当 及 び 期 末 手 当 を 支 給 す る 。 た だ し 、

職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 四 十 二 年 愛 知 県 条 例 第 三 号 ） 第 二 十 条 第 二 項 中 「 百 分 の 百 二 十

二 ・ 五 」 と あ る の は 「 百 分 の 百 四 十 七 ・ 五 」 と 、 「 百 分 の 百 三 十 七 ・ 五 」 と あ る の は 「 百 分 の 百

六 十 二 ・ 五 」 と し 、 同 条 第 五 項 に お い て 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る こ と と さ れ て い る 割 合 に つ い

て は 、 規 則 で 定 め る も の と す る 。

　　　 附　 則

１　 こ の 条 例 は 、 平 成 二 十 七 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

２　 地 方 教 育 行 政 の 組 織 及 び 運 営 に 関 す る 法 律 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 平 成 二 十 六 年 法 律 第 七 十

六 号 ） 附 則 第 二 条 第 一 項 の 規 定 に よ り な お 従 前 の 例 に よ り 在 職 す る も の と さ れ る 教 育 長 に 対 す
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る 改 正 後 の 愛 知 県 教 育 委 員 会 教 育 長 給 与 条 例 第 二 条 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 同 条 中 「 知 事 」

と あ る の は 、 「 教 育 委 員 会 」 と す る 。

３　 前 項 に 規 定 す る 教 育 長 の 手 当 の 支 給 に つ い て は 、 改 正 後 の 愛 知 県 教 育 委 員 会 教 育 長 給 与 条 例

第 三 条 及 び 第 五 条 の 規 定 は 適 用 せ ず 、 改 正 前 の 愛 知 県 教 育 委 員 会 教 育 長 給 与 条 例 第 四 条 の 規 定

は 、 な お そ の 効 力 を 有 す る 。

　 愛 知 県 教 育 委 員 会 教 育 長 給 与 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を こ こ に 公 布 す る 。

　　 平 成 二 十 七 年 三 月 二 十 四 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 愛 知 県 知 事　 大　 村　 秀　 章　　

愛 知 県 条 例 第 十 一 号

　　　 愛 知 県 教 育 委 員 会 教 育 長 給 与 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

　 （ 愛 知 県 教 育 委 員 会 教 育 長 給 与 条 例 等 の 一 部 改 正 ）

第 一 条　 次 に 掲 げ る 条 例 の 規 定 中 「 九 十 二 万 千 円 」 を 「 八 十 八 万 九 千 円 」 に 改 め る 。

一　 愛 知 県 教 育 委 員 会 教 育 長 給 与 条 例 （ 昭 和 二 十 三 年 愛 知 県 条 例 第 七 十 三 号 ） 第 二 条

二　 地 方 公 営 企 業 管 理 者 及 び 病 院 事 業 管 理 者 給 与 条 例 （ 昭 和 四 十 四 年 愛 知 県 条 例 第 二 号 ） 第 二

条

　 （ 知 事 等 の 給 与 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 二 条　 知 事 等 の 給 与 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 四 十 三 年 愛 知 県 条 例 第 一 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正

す る 。

　　 第 二 条 第 一 号 中 「 百 四 十 万 三 千 円 」 を 「 百 三 十 五 万 四 千 円 」 に 改 め 、 同 条 第 二 号 中 「 百 十 一

万 二 千 円 」 を 「 百 七 万 三 千 円 」 に 改 め る 。

　 （ 委 員 会 の 委 員 等 の 報 酬 及 び 費 用 弁 償 等 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 三 条　 委 員 会 の 委 員 等 の 報 酬 及 び 費 用 弁 償 等 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 五 十 三 年 愛 知 県 条 例 第 三 号 ）

の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　　 別 表 監 査 委 員 の 項 中 「 七 九 四 、 〇 〇 〇 円 」 を 「 七 六 六 、 〇 〇 〇 円 」 に 改 め る 。

　　　 附　 則

　 （ 施 行 期 日 ）

１　 こ の 条 例 は 、 平 成 二 十 七 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

　 （ 経 過 措 置 ）

２　 こ の 条 例 の 施 行 の 日 （ 以 下 「 施 行 日 」 と い う 。 ） の 前 日 か ら 引 き 続 き 教 育 長 、 地 方 公 営 企 業 の

管 理 者 、 病 院 事 業 の 管 理 者 、 知 事 、 副 知 事 又 は 常 勤 の 監 査 委 員 （ 以 下 「 教 育 長 等 」 と い う 。 ） で

あ る 者 で 、 当 該 教 育 長 等 と し て 受 け る 給 料 の 月 額 が 同 日 に お い て 受 け て い た 給 料 の 月 額 に 達 し

な い こ と と な る 教 育 長 等 に は 、 平 成 三 十 年 三 月 三 十 一 日 又 は 施 行 日 を 含 む 任 期 に 係 る 期 間 の 末

日 の い ず れ か 早 い 日 ま で の 間 、 給 料 の 月 額 の ほ か 、 そ の 差 額 に 相 当 す る 額 を 給 料 と し て 支 給 す
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る 。

３　 前 項 の 規 定 に よ る 給 料 を 支 給 さ れ る 教 育 長 等 に 支 給 す る 退 職 手 当 の 額 の 算 出 の 基 礎 と な る 給

料 の 月 額 に は 、 同 項 に 規 定 す る 差 額 を 含 ま な い も の と す る 。

４　 附 則 第 二 項 の 規 定 に よ る 給 料 を 支 給 さ れ る 教 育 長 等 に 関 す る 次 に 掲 げ る 条 例 の 規 定 の 適 用 に

つ い て は 、 こ れ ら の 規 定 中 「 第 二 十 条 第 二 項 」 と あ る の は 、 「 第 九 条 の 二 第 二 項 中 「 百 分 の 十 ・

五 」 と あ る の は 「 百 分 の 六 ・ 七 」 と 、 同 条 例 第 二 十 条 第 二 項 」 と す る 。

一　 愛 知 県 教 育 委 員 会 教 育 長 給 与 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 （ 平 成 二 十 七 年 愛 知 県 条 例 第 十

号 ） 附 則 第 三 項 の 規 定 に よ り な お そ の 効 力 を 有 す る も の と さ れ る 同 条 例 の 規 定 に よ る 改 正 前

の 愛 知 県 教 育 委 員 会 教 育 長 給 与 条 例 第 四 条 第 一 項 た だ し 書

二　 知 事 等 の 給 与 に 関 す る 条 例 第 五 条 第 一 項 た だ し 書

三　 地 方 公 営 企 業 管 理 者 及 び 病 院 事 業 管 理 者 給 与 条 例 第 五 条 た だ し 書

四　 委 員 会 の 委 員 等 の 報 酬 及 び 費 用 弁 償 等 に 関 す る 条 例 第 六 条 第 一 項 た だ し 書

　 （ 規 則 へ の 委 任 ）

５　 前 三 項 に 定 め る も の の ほ か 、 こ の 条 例 の 施 行 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 規 則 で 定 め る 。

　 愛 知 県 職 員 定 数 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 公 布 す る 。

　　 平 成 二 十 七 年 三 月 二 十 四 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 愛 知 県 知 事　 大　 村　 秀　 章　　

愛 知 県 条 例 第 十 二 号

　　　 愛 知 県 職 員 定 数 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

　 愛 知 県 職 員 定 数 条 例 （ 昭 和 二 十 四 年 愛 知 県 条 例 第 三 十 一 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　 第 二 条 第 一 項 第 二 号 中 「 四 五 八 人 」 を 「 四 五 七 人 」 に 改 め 、 同 項 第 三 号 中 「 一 、 五 四 三 人 」 を

「 一 、 六 三 六 人 」 に 改 め 、 同 項 第 七 号 中 「 三 八 二 人 」 を 「 三 八 一 人 」 に 改 め 、 同 項 第 八 号 中

「 九 、 二 六 七 人　

三 、 一 五 五 人　

一 二 、 四 二 二 人 」
を
「 九 、 二 八 四 人　

三 、 一 六 六 人　

一 二 、 四 五 〇 人 」
に 改 め 、 同 項 第 十 三 号 中

「 一 三 、 四 四 〇 人

　　 三 三 六 人

　 七 九 三 人　

八 、 〇 七 七 人　

四 、 二 三 四 人 」
を

「 一 三 、 四 七 九 人　

三 三 七 人

　 七 九 五 人　

八 、 一 〇 一 人　

四 、 二 四 六 人 」
に 、 「 一 四 、 三 九 八 人 」 を 「 一 四 、 四 三 七 人 」 に 改 め 、 同 項 第 十 四 号 中

「 二 二 、 六 六 〇 人　

一 三 、 二 二 四 人 」 を
「 二 二 、 六 八 六 人　

一 三 、 一 二 四 人 」 に 、
「 　　　 五 四 九 人　

三 六 、 四 七 五 人 」 を
「　　　 六 七 四 人　

三 六 、 五 二 六 人 」 に 改 め 、

同 項 末 尾 の 計 中 「 七 四 、 一 一 〇 人 」 を 「 七 四 、 三 一 九 人 」 に 改 め る 。

　 附 則 第 七 項 中 「 平 成 二 十 七 年 三 月 三 十 一 日 」 を 「 平 成 二 十 八 年 三 月 三 十 一 日 」 に 、 「 十 人 」 を 「 九
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人 」 に 改 め る 。

　　　 附　 則

　 こ の 条 例 は 、 平 成 二 十 七 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

　 職 員 の 退 職 手 当 に 関 す る 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を こ こ に 公 布 す る 。

　　 平 成 二 十 七 年 三 月 二 十 四 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 愛 知 県 知 事　 大　 村　 秀　 章　　

愛 知 県 条 例 第 十 三 号

　　　 職 員 の 退 職 手 当 に 関 す る 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

　 （ 職 員 の 退 職 手 当 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 一 条　 職 員 の 退 職 手 当 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 二 十 九 年 愛 知 県 条 例 第 二 十 六 号 ） の 一 部 を 次 の よ う

に 改 正 す る 。

　　 第 六 条 の 五 第 一 項 中 「 傷 病 」 を 「 負 傷 又 は 疾 病 」 に 改 め 、 同 項 第 一 号 中 「 七 万 九 千 二 百 円 」

を 「 九 万 五 千 四 百 円 」 に 改 め 、 同 項 第 二 号 中 「 六 万 二 千 五 百 円 」 を 「 七 万 八 千 七 百 五 十 円 」 に

改 め 、 同 項 第 三 号 中 「 五 万 四 千 百 五 十 円 」 を 「 七 万 四 百 円 」 に 改 め 、 同 項 第 四 号 中 「 五 万 円 」

を 「 六 万 五 千 円 」 に 改 め 、 同 項 第 五 号 中 「 四 万 五 千 八 百 五 十 円 」 を 「 五 万 九 千 五 百 五 十 円 」 に

改 め 、 同 項 第 六 号 中 「 四 万 千 七 百 円 」 を 「 五 万 四 千 百 五 十 円 」 に 改 め 、 同 項 第 七 号 中 「 三 万 三

千 三 百 五 十 円 」 を 「 四 万 三 千 三 百 五 十 円 」 に 改 め 、 同 項 第 八 号 中 「 二 万 五 千 円 」 を 「 三 万 二 千

五 百 円 」 に 改 め 、 同 項 第 九 号 中 「 二 万 八 百 五 十 円 」 を 「 二 万 七 千 百 円 」 に 改 め 、 同 項 第 十 号 中

「 一 万 六 千 七 百 円 」 を 「 二 万 千 七 百 円 」 に 改 め 、 同 条 第 四 項 第 一 号 を 削 り 、 同 項 第 二 号 中 「 自

己 都 合 退 職 者 」 の 下 に 「 （ 傷 病 又 は 死 亡 に よ ら ず に そ の 者 の 都 合 に よ り 退 職 し た 者 を い う 。 以 下

こ の 項 に お い て 同 じ 。 ） 」 を 加 え 、 「 前 号 」 を 「 第 一 項 」 に 改 め 、 同 号 を 同 項 第 一 号 と し 、 同 項 第

三 号 を 同 項 第 二 号 と し 、 同 項 第 四 号 中 「 第 一 号 」 を 「 第 一 項 」 に 改 め 、 同 号 を 同 項 第 三 号 と し 、

同 項 第 五 号 を 同 項 第 四 号 と す る 。

　　 第 七 条 の 二 第 一 項 中 「 第 五 十 五 条 」 を 「 第 八 条 第 三 項 」 に 改 め る 。

　　 附 則 第 二 十 五 項 中 「 附 則 第 二 条 第 一 項 」 を 「 附 則 第 二 条 」 に 改 め る 。

　　 附 則 第 三 十 項 中 「 日 本 国 有 鉄 道 清 算 事 業 団 の 債 務 等 の 処 理 に 関 す る 法 律 附 則 第 二 条 第 一 項 」

を 「 日 本 国 有 鉄 道 清 算 事 業 団 の 債 務 等 の 処 理 に 関 す る 法 律 附 則 第 二 条 」 に 改 め る 。

　　 附 則 第 三 十 六 項 中 「 第 六 十 三 条 第 二 項 」 を 「 第 五 十 条 の 十 第 二 項 」 に 改 め る 。

　　 附 則 に 次 の 一 項 を 加 え る 。

38　 平 成 二 十 七 年 三 月 三 十 一 日 に 在 職 す る 職 員 が 同 年 四 月 一 日 か ら 平 成 三 十 年 三 月 三 十 一 日

ま で の 間 に 退 職 し た 場 合 に お け る そ の 者 に 対 す る 退 職 手 当 の 基 本 額 に つ い て は 、 第 三 条 第 一

項 中 「 給 料 月 額 （ 」 と あ る の は 、 平 成 二 十 七 年 四 月 一 日 か ら 平 成 二 十 八 年 三 月 三 十 一 日 ま で

の 間 に お い て は 「 給 料 月 額 に 九 十 八 ･ 九 九 二 分 の 百 を 乗 じ て 得 た 額 （ 」 と 、 同 年 四 月 一 日 か ら
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平 成 二 十 九 年 三 月 三 十 一 日 ま で の 間 に お い て は 「 給 料 月 額 に 九 十 九 ･ 二 四 四 分 の 百 を 乗 じ て 得

た 額 （ 」 と 、 同 年 四 月 一 日 か ら 平 成 三 十 年 三 月 三 十 一 日 ま で の 間 に お い て は 「 給 料 月 額 に 九

十 九 ･ 四 九 六 分 の 百 を 乗 じ て 得 た 額 （ 」 と す る 。

　 （ 公 立 学 校 職 員 の 退 職 手 当 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 二 条　 公 立 学 校 職 員 の 退 職 手 当 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 二 十 九 年 愛 知 県 条 例 第 二 十 七 号 ） の 一 部 を

次 の よ う に 改 正 す る 。

　　 第 六 条 の 五 第 一 項 中 「 傷 病 」 を 「 負 傷 又 は 疾 病 」 に 改 め 、 同 項 第 一 号 中 「 五 万 円 」 を 「 六 万

五 千 円 」 に 改 め 、 同 項 第 二 号 中 「 四 万 五 千 八 百 五 十 円 」 を 「 五 万 九 千 五 百 五 十 円 」 に 改 め 、 同

項 第 三 号 中 「 四 万 千 七 百 円 」 を 「 五 万 四 千 百 五 十 円 」 に 改 め 、 同 項 第 四 号 中 「 三 万 三 千 三 百 五

十 円 」 を 「 四 万 三 千 三 百 五 十 円 」 に 改 め 、 同 項 第 五 号 中 「 二 万 五 千 円 」 を 「 三 万 二 千 五 百 円 」

に 改 め 、 同 項 第 六 号 中 「 二 万 八 百 五 十 円 」 を 「 二 万 七 千 百 円 」 に 改 め 、 同 項 第 七 号 中 「 一 万 六

千 七 百 円 」 を 「 二 万 千 七 百 円 」 に 改 め 、 同 条 第 四 項 第 一 号 を 削 り 、 同 項 第 二 号 中 「 自 己 都 合 退

職 者 」 の 下 に 「 （ 傷 病 又 は 死 亡 に よ ら ず に そ の 者 の 都 合 に よ り 退 職 し た 者 を い う 。 以 下 こ の 項 に

お い て 同 じ 。 ） 」 を 加 え 、 「 前 号 」 を 「 第 一 項 」 に 改 め 、 同 号 を 同 項 第 一 号 と し 、 同 項 第 三 号 を 同

項 第 二 号 と し 、 同 項 第 四 号 中 「 第 一 号 」 を 「 第 一 項 」 に 改 め 、 同 号 を 同 項 第 三 号 と し 、 同 項 第

五 号 を 同 項 第 四 号 と す る 。

　　 第 八 条 第 一 項 中 「 第 五 十 五 条 」 を 「 第 八 条 第 三 項 」 に 改 め る 。

　　 附 則 第 二 十 項 中 「 附 則 第 二 条 第 一 項 」 を 「 附 則 第 二 条 」 に 改 め る 。

　　 附 則 第 二 十 四 項 中 「 日 本 国 有 鉄 道 清 算 事 業 団 の 債 務 等 の 処 理 に 関 す る 法 律 附 則 第 二 条 第 一 項 」

を 「 日 本 国 有 鉄 道 清 算 事 業 団 の 債 務 等 の 処 理 に 関 す る 法 律 附 則 第 二 条 」 に 改 め る 。

　　 附 則 第 三 十 項 中 「 第 六 十 三 条 第 二 項 」 を 「 第 五 十 条 の 十 第 二 項 」 に 改 め る 。

　　 附 則 に 次 の 一 項 を 加 え る 。

33　 平 成 二 十 七 年 三 月 三 十 一 日 に 在 職 す る 職 員 が 同 年 四 月 一 日 か ら 平 成 三 十 年 三 月 三 十 一 日

ま で の 間 に 退 職 し た 場 合 に お け る そ の 者 に 対 す る 退 職 手 当 の 基 本 額 に つ い て は 、 第 三 条 第 一

項 中 「 給 料 月 額 （ 」 と あ る の は 、 平 成 二 十 七 年 四 月 一 日 か ら 平 成 二 十 八 年 三 月 三 十 一 日 ま で

の 間 に お い て は 「 給 料 月 額 に 九 十 八 ･ 九 九 二 分 の 百 を 乗 じ て 得 た 額 （ 」 と 、 同 年 四 月 一 日 か ら

平 成 二 十 九 年 三 月 三 十 一 日 ま で の 間 に お い て は 「 給 料 月 額 に 九 十 九 ･ 二 四 四 分 の 百 を 乗 じ て 得

た 額 （ 」 と 、 同 年 四 月 一 日 か ら 平 成 三 十 年 三 月 三 十 一 日 ま で の 間 に お い て は 「 給 料 月 額 に 九

十 九 ･ 四 九 六 分 の 百 を 乗 じ て 得 た 額 （ 」 と す る 。

　　　 附　 則

　 こ の 条 例 は 、 平 成 二 十 七 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 第 一 条 中 職 員 の 退 職 手 当 に 関 す る

条 例 第 七 条 の 二 第 一 項 、 附 則 第 二 十 五 項 及 び 附 則 第 三 十 項 の 改 正 規 定 並 び に 第 二 条 中 公 立 学 校 職

員 の 退 職 手 当 に 関 す る 条 例 第 八 条 第 一 項 、 附 則 第 二 十 項 及 び 附 則 第 二 十 四 項 の 改 正 規 定 は 、 公 布

の 日 か ら 施 行 す る 。
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　 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を こ こ に 公 布 す る 。

　　 平 成 二 十 七 年 三 月 二 十 四 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 愛 知 県 知 事　 大　 村　 秀　 章　　

愛 知 県 条 例 第 十 四 号

　　　 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

　 （ 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 一 条　 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 四 十 二 年 愛 知 県 条 例 第 三 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す

る 。

　　 第 九 条 の 二 第 二 項 中 「 百 分 の 六 ・ 七 」 を 「 百 分 の 十 ・ 五 」 に 改 め 、 同 項 第 一 号 中 「 百 分 の 十

八 」 を 「 百 分 の 二 十 」 に 改 め 、 同 項 第 二 号 中 「 百 分 の 十 五 」 を 「 百 分 の 十 六 」 に 改 め 、 同 項 第

三 号 中 「 百 分 の 十 二 」 を 「 百 分 の 十 五 」 に 改 め 、 同 項 第 四 号 中 「 百 分 の 十 」 を 「 百 分 の 十 二 」

に 改 め 、 同 項 第 五 号 中 「 百 分 の 六 」 を 「 百 分 の 十 」 に 改 め 、 同 項 第 六 号 中 「 百 分 の 三 」 を 「 百

分 の 六 」 に 改 め 、 同 項 に 次 の 一 号 を 加 え る 。

　　 七　 七 級 地　 百 分 の 三

　　 第 九 条 の 三 中 「 百 分 の 十 五 」 を 「 百 分 の 十 六 」 に 改 め る 。

　　 第 十 条 第 一 項 第 一 号 中 「 行 政 職 給 料 表
（

一
）
の 適 用 を 受 け る 職 員 （ 医 師 又 は 歯 科 医 師 に 限 る 。 ） 及 び 」

を 削 り 、 「 二 十 六 万 八 千 五 百 円 」 を 「 二 十 四 万 九 千 八 百 円 」 に 改 め る 。

　　 第 十 一 条 の 二 第 二 項 中 「 二 万 三 千 円 」 を 「 三 万 円 」 に 、 「 四 万 五 千 円 」 を 「 七 万 円 」 に 改 め る 。

　　 第 十 四 条 第 一 項 中 「 及 び 高 等 学 校 」 を 「 、 高 等 学 校 及 び 特 別 支 援 学 校 」 に 改 め る 。

　　 第 十 六 条 の 二 第 二 項 を 次 の よ う に 改 め る 。

２　 前 項 に 規 定 す る 場 合 の ほ か 、 第 十 九 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 管 理 職 手 当 を 受 け る 職 員 が 災 害

へ の 対 処 そ の 他 の 臨 時 又 は 緊 急 の 必 要 に よ り 週 休 日 又 は 休 日 以 外 の 日 の 午 前 零 時 か ら 午 前 五

時 ま で の 間 で あ つ て 正 規 の 勤 務 時 間 以 外 の 時 間 に 勤 務 し た 場 合 に は 、 当 該 職 員 に 対 し て 管 理

職 員 特 別 勤 務 手 当 を 支 給 す る 。

　 第 十 六 条 の 二 第 四 項 中 「 前 三 項 」 を 「 前 各 項 」 に 改 め 、 同 項 を 同 条 第 五 項 と し 、 同 条 第 三 項

を 同 条 第 四 項 と し 、 同 条 第 二 項 の 次 に 次 の 一 項 を 加 え る 。

３　 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 の 額 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 場 合 の 区 分 に 応 じ 、 当 該 各 号 に 定 め る 額

と す る 。

一　 第 一 項 に 規 定 す る 場 合　 同 項 の 勤 務 一 回 に つ き 、 一 万 五 千 円 を 超 え な い 範 囲 内 に お い て

人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 額 （ 当 該 勤 務 に 従 事 す る 時 間 等 を 考 慮 し て 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め

る 勤 務 を し た 職 員 に あ つ て は 、 こ の 額 に 百 分 の 百 五 十 を 乗 じ て 得 た 額 ）

二　 前 項 に 規 定 す る 場 合　 同 項 の 勤 務 一 回 に つ き 、 六 千 円 を 超 え な い 範 囲 内 に お い て 人 事 委

員 会 規 則 で 定 め る 額
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　 附 則 第 十 四 項 中 「 当 分 の 間 」 を 「 平 成 三 十 年 三 月 三 十 一 日 ま で の 間 」 に 改 め る 。

　 別 表 第 一 か ら 別 表 第 十 二 ま で を 次 の よ う に 改 め る 。
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別表第一　行政職給料表（一）（第四条関係）

 職務の級 
1　級 2　級 3　級 4　級 5　級 6　級 7　級 8　級 9　級 10　級

給　料
月　額

給　料
月　額

給　料
月　額

給　料
月　額

給　料
月　額

給　料
月　額

給　料
月　額

給　料
月　額

給　料
月　額

給　料
月　額

  円  円  円  円  円  円  円  円  円  円 

138,100 188,300 224,700 259,200 286,000 316,900 361,300 407,200 457,600 521,100

139,200 190,100 226,300 261,300 288,200 319,100 363,900 409,600 460,700 524,100

140,400 191,900 227,900 263,200 290,500 321,400 366,400 412,100 463,800 527,200

141,500 193,700 229,500 265,300 292,700 323,600 369,000 414,500 466,800 530,300

142,600 195,400 231,100 267,200 294,700 325,900 371,100 416,400 469,800 533,400

143,700 197,200 232,800 269,200 297,000 327,900 373,700 418,700 472,800 535,700

144,800 199,000 234,400 271,300 299,300 330,100 376,100 420,800 475,800 538,200

145,900 200,800 236,000 273,400 301,600 332,300 378,600 423,000 478,900 540,600

147,000 202,500 237,600 275,500 303,700 334,400 381,100 425,000 481,600 543,000

148,400 204,300 239,200 277,500 306,000 336,600 383,800 427,100 484,700 544,800

149,700 206,100 240,800 279,600 308,200 338,700 386,400 429,200 487,700 546,600

151,000 207,900 242,400 281,700 310,500 340,900 389,100 431,300 490,800 548,500

152,300 209,300 244,000 283,800 312,700 342,900 391,500 433,100 493,600 550,200

153,800 211,100 245,500 285,900 314,900 345,000 393,800 434,900 495,900 551,600

155,300 212,800 247,000 287,900 317,100 347,100 396,000 436,900 498,200 553,000

156,900 214,600 248,500 290,000 319,200 349,100 398,400 438,900 500,500 554,100

158,200 216,300 250,000 292,000 321,300 351,000 400,200 440,800 502,600 555,400

159,700 218,000 251,900 294,000 323,300 353,000 402,200 442,600 504,000 556,400

161,200 219,700 253,700 296,100 325,400 354,900 404,200 444,400 505,500 557,300

162,700 221,300 255,600 298,100 327,400 356,800 406,000 446,100 506,900 558,200

164,100 222,900 257,300 300,200 329,400 358,800 407,900 447,900 508,100 559,100

166,900 224,700 259,200 302,300 331,500 360,700 409,700 449,400 509,500

169,500 226,400 261,100 304,300 333,500 362,700 411,500 450,800 511,000

172,100 228,000 262,800 306,400 335,600 364,600 413,400 452,300 512,500

174,800 229,500 264,800 308,200 337,200 366,600 415,200 453,700 513,600

176,500 231,100 266,700 310,300 339,100 368,500 416,700 455,000 514,700

178,200 232,600 268,500 312,400 341,100 370,500 418,200 456,300 515,900

179,900 234,000 270,400 314,500 343,000 372,500 419,800 457,500 517,100

181,400 235,400 272,100 316,500 344,800 374,100 421,400 458,500 518,100

183,200 236,600 274,000 318,500 346,700 375,900 422,700 459,200 519,000

185,000 237,800 275,900 320,600 348,600 377,700 424,000 460,000 519,900

186,700 239,100 277,700 322,700 350,400 379,300 425,200 460,700 520,800

188,300 240,400 279,400 324,200 352,300 381,100 426,400 461,400 521,600

189,800 241,800 281,300 326,200 354,100 382,500 427,700 462,200 522,500

191,300 243,100 283,100 328,200 355,900 384,000 429,000 463,000 523,300

192,800 244,400 285,100 330,300 357,600 385,600 430,200 463,600 523,800

194,200 245,400 286,800 332,200 359,000 387,000 431,400 464,100 524,500

195,500 246,900 288,500 334,100 360,300 388,200 432,200 464,700 525,100

196,800 248,500 290,300 336,100 361,700 389,400 433,100 465,300 525,900

198,100 250,000 292,100 338,000 363,100 390,500 433,900 465,900 526,500

199,400 251,400 293,800 339,900 364,400 391,600 434,500 466,400 527,000

200,700 252,800 295,500 341,800 365,300 392,800 435,200 466,900

202,000 254,300 297,200 343,700 366,400 394,000 435,900 467,300

203,300 255,700 298,800 345,600 367,500 395,100 436,600 467,600

204,500 256,900 300,500 347,100 368,300 395,800 437,400 467,900

205,800 258,200 302,200 348,500 369,200 396,500 438,200 468,400

207,100 259,600 303,800 350,000 370,100 397,200 438,600 468,800

208,400 261,000 305,500 351,500 371,000 397,900 439,300 469,100

209,500 262,300 306,700 353,100 371,900 398,500 439,800 469,40049

43

44

45

46

47

48

37

38

39

40

41

42

31

32

33

34

35

36

25

26

27

28

29

30

19

20

21

22

23

24

13

14

15

16

17

18

7

8

9

10

11

12

 職員の

 区分

 

 

 

 

号　給

1

2

4

3

5

6
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210,600 263,400 308,200 353,900 372,700 399,100 440,200 469,900

211,700 264,700 309,800 355,100 373,600 399,600 440,600 470,300

212,800 266,000 311,400 356,100 374,400 400,000 441,000 470,600

214,000 267,100 313,000 357,000 375,100 400,400 441,400 470,900

215,000 268,200 314,700 358,100 375,800 400,700 441,800

216,000 269,500 316,300 359,000 376,500 401,000 442,200

217,000 270,800 317,800 360,100 377,200 401,300 442,500

217,800 271,900 319,300 361,000 377,700 401,600 442,800

218,800 272,900 320,500 361,700 378,300 401,900 443,200

219,700 274,000 321,700 362,400 378,900 402,200 443,500

220,700 275,100 322,900 363,100 379,600 402,500 443,800

221,500 276,300 323,600 363,500 380,000 402,800 444,100

222,500 277,300 324,500 364,100 380,700 403,200 444,500

223,500 278,200 325,300 364,800 381,300 403,500 444,800

224,600 279,200 326,100 365,500 381,900 403,800 445,100

225,300 280,000 327,000 365,800 382,300 404,100 445,400

226,300 280,900 327,400 366,500 382,900 404,400

227,300 281,700 328,100 367,200 383,500 404,700

228,400 282,600 328,900 367,900 384,100 405,000

229,200 283,600 329,700 368,200 384,500 405,200

230,000 284,500 330,400 368,800 385,000 405,500

230,800 285,300 331,100 369,500 385,500 405,800

231,600 286,100 331,800 370,100 386,100 406,100

232,400 286,900 332,300 370,400 386,400 406,300

233,100 287,400 332,900 371,000 386,800 406,600

233,800 287,800 333,400 371,700 387,200 406,900

234,500 288,300 334,000 372,300 387,600 407,100

235,200 288,400 334,300 372,700 387,900 407,300

236,000 288,800 334,800 373,200 388,200 407,600

236,800 289,000 335,200 373,900 388,500 407,900

237,600 289,400 335,700 374,400 388,800 408,100

238,300 289,600 336,100 374,900 389,000 408,300

239,000 289,800 336,600 375,500 389,300 408,600

239,700 290,200 337,100 376,000 389,600 408,900

240,400 290,500 337,600 376,300 389,800 409,100

241,100 290,800 337,900 376,700 390,000 409,300

241,800 291,100 338,300 377,200 390,300

242,500 291,400 338,800 377,600 390,600

243,200 291,800 339,200 378,000 390,800

243,900 292,100 339,500 378,400 391,000

244,400 292,500 339,900 378,900 391,300

244,900 292,800 340,400 379,300 391,600

245,400 293,200 340,800 379,700 391,800

245,700 293,300 341,000 380,000 392,000

293,500 341,400 380,500

293,900 341,900 380,900

294,300 342,300 381,300

294,500 342,400 381,600

294,800 342,900

295,200 343,300

295,600 343,700

295,800 344,000

296,100 344,400

296,500 344,800

296,800 345,200

297,000 345,700

103

104

105

97

98

99

100

101

102

91

92

93

94

95

96

85

86

87

88

89

90

79

80

81

82

83

84

73

74

75

76

77

78

67

68

69

70

71

72

61

62

63

64

65

66

55

56

57

58

59

60

50

51

52

53

54

 再任用

 職員以

 外の職

 員
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297,300 346,100

297,700 346,500

298,000 346,900

298,200 347,400

298,600 347,800

299,000 348,100

299,300 348,400

299,400 348,900

299,700

300,000

300,400

300,600

300,800

301,100

301,400

301,800

302,000

302,300

302,600

302,900

 再任用
 職員

 186,000 213,600 253,700 273,200 288,400 313,900 355,700 388,900 440,200 520,800

121

122

123

124

125

115

116

117

118

119

120

109

110

111

112

113

114

106

107

108

 

 

 

 

備考　この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。
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別表第二　行政職給料表（二）（第四条関係）

 職務の級 
1　級 2　級 3　級 4　級 5　級

給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

  円  円  円  円  円 

124,300 175,600 197,300 245,400 276,300

125,200 177,100 198,700 246,700 278,200

126,200 178,600 200,100 247,900 280,000

127,100 180,100 201,400 249,200 281,900

128,100 181,500 202,700 250,300 283,800

129,100 183,000 204,100 251,600 285,600

130,100 184,400 205,500 252,900 287,300

131,100 185,800 206,900 254,300 289,200

131,900 187,200 208,300 255,400 290,900

132,900 188,400 209,900 256,700 292,700

133,900 189,700 211,500 257,900 294,400

135,100 190,900 213,000 259,200 296,200

135,900 192,100 214,300 260,300 297,800

136,900 193,200 215,800 261,500 299,500

137,900 194,400 217,300 262,600 301,100

138,900 195,500 218,600 263,700 302,600

140,000 196,600 219,700 264,800 304,200

141,200 197,700 220,500 266,000 305,800

142,400 198,700 221,400 267,100 307,500

143,600 199,700 222,400 268,100 309,200

144,700 200,700 223,400 269,100 310,500

145,900 201,800 225,000 270,200 311,900

147,100 202,900 226,400 271,300 313,300

148,300 203,900 227,600 272,400 314,900

149,500 204,900 229,100 273,400 316,300

151,000 205,800 230,400 274,500 317,800

152,500 206,500 231,800 275,600 319,300

154,000 207,400 233,100 276,700 320,700

155,400 208,300 234,400 277,700 322,300

156,900 209,500 235,700 278,800 323,500

158,400 210,600 237,100 279,800 324,800

159,900 211,500 238,400 280,800 326,000

161,400 212,200 239,600 281,700 327,100

163,200 213,500 240,900 282,700 328,000

165,100 214,700 242,200 283,900 329,100

166,900 215,900 243,600 285,000 330,200

168,700 217,000 244,900 285,700 331,300

170,400 218,300 246,200 286,600 332,400

172,100 219,600 247,600 287,500 333,400

173,800 220,700 249,000 288,400 334,400

175,400 221,800 250,100 289,300 335,400

176,800 223,000 251,400 290,300 336,400

178,200 224,300 252,700 291,300 337,400

179,600 225,500 254,100 292,200 338,400

181,100 226,600 255,000 292,900 339,300

182,500 227,800 256,100 293,800 340,300

183,900 229,000 257,300 294,700 341,300

185,300 230,100 258,500 295,600 342,300

186,600 231,200 259,700 296,300 343,200

44

45

46

47

48

49

38

39

40

41

42

43

32

33

34

35

36

37

26

27

28

29

30

31

20

21

22

23

24

25

14

15

16

17

18

19

8

9

10

11

12

13

 職員の

 区分

 
 
 
 
 
 
 

号　給

1

2

3

4

5

6

7
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187,800 232,400 260,900 297,000 344,200

188,900 233,600 262,100 297,700 345,100

190,100 234,800 263,100 298,500 345,900

191,200 235,900 264,200 299,100 346,700

192,300 236,900 265,300 299,900 347,500

193,400 237,800 266,500 300,600 348,300

194,600 238,800 267,700 301,300 349,000

195,700 239,800 268,700 302,000 349,700

196,700 240,800 269,700 302,700 350,500

197,800 241,800 270,800 303,500 351,300

198,800 242,700 271,800 304,200 352,000

199,900 243,700 272,900 304,800 352,700

200,800 244,600 274,000 305,500 353,400

201,700 245,500 275,000 306,200 354,100

202,600 246,400 276,100 306,900 354,800

203,300 247,300 277,000 307,400 355,400

204,100 248,100 277,800 307,900 355,900

204,900 248,900 278,600 308,500 356,400

205,700 249,600 279,400 309,100 356,900

206,200 250,400 280,300 309,700 357,300

206,800 251,000 281,100 310,100

207,200 251,600 281,900 310,600

207,800 252,100 282,600 311,100

208,400 252,300 283,400 311,400

209,100 252,700 284,200 311,900

209,800 253,200 285,000 312,400

210,600 253,700 285,800 312,800

210,900 254,400 286,400 313,000

211,600 254,800 287,000 313,300

212,300 255,300 287,500 313,700

213,000 255,800 287,900 314,000

213,700 256,100 288,300 314,300

214,400 256,400 288,700 314,600

215,100 256,700 289,200 314,900

215,800 257,000 289,700 315,200

216,500 257,200 290,100 315,400

217,200 257,500 290,700 315,800

217,900 257,800 291,300 316,100

218,600 258,100 291,900 316,300

219,100 258,300 292,200 316,500

219,700 258,500 292,700 316,800

220,300 258,900 293,200 317,100

220,900 259,100 293,600 317,400

221,300 259,400 294,000 317,600

221,800 259,800 294,500 317,900

222,300 260,100 295,000 318,200

222,800 260,400 295,500 318,400

223,400 260,600 295,800 318,600

223,900 260,900 296,200 318,900

224,500 261,100 296,700 319,200

225,000 261,400 297,200 319,400

225,600 261,700 297,600 319,600

226,100 261,900 298,000

226,700 262,200 298,300

227,300 262,500 298,600

227,700 262,700 298,900

104

105

98

99

100

101

102

103

92

93

94

95

96

97

86

87

88

89

90

91

80

81

82

83

84

85

74

75

76

77

78

79

68

69

70

71

72

73

62

63

64

65

66

67

56

57

58

59

60

61

50

51

52

53

54

55

 再任用
 
 職員以
 
 外の職
 
 員
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228,200 262,900 299,300

228,700 263,200 299,700

229,100 263,400 300,100

229,300 263,700 300,400

229,700 264,000 300,800

230,200 264,300 301,200

230,700 264,500 301,500

231,100 264,700 301,700

231,600 265,000 302,000

232,100 265,200 302,300

232,600 265,400 302,500

232,900 265,700 302,700

233,300 266,000 303,000

233,700 266,300 303,300

234,100 266,600 303,500

234,500 266,700 303,700

267,000 304,000

267,300 304,300

267,600 304,500

267,700 304,700

268,000 305,000

268,300 305,300

268,600 305,500

268,700 305,700

269,000 306,000

269,300 306,300

269,600 306,500

269,700 306,700

270,000

270,300

270,600

270,700

 再任用
 職員

 191,900 203,100 221,600 242,500 273,300

134

135

136

137

備考　この表は、見習職員その他の人事委員会規則で定める職員に適用する。

128

129

130

131

132

133

122

123

124

125

126

127

116

117

118

119

120

121

110

111

112

113

114

115

106

107

108

109
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第3168号

別表第三　公安職給料表（第四条関係）

 職務の級 
1　級 2　級 3　級 4　級 5　級 6　級 7　級 8　級 9　級 10　級 11　級

給　料
月　額

給　料
月　額

給　料
月　額

給　料
月　額

給　料
月　額

給　料
月　額

給　料
月　額

給　料
月　額

給　料
月　額

給　料
月　額

給　料
月　額

  円  円  円  円  円  円  円  円  円  円  円 

160,800 176,500 203,200 243,100 288,600 316,100 345,000 380,200 421,900 457,600 521,100

162,500 178,300 205,200 244,900 290,900 318,300 347,200 382,400 423,700 460,700 524,100

164,400 180,100 207,200 246,700 293,100 320,600 349,500 384,500 425,600 463,800 527,200

166,100 181,900 209,200 248,500 295,400 322,800 351,700 386,600 427,500 466,800 530,300

167,600 183,800 211,200 250,200 297,300 325,100 353,800 388,500 428,900 469,800 533,400

169,500 186,100 213,200 252,000 299,600 327,300 355,900 390,500 430,600 472,800 535,700

171,300 188,400 215,200 253,600 301,900 329,600 358,100 392,400 432,200 475,800 538,200

173,200 190,700 217,100 255,400 304,100 331,900 360,300 394,200 433,800 478,900 540,600

174,900 192,900 219,200 256,900 306,200 333,800 362,200 396,000 435,400 481,600 543,000

176,600 195,600 221,000 258,500 308,400 336,100 364,400 398,000 437,100 484,700 544,800

178,300 198,100 222,800 259,900 310,700 338,300 366,500 400,000 438,700 487,700 546,600

180,000 200,600 224,700 261,400 312,900 340,600 368,700 402,100 440,300 490,800 548,500

181,900 203,000 226,600 263,100 315,100 342,700 370,900 404,000 441,400 493,600 550,200

184,000 204,800 228,500 264,500 317,400 344,900 373,000 406,100 443,000 495,900 551,600

186,100 206,600 230,400 265,700 319,600 347,100 375,300 408,100 444,800 498,200 553,000

188,200 208,400 232,300 267,000 321,900 349,200 377,400 410,200 446,600 500,500 554,100

190,400 210,300 233,900 268,200 323,800 351,400 379,200 411,900 448,200 502,600 555,400

192,800 212,200 235,700 269,800 326,100 353,400 381,200 413,600 450,000 504,000 556,400

195,300 214,100 237,500 271,300 328,200 355,500 383,200 415,300 451,800 505,500 557,300

197,700 215,900 239,300 272,800 330,500 357,600 385,200 416,900 453,500 506,900 558,200

200,200 217,600 240,900 274,200 332,600 359,700 387,000 418,600 455,100 508,100 559,100

202,000 219,400 242,300 275,600 334,600 361,700 389,100 420,200 456,800 509,500

203,800 221,200 243,500 277,200 336,700 363,700 391,200 421,600 458,400 511,000

205,600 223,000 244,800 278,800 338,700 365,800 393,200 423,100 460,200 512,500

207,500 224,800 246,100 280,000 340,700 367,700 394,900 424,400 461,700 513,600

209,300 226,500 247,500 282,100 342,800 369,700 396,900 425,800 463,200 514,700

211,100 228,200 248,900 284,300 344,900 371,800 399,000 427,300 464,700 515,900

212,800 229,900 250,100 286,400 346,900 373,900 401,100 428,900 466,000 517,100

214,700 231,400 251,400 288,400 349,100 375,800 402,600 430,200 467,200 518,100

216,500 233,200 252,500 290,400 351,200 377,900 404,500 431,900 467,900 519,000

218,300 235,000 254,000 292,400 353,200 380,000 406,200 433,700 468,600 519,900

220,100 236,800 255,100 294,300 355,300 382,000 407,900 435,300 469,300 520,800

221,800 238,200 256,200 296,200 357,000 383,900 409,600 436,700 469,800 521,600

223,500 239,700 257,500 298,000 359,000 386,000 411,100 438,400 470,600 522,500

225,300 241,000 258,700 299,900 361,000 388,100 412,700 440,100 471,300 523,300

227,000 242,400 259,900 301,800 363,100 390,000 414,200 441,700 471,900 523,800

228,500 243,700 261,000 303,600 365,000 391,700 415,500 443,100 472,200 524,500

230,300 245,000 262,200 305,500 367,100 393,200 417,000 443,800 472,800 525,100

232,100 246,300 263,400 307,400 369,100 394,500 418,500 444,500 473,300 525,900

233,900 247,500 264,500 309,200 371,100 395,900 420,000 445,200 473,800 526,500

235,300 248,800 265,700 311,100 373,100 397,100 421,500 445,600 474,300 527,000

236,700 250,000 267,300 312,900 375,300 398,200 422,800 446,200 474,700

238,000 251,300 268,800 314,900 377,400 399,200 424,100 446,900 475,100

239,200 252,400 270,000 316,800 379,400 400,200 425,300 447,500 475,500

240,500 253,600 271,200 318,600 381,100 401,400 426,300 448,300 475,800

241,600 254,900 272,800 320,500 382,800 402,600 427,000 449,000 476,200

242,700 256,100 274,500 322,400 384,400 403,800 427,800 449,500 476,600

243,700 257,300 276,100 324,200 386,100 405,000 428,600 450,000 477,000

244,700 258,400 277,900 325,800 387,500 406,300 429,100 450,500 477,300

44

45

46

47

48

49

38

39

40

41

42

43

32

33

34

35

36

37

26

27

28

29

30

31

20

21

22

23

24

25

14

15

16

17

18

19

8

9

10

11

12

13

 職員の

 区分
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1

2

3

4

5

6

7
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245,800 259,600 279,600 327,400 388,500 407,100 429,500 450,800 477,700

247,100 260,800 281,300 329,000 389,500 407,900 429,900 451,100 478,100

248,200 262,000 282,900 330,700 390,500 408,600 430,200 451,500 478,500

249,300 263,200 284,500 332,400 391,800 409,100 430,500 451,900 478,800

250,600 264,500 286,300 334,100 392,900 409,800 430,900 452,100 479,200

251,700 266,000 288,000 335,900 394,000 410,500 431,200 452,400 479,600

252,900 267,200 289,800 337,700 395,200 411,100 431,500 452,600 480,000

254,200 268,300 291,400 338,900 396,500 411,800 431,800 453,000 480,300

255,200 270,000 293,100 340,600 397,300 412,200 432,100 453,200

256,200 271,600 294,900 342,300 398,100 412,800 432,400 453,400

257,300 273,200 296,700 344,000 398,800 413,400 432,700 453,600

258,400 274,800 298,200 345,600 399,300 413,800 433,100 454,000

259,600 276,400 300,000 347,300 400,000 414,400 433,400 454,200

260,800 278,000 301,800 349,000 400,700 414,900 433,700 454,400

261,800 279,600 303,500 350,700 401,400 415,400 434,000 454,600

262,900 281,100 305,000 352,300 401,700 415,900 434,300 455,000

264,200 282,500 306,700 353,900 402,400 416,500 434,600 455,200

265,600 284,100 308,300 355,500 403,200 416,900 434,900 455,400

266,900 285,600 310,000 357,100 403,800 417,400 435,200 455,600

268,100 287,200 311,600 358,300 404,200 417,800 435,400 456,000

269,500 288,700 313,000 359,700 404,700 418,100 435,700 456,200

270,900 290,300 314,600 361,000 405,300 418,400 436,000 456,400

272,300 291,900 316,100 362,400 405,800 418,700 436,300 456,600

273,600 293,200 317,100 363,600 406,300 419,000 436,500 457,000

275,000 294,600 318,700 364,800 406,700 419,300 436,800

276,400 296,100 320,300 366,100 407,200 419,600 437,100

277,700 297,600 322,000 367,400 407,700 419,900 437,400

278,900 298,700 323,800 368,700 408,200 420,100 437,600

280,100 300,200 325,500 369,900 408,700 420,400 437,900

281,300 301,600 327,100 371,100 409,300 420,700 438,200

282,400 303,100 328,700 372,300 409,800 421,000 438,500

283,800 304,600 330,400 373,600 410,200 421,200 438,700

285,000 306,000 332,100 374,800 410,800 421,500 439,000

286,300 307,300 333,700 375,900 411,300 421,800 439,300

287,600 308,700 335,400 377,100 411,500 422,000 439,600

288,800 309,900 336,800 378,200 411,800 422,200 439,800

290,000 311,400 338,300 378,800 412,300 422,500

291,200 312,800 339,800 379,300 412,600 422,800

292,400 314,400 341,300 379,900 412,900 423,000

293,500 315,900 342,600 380,500 413,200 423,200

294,700 317,400 343,900 381,100 413,600 423,500

295,800 318,800 345,200 381,700 414,000 423,800

297,000 320,300 346,500 382,300 414,400 424,000

297,800 321,600 347,900 382,600 414,700 424,200

299,100 322,900 349,400 383,100 415,100

300,300 324,300 350,900 383,700 415,500

301,600 325,600 352,400 384,200 415,900

302,700 326,800 353,700 384,600 416,200

303,900 328,100 354,900 385,000 416,600

305,100 329,400 356,000 385,600 417,000

306,300 330,700 357,200 386,100 417,400

307,500 332,100 358,300 386,500 417,700

308,500 333,000 359,400 387,000 418,100

309,600 334,200 360,500 387,600 418,500

310,600 335,400 361,700 388,100 418,900

311,400 336,500 362,900 388,400 419,200

104

105

98

99

100

101

102

103

92

93

94

95

96

97

86

87

88

89

90

91

80

81

82

83

84

85

74

75

76

77

78

79

68

69

70

71

72

73

62

63

64

65

66

67

56

57

58

59

60

61

50

51

52

53

54

55

 再任用
 
 職員以
 
 外の職
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312,000 337,600 363,400 388,800 419,600

312,600 338,600 364,000 389,300 420,000

313,300 339,700 364,600 389,600 420,400

313,900 340,900 365,200 389,900 420,700

314,400 341,900 365,700 390,400

315,000 342,900 366,200 390,900

315,600 343,900 366,700 391,400

316,400 344,800 367,100 391,700

317,100 345,700 367,500 392,200

317,800 346,700 368,100 392,700

318,500 347,700 368,600 393,200

319,100 348,700 369,000 393,500

319,900 349,200 369,500 394,000

320,600 349,800 370,100 394,500

321,400 350,400 370,600 395,000

322,000 350,700 370,700 395,400

322,300 351,100 371,300 395,900

322,800 351,600 371,800 396,300

323,300 352,000 372,200 396,800

323,600 352,400 372,700 397,200

352,800 373,200 397,700

353,300 373,800 398,100

353,700 374,300 398,600

354,100 374,600 399,000

354,500 375,100 399,500

354,900 375,600 399,900

355,300 376,100 400,400

355,500 376,400 400,800

356,000 376,900

356,400 377,300

356,700 377,700

357,000 378,000

357,400 378,500

357,900 379,000

358,400 379,500

358,700 379,800

359,200

359,700

360,200

360,500

 再任用
 職員

 239,700 251,400 255,700 287,200 303,700 317,900 341,500 376,900 408,600 450,900 520,800

備考　この表は、警察官に適用する。

140

141

142

143

144

145

134

135

136

137

138

139

128

129

130

131

132

133

122

123

124

125

126

127

116

117

118

119

120

121

110

111

112

113

114

115

106

107

108

109
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別表第四　教育職給料表（一）（第四条関係）

 職務の級 
1　級 2　級 3　級 4　級

給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

  円  円  円  円 

151,400 195,800 326,900 416,000

152,900 197,500 329,100 417,800

154,400 199,100 331,400 419,600

155,900 200,800 333,600 421,300

157,600 202,600 335,900 422,800

159,500 204,300 338,100 424,300

161,300 206,000 340,400 426,200

163,100 207,600 342,700 428,100

165,000 209,400 344,900 429,900

167,100 211,300 347,000 431,700

169,100 213,200 349,200 433,700

171,100 215,100 351,300 435,500

173,100 216,800 353,500 437,200

175,300 218,800 355,500 439,100

177,500 220,800 357,500 440,900

179,700 222,800 359,500 442,800

182,000 224,800 361,400 444,500

184,600 227,500 363,300 446,300

187,100 230,200 365,300 448,100

189,600 232,900 367,300 449,900

192,100 235,500 369,100 451,500

193,800 238,300 371,100 453,200

195,600 240,900 373,000 455,100

197,300 243,600 375,000 456,800

198,800 246,200 376,500 458,500

200,500 248,700 378,300 460,100

202,200 251,200 380,200 461,700

203,800 253,700 382,100 463,300

205,300 256,500 384,000 464,800

207,000 258,900 385,900 466,100

208,700 261,200 387,800 467,400

210,400 263,500 389,800 468,700

212,000 265,800 391,500 469,900

213,800 268,100 393,200 470,600

215,600 270,300 394,800 471,300

217,400 272,500 396,600 472,000

219,000 274,900 397,800 472,600

220,800 276,900 399,300 473,300

222,600 279,000 400,700 474,000

224,500 281,100 402,100 474,700

226,200 283,100 403,900 475,300

227,900 285,800 405,300 476,000

229,500 288,200 406,600 476,700

231,100 290,700 408,100 477,400

232,800 292,900 409,700 478,000

234,200 295,500 411,000 478,700

235,600 298,000 412,500 479,400

237,000 300,700 414,100 480,100

238,500 303,100 415,800 480,700

44

45

46

47

48

49

38

39

40

41

42

43

32

33

34

35

36

37

26

27

28

29

30

31

20

21

22

23

24

25

14

15

16

17

18

19

8

9

10

11

12

13

 職員の

 区分
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1

2

3

4

5

6
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240,000 305,500 417,200 481,400

241,400 308,000 418,800 482,100

242,900 310,400 420,300 482,800

244,200 312,800 422,000 483,400

245,500 315,100 423,500 484,100

246,900 317,200 425,100 484,800

248,300 319,400 426,700 485,500

249,700 321,700 428,200 486,100

250,800 323,800 429,700 486,800

252,100 326,000 430,900 487,500

253,400 328,000 432,100 488,200

254,800 330,200 433,400 488,800

256,300 332,300 434,700

257,700 334,500 436,000

259,000 336,700 437,200

260,400 338,600 438,400

262,000 340,800 439,600

263,600 342,900 440,800

265,300 345,200 442,000

266,800 347,200 443,200

268,200 349,200 444,400

269,700 351,300 445,600

271,200 353,300 446,800

272,300 355,100 447,900

273,700 357,000 448,500

275,100 358,900 449,000

276,400 360,800 449,500

277,800 362,700 450,000

279,000 364,400 450,600

280,200 366,100 451,100

281,400 367,700 451,600

282,600 369,200 452,100

283,900 370,700 452,700

285,100 372,200 453,200

286,300 373,700 453,700

287,500 374,800 454,200

288,600 376,200 454,800

289,800 377,600 455,300

291,000 378,900 455,800

292,200 380,200 456,300

293,300 381,500 456,900

294,500 382,700 457,400

295,700 384,000 457,900

296,500 385,300 458,400

297,500 386,400

298,700 387,700

299,900 388,900

300,900 390,300

302,000 391,300

303,000 392,400

304,100 393,400

305,000 394,300

306,100 395,300

307,200 396,400

308,200 397,500

308,800 398,200

104

105

98

99

100

101

102

103

92

93

94

95

96

97

86

87

88

89

90

91

80

81

82

83

84

85

74

75

76

77

78

79

68

69

70

71

72

73

62

63

64

65

66

67

56

57

58

59

60

61

50

51

52

53

54

55

 再任用
 
 職員以
 
 外の職
 
 員
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309,700 399,100

310,500 400,000

311,300 400,900

312,200 401,700

312,600 402,600

313,000 403,500

313,600 404,300

314,200 404,900

314,600 405,600

315,100 406,300

315,600 407,000

316,200 407,600

316,700 408,100

317,100 408,500

317,600 408,900

318,100 409,300

318,500 409,600

319,000 409,900

319,500 410,100

320,100 410,300

320,400 410,600

320,700 410,900

321,000 411,100

321,200 411,300

321,500 411,600

321,800 411,900

322,100 412,100

322,300 412,300

322,500 412,600

322,700 412,900

323,000 413,100

323,300 413,300

323,500 413,600

323,800 413,900

324,100 414,100

324,300 414,300

324,500 414,600

324,800 414,900

325,000 415,100

325,300 415,300

325,500 415,600

325,800 415,900

326,100 416,100

326,300 416,300

326,500 416,600

326,800 416,900

327,100 417,100

327,300 417,300

327,500

327,800

328,100

328,300

328,500

328,800

329,100

329,300

156

157

158

159

160

161

152

153

154

155

146

147

148

149

150

151

140

141

142

143

144

145

134

135

136

137

138

139

128

129

130

131

132

133

122

123

124

125

126

127

116

117

118

119

120

121

110

111

112

113

114

115

106

107

108

109
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第3168号

 再任用
 職員

 232,500 272,900 329,900 414,300

(二) この表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が３級である職員で人事委員会規則で定めるものの給料
　　　　　　月額は、この表の額に7,700円をそれぞれ加算した額とする。

備考 (一) この表は、高等学校又は特別支援学校に勤務する校長、教頭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、養護
　　　　　　助教諭、講師、実習助手及び寄宿舎指導員並びに人事委員会規則で定める職員に適用する。
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第3168号

別表第五　教育職給料表（二）（第四条関係）

 職務の級 
1　級 2　級 特　2　級 3　級 4　級

給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

  円  円  円  円  円 

151,400 167,300 256,200 285,800 405,800

152,900 169,400 258,700 288,500 407,300

154,400 171,500 261,100 291,400 408,800

155,900 173,700 263,600 294,100 410,300

157,600 175,700 266,200 296,700 411,700

159,500 177,900 268,600 299,100 413,100

161,300 180,100 270,900 301,600 414,600

163,100 182,300 273,200 304,200 416,200

165,000 184,600 275,700 306,700 417,600

167,100 187,400 278,100 309,500 419,000

169,100 190,100 280,500 312,300 420,400

171,100 192,800 282,900 315,300 421,700

173,100 195,800 285,500 317,900 423,000

175,300 197,500 287,600 320,100 424,400

177,500 199,100 289,700 322,300 425,800

179,700 200,800 291,900 324,600 427,200

182,000 202,600 294,100 326,900 428,400

184,600 204,300 296,800 329,100 429,700

187,100 206,000 299,400 331,400 430,900

189,600 207,600 302,100 333,600 432,200

192,100 209,400 304,600 335,900 433,400

193,800 211,300 307,300 338,100 434,600

195,600 213,200 309,800 340,400 435,900

197,300 215,100 312,500 342,700 437,200

198,800 216,800 315,300 344,900 438,500

200,400 218,800 317,600 346,700 439,700

202,000 220,800 320,000 348,600 440,700

203,500 222,800 322,300 350,500 441,800

205,200 224,800 324,600 352,400 443,000

206,900 227,500 326,600 354,200 443,800

208,600 230,200 328,800 355,900 444,600

210,300 232,900 331,000 357,800 445,500

211,800 235,500 333,100 359,500 446,400

213,500 238,300 335,200 361,200 446,900

215,200 240,900 337,300 362,900 447,400

216,900 243,600 339,300 364,700 447,900

218,400 246,200 341,400 366,600 448,400

220,100 248,700 343,300 368,100 448,900

221,800 251,200 345,400 369,700 449,400

223,500 253,700 347,300 371,300 449,900

225,200 256,500 349,200 372,600 450,400

226,900 258,900 351,000 374,100 450,900

228,500 261,200 352,800 375,600 451,400

230,100 263,500 354,500 377,100 451,900

231,800 265,800 356,300 378,600 452,400

233,300 268,100 358,000 380,200 452,900

234,800 270,300 359,600 381,800 453,400

236,200 272,500 361,200 383,300 453,900

237,800 274,900 362,600 384,700 454,400

44

45

46

47

48

49

38

39

40

41

42

43

32

33

34

35

36

37

26

27

28

29

30

31

20

21

22

23

24

25

14

15

16

17

18

19

8

9

10

11

12

13

 職員の

 区分

 
 
 
 
 
 
 

号　給

1

2

3

4

5

6

7
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第3168号

239,200 276,900 364,100 386,200 454,900

240,800 279,000 365,800 387,700 455,400

242,000 281,100 367,400 389,100 455,900

243,300 283,100 368,900 390,300 456,400

244,800 285,800 370,400 391,600 456,900

246,100 288,200 371,900 392,700 457,400

247,400 290,700 373,500 393,800 457,900

248,800 292,900 375,000 395,300 458,400

250,000 295,500 376,400 396,500 458,900

251,200 298,000 377,800 397,700 459,400

252,500 300,700 379,100 399,000 459,900

254,000 303,100 380,000 400,200 460,400

255,400 305,500 381,200 401,200

256,700 308,000 382,400 402,600

257,700 310,400 383,500 404,000

258,700 312,800 384,500 405,200

260,200 315,100 385,700 406,300

261,800 317,200 386,700 407,500

263,300 319,400 387,800 408,600

264,900 321,700 389,000 409,600

266,400 323,800 390,000 410,800

267,900 326,000 391,100 412,000

269,400 328,000 392,300 413,200

270,600 330,200 393,300 413,800

271,800 332,300 394,400 414,600

273,100 334,500 395,500 415,300

274,400 336,700 396,600 415,800

275,800 338,500 397,500 416,100

276,900 340,400 398,400 416,500

278,100 342,300 399,400 416,900

279,300 344,200 400,400 417,300

280,600 346,000 401,200 417,600

281,600 347,800 402,000 418,000

282,800 349,500 402,700 418,400

284,100 351,300 403,600 418,700

285,100 352,700 404,300 419,000

286,000 354,300 405,100 419,400

287,000 356,000 405,800 419,800

288,000 357,500 406,500 420,100

289,100 358,900 407,100 420,400

290,000 360,200 407,800 420,700

290,900 361,600 408,300 421,000

291,800 363,000 409,000 421,200

292,300 364,500 409,400 421,400

293,000 365,800 409,800 421,700

293,800 367,100 410,100 422,000

294,600 368,300 410,400 422,200

295,400 369,300 410,700 422,400

296,200 370,300 411,000 422,700

297,000 371,300 411,300 423,000

297,700 372,300 411,500 423,200

298,600 373,200 411,700 423,400

299,100 374,300 412,000 423,700

299,600 375,300 412,300 424,000

300,100 376,300 412,500 424,200

300,300 377,100 412,700 424,400

104

105

98

99

100

101

102

103

92

93

94

95

96

97

86

87

88

89

90

91

80

81

82

83

84

85

74

75

76

77

78

79

68

69

70

71

72

73

62

63

64

65

66

67

56

57

58

59

60

61

50

51

52

53

54

55

 再任用
 
 職員以
 
 外の職
 
 員
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第3168号

300,700 378,000 413,000

301,000 378,900 413,300

301,200 379,900 413,500

301,400 380,700 413,700

301,600 381,700

301,900 382,700

302,200 383,700

302,400 384,300

302,600 385,200

302,800 386,100

303,100 387,000

303,400 387,800

303,700 388,500

304,000 389,300

304,300 390,100

304,400 390,700

304,600 391,500

304,900 392,200

305,200 392,900

305,400 393,500

394,200

394,700

395,300

396,000

396,600

397,100

397,600

397,900

398,200

398,500

398,800

399,100

399,400

399,700

400,000

400,300

400,600

400,900

401,200

401,400

401,700

402,000

402,200

402,400

402,700

403,000

403,300

403,500

403,800

404,100

404,300

404,500

404,800

405,100

405,300

405,500

156

157

160

161

158

159

148

149

150

151

154

155

152

153

140

141

142

143

144

145

146

147

134

135

136

137

138

139

128

129

130

131

132

133

122

123

124

125

126

127

116

117

118

119

120

121

110

111

112

113

114

115

106

107

108

109
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第3168号

405,800

406,100

406,300

406,500

 再任用
 職員

 223,600 269,700 296,800 323,200 404,300

(二) この表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が３級である職員で人事委員会規則で定めるものの給料
　　　　　　月額は、この表の額に7,500円をそれぞれ加算した額とする。

162

163

164

165

備考 (一) この表は、中学校又は小学校に勤務する校長、教頭、主幹教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、養
　　　　　　護助教諭及び講師並びに人事委員会規則で定める職員に適用する。
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第3168号

別表第六　教育職給料表（三）（第四条関係）

 職務の級 
1　級 2　級 3　級 4　級 5　級 6　級

給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

  円  円  円  円  円  円 

174,100 208,900 268,400 340,700 476,200 533,500

176,700 211,000 271,400 344,000 478,400 536,600

179,300 213,100 274,300 347,200 480,600 539,600

182,000 215,200 277,100 350,500 482,700 542,700

184,700 217,100 280,000 353,600 484,600 545,800

187,500 219,200 282,600 355,900 486,500 548,200

190,300 221,300 285,100 358,400 488,400 550,600

193,200 223,300 287,600 361,000 490,300 553,100

196,200 225,600 290,200 363,700 492,300 555,400

199,200 228,000 292,800 365,900 494,400 557,400

202,100 230,400 295,400 368,200 496,400 559,400

205,000 232,800 298,000 370,400 498,300 561,300

207,700 235,000 300,300 372,500 500,000 563,000

209,400 237,300 302,500 375,100 501,800 564,500

211,100 239,600 304,700 377,600 503,600 565,800

212,800 241,900 306,800 380,100 505,500 567,000

214,500 244,200 309,300 382,400 507,200 568,100

216,300 247,300 311,900 384,700 508,900 569,100

218,100 250,400 314,600 387,100 510,700 569,800

219,800 253,500 317,200 389,400 512,600 570,500

221,700 256,400 319,700 391,900 514,200 571,100

223,600 259,400 322,800 394,400 515,800

225,700 262,300 325,700 397,100 517,400

227,700 265,200 328,800 399,700 518,900

229,500 268,000 331,800 402,200 520,400

231,500 270,600 334,700 404,800 521,800

233,500 273,200 337,600 407,200 523,300

235,500 276,000 340,500 409,700 524,600

237,300 278,900 343,500 411,800 525,700

239,200 281,100 346,000 414,300 526,700

241,200 283,300 348,600 416,700 527,700

243,200 285,600 351,100 419,100 528,700

245,000 287,900 353,600 421,100 529,500

247,000 290,100 355,800 423,400 530,300

248,900 292,400 358,100 425,700 531,200

250,800 294,500 360,400 428,100 532,100

252,500 296,600 362,700 430,300 532,900

254,300 298,500 364,800 432,500 533,800

255,900 300,400 367,100 434,900 534,400

257,700 302,400 369,300 437,200 534,900

259,400 304,300 371,600 439,600 535,500

260,600 306,700 373,700 441,800 536,200

261,700 309,000 375,800 444,200 536,900

262,800 311,400 377,900 446,600 537,400

264,000 313,600 379,700 448,700 537,900

265,000 315,800 381,700 450,700 538,600

266,000 318,200 383,600 452,800 539,200

266,900 320,700 385,600 455,000 539,800

267,900 323,200 387,000 457,200 540,300

44

45

46

47

48

49

38

39

40

41

42

43

32

33

34

35

36

37

26

27

28

29

30

31

20

21

22

23

24

25

14

15

16

17

18

19

8

9

10

11

12

13

 職員の

 区分

 
 
 
 
 
 
 

号　給

1

2

3

4

5

6

7
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第3168号

268,600 325,600 388,800 459,300

269,500 327,900 390,500 461,600

270,500 330,100 392,300 463,900

271,400 332,400 393,500 465,700

272,500 334,400 395,100 467,300

273,500 336,400 396,700 469,000

274,500 338,300 398,400 470,800

275,400 340,200 399,800 472,300

276,800 342,100 401,500 473,400

278,200 344,200 403,300 474,500

279,600 346,200 404,900 475,600

280,800 348,100 406,200 476,700

282,200 349,900 407,800 477,800

283,500 351,800 409,300 478,900

284,900 353,600 410,900 480,000

286,000 355,500 412,300 481,000

287,300 357,400 413,300 482,100

288,600 359,200 414,300 483,100

289,900 361,000 415,200 484,200

291,300 362,700 416,200 485,100

292,400 364,400 417,200 486,100

293,400 366,200 418,300 487,100

294,400 367,900 419,200 488,200

295,600 369,400 419,900 489,100

296,600 371,000 420,700 490,100

297,700 372,500 421,700 491,100

298,800 374,200 422,700 492,100

299,600 375,900 423,700 493,100

300,600 377,600 424,700 493,900

301,600 379,300 425,700 494,800

302,500 380,900 426,600 495,700

303,300 382,400 427,300 496,500

304,200 383,900 428,200 497,300

305,100 385,400 429,100 498,100

306,000 387,000 429,900 498,900

306,700 388,000 430,800 499,400

307,400 389,300 431,600 500,100

308,200 390,700 432,400 500,900

309,100 392,000 433,400 501,700

310,000 393,400 434,100 502,400

310,800 394,500 434,600 503,200

311,600 395,600 435,200 503,800

312,300 396,800 435,600 504,200

313,000 397,600 436,100 504,700

313,800 398,700 436,600 505,300

314,500 399,800 437,000 505,800

315,200 400,800 437,400 506,300

315,600 401,700 437,600 506,700

316,000 402,700 438,000

316,400 403,800 438,300

316,800 404,700 438,600

317,100 405,500 438,900

317,500 406,500 439,200

317,800 407,500 439,500

318,200 408,500 439,800

318,700 409,100 440,000

104

105

98

99

100

101

102

103

92

93

94

95

96

97

86

87

88

89

90

91

80

81

82

83

84

85

74

75

76

77

78

79

68

69

70

71

72

73

62

63

64

65

66

67

56

57

58

59

60

61

50

51

52

53

54

55

 再任用
 
 職員以
 
 外の職
 
 員
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第3168号

319,100 409,800 440,300

319,600 410,500 440,600

320,100 411,100 440,800

320,500 411,600 441,000

321,000 412,000 441,300

321,400 412,300 441,600

321,900 412,600 441,800

322,200 412,800 442,000

322,700 413,100

323,100 413,400

323,600 413,700

323,900 413,900

324,300 414,200

324,800 414,500

325,300 414,700

325,500 414,900

325,900 415,200

326,400 415,500

326,700 415,700

326,900 415,900

327,200

327,700

328,200

328,400

328,800

329,300

329,700

329,900

330,300

330,800

331,000

331,300

331,700

332,100

332,500

333,000

 再任用
 職員

 246,200 292,000 309,400 374,600 468,300 533,300

140

141

備考　この表は、看護専門学校に勤務する職員で人事委員会規則で定めるものに適用する。　

134

135

136

137

138

139

128

129

130

131

132

133

122

123

124

125

126

127

116

117

118

119

120

121

110

111

112

113

114

115

106

107

108

109
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第3168号

別表第七　研究職給料表（第四条関係）

 職務の級 
1　級 2　級 3　級 4　級 5　級 6　級

給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

  円  円  円  円  円  円 

138,200 187,800 274,900 328,200 387,100 522,800

139,300 190,300 277,400 330,400 390,000 525,900

140,500 192,700 279,900 332,600 392,800 529,000

141,600 195,200 282,400 334,700 395,600 532,100

142,700 197,700 284,900 336,600 397,900 535,200

144,000 200,000 287,100 338,700 400,600 537,600

145,300 202,300 289,300 340,800 403,400 540,000

146,600 204,500 291,500 342,900 406,100 542,400

147,700 206,600 293,700 345,000 408,800 544,800

149,400 208,900 296,500 347,000 411,400 546,500

151,000 211,200 299,200 349,100 414,100 548,400

152,600 213,500 302,000 351,100 416,900 550,300

154,100 215,700 304,400 353,200 419,600 552,000

156,000 218,100 307,100 355,100 422,300 553,400

157,900 220,500 309,800 357,000 425,100 554,600

159,900 222,900 312,600 358,900 427,800 555,600

161,700 225,300 315,300 360,800 430,300 556,700

163,900 228,100 317,500 362,700 432,900 557,400

166,200 231,000 319,800 364,600 435,500 558,000

168,300 233,900 322,000 366,600 438,100 558,600

170,500 236,400 324,300 368,200 440,600 559,300

172,900 239,100 326,300 370,200 443,200

175,200 241,600 328,300 372,100 445,800

177,500 244,300 330,400 374,100 448,300

179,600 247,000 332,500 375,700 450,500

181,700 249,400 334,400 377,400 452,800

183,800 251,800 336,200 379,300 455,300

185,900 254,300 338,100 381,200 457,800

187,900 257,000 340,100 383,100 460,300

189,700 259,200 341,800 385,000 462,800

191,500 261,300 343,500 386,900 465,400

193,200 263,400 345,200 388,900 467,900

195,100 265,400 346,600 390,500 470,200

197,000 267,500 348,000 392,300 472,600

198,900 269,700 349,500 393,900 475,000

200,800 271,700 351,000 395,700 477,500

202,500 273,700 352,300 396,900 479,900

204,400 275,200 353,700 398,400 482,400

206,300 276,700 355,100 399,800 484,800

208,200 278,300 356,500 401,200 487,300

210,100 279,700 357,400 402,600 489,600

212,000 280,900 358,500 404,000 491,800

213,900 282,000 359,800 405,500 494,100

215,800 283,100 360,900 407,100 496,300

217,500 284,000 362,100 408,500 498,000

219,400 285,300 363,300 409,700 499,500

221,200 286,600 364,600 411,300 501,100

223,000 287,800 365,800 412,900 502,600

224,800 289,200 366,900 414,200 504,300

44

45

46

47

48

49

38

39

40

41

42

43

32

33

34

35

36

37

26

27

28

29

30

31

20

21

22

23

24

25

14

15

16

17

18

19

8

9

10

11

12

13

 職員の

 区分
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226,600 290,500 368,200 415,600 505,700

228,400 291,700 369,500 417,100 507,100

230,100 292,900 370,800 418,500 508,600

231,700 294,100 371,500 419,900 509,700

233,500 295,300 372,500 421,300 510,900

235,300 296,600 373,500 422,700 512,100

236,900 297,800 374,500 424,100 513,300

238,500 298,900 375,300 425,200 514,200

239,800 300,100 376,100 426,500 515,200

241,000 301,300 376,800 427,900 516,200

242,100 302,500 377,500 429,200 517,200

243,400 303,500 378,100 430,000 518,300

244,500 304,600 378,800 430,900 519,200

245,600 305,700 379,700 431,900 519,900

246,800 306,800 380,600 432,800 520,600

248,000 307,800 381,200 433,800 521,400

249,300 308,900 382,000 434,600 522,200

250,500 310,000 382,800 435,200 523,100

251,500 311,100 383,600 436,000 523,900

252,500 312,200 384,200 436,400 524,600

254,100 313,200 384,900 437,000 525,400

255,600 314,400 385,600 437,500 526,200

257,000 315,500 386,300 438,000 527,000

258,400 316,300 387,000 438,500 527,700

259,800 317,300 387,600 439,100 528,500

261,200 318,400 388,200 439,600 529,300

262,500 319,500 388,900 440,100 530,100

263,600 320,600 389,600 440,600 530,800

264,800 321,600 390,200 441,200

266,100 322,600 390,800 441,700

267,300 323,500 391,400 442,200

268,700 324,600 392,000 442,700

270,000 325,400 392,600 443,300

271,300 326,100 393,200 443,800

272,500 326,900 393,800 444,300

273,700 327,400 394,300 444,800

274,900 327,900 394,800 445,400

276,200 328,400 395,300 445,900

277,400 328,900 396,000 446,400

278,400 329,200 396,400 446,900

279,600 329,700 396,900

280,800 330,200 397,400

282,000 330,700 398,100

283,000 331,000 398,500

284,100 331,400 399,000

285,100 331,900 399,500

286,100 332,400 400,200

286,700 332,900 400,600

287,600 333,400 401,100

288,400 333,900 401,600

289,300 334,400 402,300

290,200 334,900 402,700

290,900 335,400 403,300

291,600 335,900 403,800

292,300 336,400 404,500

293,000 336,900 404,900

104

105

98

99

100

101

102

103

92

93

94

95

96

97

86

87

88

89

90

91

80

81

82

83

84

85

74

75

76

77

78

79

68

69

70

71

72

73

62

63

64

65

66

67

56

57

58

59

60

61

50

51

52

53

54

55

 再任用
 
 職員以
 
 外の職
 
 員
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293,500 337,300 405,400

294,000 337,800 405,900

294,500 338,200 406,600

294,700 338,700 407,000

295,100 339,100 407,500

295,400 339,600 408,000

295,700 340,000 408,700

296,000 340,500 409,100

296,300 340,900

296,600 341,400

296,900 341,800

297,200 342,300

297,600 342,700

297,900 343,100

298,300 343,600

298,600 344,000

 再任用
 職員

 215,900 257,300 282,100 324,700 383,400 522,500

備考 この表は、研究所等で人事委員会規則で定めるものに勤務し、試験研究又は調査研究業務に従事する職員で人
　　　事委員会規則で定めるものに適用する。

115

116

117

118

119

120

110

111

112

113

114

121

106

107

108

109
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第3168号

別表第八　医療職給料表（一）（第四条関係）

 職務の級 
1　級 2　級 3　級 4　級 5　級

給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

  円  円  円  円  円 

240,900 326,800 393,900 470,200 565,900

243,400 329,900 396,800 472,500 569,000

245,900 333,000 399,700 474,800 572,100

248,400 336,100 402,600 477,100 575,200

250,700 338,900 405,400 479,400 578,100

254,600 342,200 408,200 481,600 580,500

258,400 345,600 411,000 483,800 583,000

262,200 348,900 413,800 486,000 585,400

265,800 351,900 416,400 488,100 587,600

269,800 355,100 419,100 490,200 589,100

273,800 358,300 421,800 492,300 590,600

277,800 361,500 424,500 494,500 592,100

281,600 364,600 427,000 496,600 593,600

285,700 368,300 429,500 498,700 594,700

289,700 371,900 431,900 500,800 595,800

293,700 375,700 434,500 502,900 596,700

297,500 379,300 436,700 505,000 597,900

301,100 382,000 439,100 507,000 598,900

304,700 384,800 441,500 509,000 599,900

308,300 387,600 443,900 511,000 600,900

312,000 390,500 446,000 512,800 601,900

315,900 393,100 448,400 514,600

319,600 395,700 450,800 516,500

323,300 398,300 453,100 518,400

326,900 400,700 455,300 520,100

329,700 403,000 457,600 521,900

332,500 405,400 459,900 523,800

335,300 407,700 462,200 525,600

338,100 410,100 464,500 527,500

340,500 412,200 466,800 529,300

342,900 414,200 469,100 531,100

345,400 416,300 471,400 532,900

347,800 418,400 473,400 534,500

350,300 420,400 475,500 536,300

352,700 422,400 477,600 538,000

355,200 424,400 479,700 539,800

357,600 426,500 481,800 541,400

360,000 428,500 483,600 543,000

362,400 430,500 485,400 544,400

364,800 432,500 487,200 546,000

367,100 434,600 488,900 547,500

368,600 436,400 490,700 548,900

370,100 438,200 492,500 550,300

371,600 440,000 494,400 551,600

373,100 441,900 496,000 552,900

374,600 443,700 497,700 553,900

376,100 445,500 499,500 554,900

377,600 447,300 501,300 555,900

378,900 449,100 502,900 556,900

43

44

45

 再任用
 
 職員以
 
 外の職

46

47

48

49

37

38

39

40

41

42

31

32

33

34

35

36

25

26

27

28

29

30

19

20

21

22

23

24

13

14

15

16

17

18

7

8

9

10

11

12

5

6

 職員の

 区分 号　給

1

2

3

4
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 員 379,900 450,800 504,200 557,800

380,900 452,600 505,500 558,700

381,900 454,400 506,800 559,600

382,900 456,300 508,100 560,400

383,800 457,500 509,400 561,300

384,700 458,700 510,700 562,200

385,600 459,900 512,000 563,100

386,600 461,100 513,000 564,000

387,500 462,100 513,800 564,900

388,300 463,200 514,600 565,800

389,200 464,200 515,400 566,500

390,000 465,000 516,300 567,400

390,500 465,700 517,100 568,300

391,000 466,400 518,000 569,200

391,500 467,100 518,800 570,100

391,800 467,800 519,700 571,000

468,500 520,600 571,900

469,200 521,300 572,800

469,900 522,200 573,700

470,400 523,200 574,600

471,100 524,000 575,500

471,800 524,900 576,400

472,500 525,800 577,300

472,900 526,600 578,200

473,500 527,500 579,100

474,200 528,400 580,000

474,900 529,100 580,900

475,300 529,900 581,800

475,900 530,800 582,800

476,500 531,700 583,700

477,000 532,600 584,600

477,600 533,400 585,500

478,100 534,300

478,600 535,200

479,100 536,100

479,500 536,900

480,100 537,800

480,500 538,700

481,000 539,600

481,500 540,400

482,100

482,700

483,100

483,600

484,200

484,800

485,400

485,900

 再任用
 職員

 294,800 337,300 391,900 465,300 565,500

備考　この表は、病院、診療所、保健所等に勤務する医師及び歯科医師で人事委員会規則で定めるものに適用する。

92

93

94

95

96

97

86

87

88

89

90

91

80

81

82

83

84

85

74

75

76

77

78

79

68

69

70

71

72

73

62

63

64

65

66

67

56

57

58

59

60

61

50

51

52

53

54

55
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第3168号

別表第九　医療職給料表（二）（第四条関係）

 職務の級 
1　級 2　級 3　級 4　級 5　級 6　級 7　級 8　級

給　料
月　額

給　料
月　額

給　料
月　額

給　料
月　額

給　料
月　額

給　料
月　額

給　料
月　額

給　料
月　額

  円  円  円  円  円  円  円  円 

142,900 180,900 216,200 242,800 276,600 324,800 370,000 436,400

144,300 182,500 217,800 244,200 278,700 326,800 372,700 439,000

145,700 184,100 219,400 245,500 280,900 329,000 375,400 441,500

147,100 185,700 221,000 246,900 283,100 331,200 378,100 444,100

148,300 187,200 222,400 248,200 285,400 333,200 380,500 446,500

150,100 188,800 224,100 249,500 287,500 335,400 383,200 449,000

151,800 190,400 225,600 250,800 289,700 337,500 385,800 451,500

153,500 191,900 227,200 252,100 291,900 339,700 388,500 454,000

155,200 193,500 228,700 253,500 293,900 341,700 390,600 456,400

156,900 195,300 230,200 254,600 296,100 343,900 392,900 458,800

158,600 196,900 231,600 255,800 298,200 346,100 395,100 461,400

160,400 198,600 233,000 257,000 300,400 348,200 397,300 463,900

161,900 200,200 234,800 258,300 302,600 349,900 399,400 466,400

163,800 201,800 236,200 260,000 304,600 351,900 401,400 467,900

165,900 203,400 237,500 261,600 306,700 353,800 403,500 469,200

167,800 205,000 238,900 263,200 308,700 355,800 405,600 470,500

169,700 206,500 240,200 264,800 310,900 357,800 407,400 471,700

171,600 208,200 241,500 266,700 312,900 359,800 409,400 473,000

173,400 209,900 242,800 268,500 315,100 361,800 411,300 474,300

175,300 211,600 244,100 270,400 317,200 363,800 413,400 475,600

177,200 212,900 245,500 272,200 319,100 365,600 415,200 476,800

178,700 214,400 246,600 274,000 321,100 367,600 416,800 478,200

180,200 215,800 247,800 275,900 323,000 369,700 418,400 479,600

181,700 217,300 249,000 277,700 325,000 371,800 419,900 480,800

183,300 218,700 250,200 279,500 327,000 373,200 421,400 482,200

184,800 220,100 251,800 281,400 328,900 375,100 422,700 483,500

186,300 221,500 253,300 283,300 330,900 376,900 424,000 484,900

187,700 222,800 254,900 285,200 332,900 378,600 425,300 486,300

189,300 224,400 256,400 287,200 334,500 380,400 426,600 487,700

190,600 225,800 258,200 289,100 336,300 381,900 427,800 488,800

191,900 227,400 260,000 290,900 338,000 383,500 429,000 489,900

193,200 228,800 261,700 292,800 339,800 385,200 430,100 491,000

194,700 230,300 263,200 294,600 341,600 386,500 431,300 492,100

196,100 231,700 265,000 296,300 343,500 387,800 432,500 493,100

197,500 232,900 266,700 298,100 345,400 389,100 433,800 494,000

198,900 234,200 268,500 299,900 347,200 390,300 435,000 494,900

200,000 235,700 270,000 301,400 349,000 391,400 436,300 495,900

201,300 237,000 271,700 303,100 350,700 392,600 437,100

202,600 238,300 273,400 304,800 352,300 393,700 437,500

203,900 239,700 275,100 306,400 354,000 394,800 438,200

205,100 241,000 276,800 308,200 355,200 395,600 438,700

206,300 242,400 278,400 309,900 356,300 396,400 439,100

207,500 243,700 280,100 311,500 357,500 397,200 439,500

208,700 244,800 281,800 313,200 358,700 398,000 439,900

209,900 246,000 283,400 314,500 359,900 398,400 440,300

211,000 247,500 285,200 315,900 360,700 399,000 440,700

212,100 249,100 286,900 317,400 361,900 399,500 441,100

213,200 250,600 288,500 319,000 363,000 399,900 441,400

214,300 252,200 289,900 320,500 364,000 400,300 441,700

44

45

46

47

48

49

38

39

40

41

42

43

32

33

34

35

36

37

26

27

28

29

30

31

20

21

22

23

24

25

14

15

16

17

18

19

8

9

10

11

12

13

 職員の

 区分

 
 
 
 
 
 
 

号　給

1

2

3

4

5

6

7
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215,300 253,600 291,500 321,800 365,000 400,600 442,100

216,300 255,100 293,000 323,000 366,000 400,900 442,400

217,300 256,500 294,600 324,300 367,000 401,200 442,700

218,100 257,600 296,000 325,400 367,800 401,500 443,000

219,100 259,000 297,500 326,400 368,600 401,800 443,400

220,000 260,400 298,900 327,500 369,500 402,100 443,700

221,000 261,800 300,400 328,500 370,400 402,400 444,000

221,800 262,800 301,700 329,000 370,900 402,700 444,300

222,700 264,100 302,900 329,900 371,700 403,000 444,700

223,600 265,400 304,200 330,700 372,500 403,400 445,000

224,600 266,700 305,600 331,600 373,400 403,800 445,300

225,500 267,700 306,900 332,400 373,800 404,000 445,600

226,500 268,900 308,100 332,700 374,500 404,300 446,000

227,500 270,200 309,400 333,300 375,200 404,600 446,300

228,600 271,500 310,600 334,000 375,900 404,900 446,600

229,300 272,500 312,000 334,600 376,300 405,100 446,900

230,200 273,600 312,800 335,300 376,900 405,400

231,100 274,700 313,700 336,000 377,600 405,700

232,000 275,800 314,500 336,700 378,200 406,000

232,700 276,900 315,100 337,400 378,600 406,200

233,400 277,900 315,800 337,900 379,100 406,500

234,100 279,000 316,500 338,500 379,600 406,800

234,800 280,100 317,100 339,100 380,100 407,100

235,500 281,000 317,800 339,400 380,700 407,300

236,300 281,700 318,000 340,000 381,200 407,600

237,100 282,300 318,600 340,500 381,800 407,900

237,900 283,100 319,200 341,100 382,400 408,200

238,500 284,000 319,800 341,600 382,900 408,400

239,100 284,600 320,300 342,100 383,400 408,700

239,700 285,200 320,800 342,600 383,900 409,000

240,300 285,800 321,300 343,000 384,400 409,300

240,700 286,500 321,900 343,300 384,700 409,500

241,100 287,000 322,400 343,700 385,200 409,800

241,500 287,400 322,800 344,100 385,600 410,100

241,900 287,800 323,300 344,400 386,000 410,400

242,300 288,000 323,800 344,900 386,400 410,600

288,200 324,200 345,200 386,900 410,900

288,400 324,400 345,500 387,300 411,200

288,600 324,800 345,800 387,700 411,500

289,000 325,200 346,200 388,100 411,700

289,200 325,600 346,500 388,600

289,400 326,000 346,900 389,000

289,600 326,400 347,200 389,400

290,000 326,700 347,600 389,800

290,200 326,900 347,900

290,400 327,300 348,200

290,700 327,600 348,500

291,100 327,800 348,800

291,400 328,100 349,200

291,600 328,400 349,600

291,900 328,700 350,000

292,200 328,900 350,500

292,400 329,200 350,900

292,600 329,600 351,300

292,900 329,800 351,700

293,200 329,900 352,200

104

105

98

99

100

101

102

103

92

93

94

95

96

97

86

87

88

89

90

91

80

81

82

83

84

85

74

75

76

77

78

79

68

69

70

71

72

73

62

63

64

65

66

67

56

57

58

59

60

61

50

51

52

53

54

55
 再任用
 
 職員以
 
 外の職
 
 員
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330,200

330,600

330,800

331,000

331,400

331,800

332,200

332,400

 再任用
 職員

 187,000 213,700 242,000 255,500 280,700 321,600 363,900 425,600

113

備考 この表は、病院、診療所、保健所等に勤務する薬剤師、栄養士その他の職員で人事委員会規則で定めるものに

106

107

108

　　　適用する。

109

110

111

112
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第3168号

別表第十　医療職給料表（三）（第四条関係）

 職務の級 
1　級 2　級 3　級 4　級 5　級 6　級 7　級

給　料
月　額

給　料
月　額

給　料
月　額

給　料
月　額

給　料
月　額

給　料
月　額

給　料
月　額

  円  円  円  円  円  円  円 

156,100 183,500 232,200 255,700 282,400 328,000 373,000

157,500 185,600 234,000 256,700 284,400 330,200 375,700

159,000 187,700 235,800 257,700 286,400 332,300 378,400

160,400 189,800 237,600 258,800 288,400 334,500 381,000

161,800 191,900 239,000 259,800 290,200 336,700 383,200

163,300 194,300 240,400 260,900 292,000 338,800 385,600

164,900 196,600 241,600 261,800 293,900 341,000 387,900

166,400 198,900 242,900 262,900 295,800 343,100 390,200

167,700 201,300 244,100 264,200 297,700 344,900 392,200

169,400 202,700 245,200 265,000 299,600 346,900 394,300

171,000 204,100 246,200 266,300 301,400 348,800 396,500

172,600 205,500 247,300 267,600 303,300 350,800 398,800

174,100 206,900 248,600 268,900 305,000 352,900 400,700

176,100 208,400 249,700 270,400 306,700 355,000 402,700

178,100 209,900 250,700 271,700 308,500 357,100 405,000

180,100 211,200 251,700 273,200 310,300 359,100 407,200

182,300 212,600 252,700 274,600 312,200 361,100 409,200

184,400 214,100 253,700 276,100 313,900 363,100 411,400

186,500 215,600 254,900 277,500 315,600 365,200 413,600

188,600 217,100 255,900 279,000 317,300 367,300 415,700

190,700 218,500 256,900 280,600 318,800 369,000 417,600

192,900 220,200 257,900 282,200 320,400 371,100 419,500

195,200 221,900 259,000 283,800 322,000 373,200 421,300

197,400 223,600 260,100 285,300 323,500 375,300 423,200

199,500 225,100 261,300 286,600 325,200 377,300 424,900

200,800 226,800 262,800 288,400 326,600 378,900 426,500

202,100 228,500 264,100 290,200 328,100 380,800 428,200

203,400 230,200 265,500 291,900 329,700 382,700 429,800

204,600 231,800 266,900 293,500 331,100 384,500 431,100

205,800 233,200 268,500 295,200 332,600 386,200 432,400

207,100 234,500 270,100 296,800 334,000 388,100 434,100

208,300 235,700 271,600 298,500 335,500 389,900 435,600

209,600 237,100 273,200 300,000 337,200 391,600 437,300

210,900 238,200 274,700 301,500 338,700 393,300 438,900

212,200 239,200 276,100 303,100 340,300 395,100 440,300

213,500 240,400 277,500 304,700 341,800 396,800 441,700

214,900 241,600 279,100 306,200 343,600 398,400 442,800

216,300 242,700 280,500 307,700 345,200 400,100 444,100

217,700 243,700 282,000 309,300 346,700 401,900 445,400

219,100 244,800 283,400 310,900 348,300 403,800 446,800

220,200 245,700 285,100 312,500 349,500 405,300 447,800

221,600 246,700 286,700 314,000 351,000 406,800 448,500

223,000 247,700 288,200 315,400 352,500 408,300 449,300

224,500 248,700 289,800 316,900 353,900 409,600 449,900

225,700 249,700 291,200 318,000 355,500 410,700 450,800

227,100 250,700 292,600 319,400 356,500 411,800 451,500

228,400 251,800 294,100 320,800 358,000 412,900 452,300

229,700 252,900 295,600 322,300 359,300 414,100 453,100

230,800 254,000 296,900 323,500 360,700 415,400 453,800

44

45

46

47

48

49

38

39

40

41

42

43

32

33

34

35

36

37

26

27

28

29

30

31

20

21

22

23

24

25

14

15

16

17

18

19

8

9

10

11

12

13

 職員の

 区分
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2

3
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231,900 255,400 298,200 324,900 362,100 416,500 454,500

233,100 256,600 299,600 326,200 363,400 417,700 455,200

234,200 257,900 301,000 327,500 364,800 418,800 456,000

235,400 259,200 302,500 328,900 366,300 420,000 456,800

236,500 260,800 303,800 330,300 367,500 421,000 457,600

237,600 262,300 305,200 331,700 368,600 422,100 458,300

238,600 263,800 306,600 333,000 369,800 423,200 459,000

239,700 265,400 307,700 333,900 370,900 424,300 459,800

240,800 267,000 308,900 335,200 371,800 424,800

241,700 268,500 310,200 336,400 372,800 425,400

242,700 270,100 311,600 337,700 373,900 425,800

243,800 271,500 312,700 338,800 374,500 426,400

244,800 273,000 314,100 339,700 375,300 426,900

245,800 274,500 315,400 340,900 376,100 427,300

246,900 275,900 316,600 342,200 376,900 427,800

247,800 277,500 317,900 343,300 377,600 428,400

249,000 279,000 319,200 344,600 378,300 428,800

250,200 280,500 320,500 345,800 379,100 429,100

251,200 282,000 321,800 346,900 379,800 429,400

252,100 283,200 322,500 347,900 380,400 429,800

253,300 284,800 323,600 348,900 381,000 430,200

254,700 286,300 324,700 350,000 381,700 430,500

255,900 287,700 325,600 351,100 382,300 430,800

257,300 288,900 326,900 351,900 383,000 431,200

258,600 290,300 327,600 353,000 383,500 431,600

259,900 291,700 328,700 354,100 384,100 431,900

261,200 293,000 329,900 355,200 384,600 432,200

262,200 294,500 331,000 355,900 385,000 432,600

263,300 295,800 332,200 356,700 385,600 433,100

264,600 297,000 333,300 357,500 386,100 433,400

265,900 298,300 334,500 358,200 386,400 433,700

267,000 299,100 335,600 358,800 386,700 434,100

268,000 300,300 336,700 359,300 387,200 434,500

269,100 301,500 337,700 359,900 387,600 434,800

270,200 302,700 338,800 360,400 387,900 435,100

271,100 303,800 339,700 361,000 388,200 435,500

272,000 305,000 340,700 361,500 388,700 435,900

273,100 306,200 341,600 362,100 389,200 436,200

274,200 307,300 342,600 362,600 389,600 436,500

275,200 308,600 343,700 363,000 389,900 436,900

276,100 309,800 344,500 363,400 390,300 437,300

277,100 311,000 345,300 364,000 390,800 437,600

278,100 312,200 346,100 364,500 391,200 437,900

279,100 313,000 346,700 364,800 391,600 438,300

280,100 313,800 347,300 365,300 438,700

281,000 314,500 348,000 365,700 439,000

282,000 315,100 348,600 366,000 439,300

282,900 315,800 349,000 366,600 439,700

283,800 316,100 349,400 367,100

284,500 316,700 349,900 367,600

285,400 317,400 350,300 368,100

286,200 317,800 350,800 368,700

287,000 318,400 351,200 369,200

287,800 319,000 351,700 369,700

288,600 319,600 352,100 370,100

289,300 320,000 352,400 370,700

104

105

98

99

100

101

102

103

92

93

94

95

96

97

86

87

88

89

90

91

80

81

82

83

84

85

74

75

76

77

78

79

68

69

70

71

72

73

62

63

64

65

66

67

56

57

58

59

60

61

50

51

52

53

54

55

 再任用
 
 職員以
 
 外の職
 
 員



平成27年３月24日　　　　　火曜日　　　　愛  知  県  公  報

-67-

第3168号

289,800 320,500 352,900 371,200

290,300 321,000 353,300 371,700

290,800 321,500 353,600 372,200

291,000 321,900 354,100 372,800

291,300 322,300 354,600 373,200

291,500 322,600 355,100 373,800

291,900 322,900 355,600 374,300

292,200 323,300 356,100 374,900

292,400 323,700 356,600

292,800 324,100 357,100

293,100 324,400 357,500

293,400 324,600 357,900

293,700 324,900 358,300

294,000 325,300 358,800

294,400 325,500 359,300

294,700 325,700 359,700

295,100 326,000 360,200

295,400 326,300 360,700

295,800 326,600 361,200

296,000 326,800 361,500

296,200 327,100

296,500 327,500

296,900 327,700

297,100 327,800

297,400 328,100

297,800 328,500

298,200 328,700

298,400 329,000

298,700 329,400

299,100 329,800

299,400 330,200

299,600 330,500

299,900 330,900

300,300 331,300

300,600 331,700

300,800 332,000

301,200 332,400

301,600 332,700

301,900 333,100

302,000 333,400

302,300 333,800

302,600 334,200

303,000 334,600

303,200 334,900

303,400 335,300

303,700 335,700

304,000 336,100

304,400 336,400

304,600

304,800

305,100

305,400

305,700

306,000

306,300

306,700

158

159

160

161

152

153

154

155

156

157

146

147

148

149

150

151

140

141

142

143

144

145

134

135

136

137

138

139

128

129

130

131

132

133

122

123

124

125

126

127

116

117

118

119

120

121

110

111

112

113

114

115

106

107

108

109
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307,000

307,300

307,600

308,000

308,300

308,600

308,900

309,300

 再任用
 職員

 233,500 254,000 261,200 271,400 287,800 325,000 369,500

備考 この表は、病院、診療所、保健所等に勤務する保健師、助産師、看護師、准看護師その他の職員で人事委員会
　　　規則で定めるものに適用する。

163

164

165

166

167

168

162

169
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別表第十一　福祉職給料表（第四条関係）

 職務の級 
1　級 2　級 3　級 4　級 5　級 6　級

給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

  円  円  円  円  円  円 

151,200 201,500 247,900 269,900 316,900 361,300

152,400 203,300 249,500 271,700 319,100 363,900

153,600 205,100 251,100 273,500 321,400 366,400

154,800 206,800 252,700 275,200 323,600 369,000

155,800 208,500 254,200 277,000 325,900 371,100

157,300 210,300 255,600 279,200 327,900 373,700

158,700 212,100 257,100 281,500 330,100 376,100

160,100 213,800 258,600 283,900 332,300 378,600

161,400 215,700 259,900 286,000 334,400 381,100

162,800 217,200 261,400 288,200 336,600 383,800

164,300 218,700 262,900 290,500 338,700 386,400

165,800 220,200 264,100 292,700 340,900 389,100

167,300 221,700 265,400 294,700 342,900 391,500

168,800 223,300 267,300 297,000 345,000 393,800

170,300 225,000 269,100 299,300 347,100 396,000

171,800 226,600 271,000 301,600 349,100 398,400

173,400 228,000 272,700 303,700 351,000 400,200

175,200 229,600 274,600 306,000 353,000 402,200

176,900 231,100 276,500 308,200 354,900 404,200

178,600 232,600 278,300 310,500 356,800 406,000

180,200 233,900 279,900 312,700 358,800 407,900

181,900 235,400 281,700 314,900 360,700 409,700

183,600 236,800 283,400 317,100 362,700 411,500

185,300 238,400 285,300 319,200 364,600 413,400

186,900 239,900 287,200 321,300 366,600 415,200

188,700 241,600 288,900 323,300 368,500 416,700

190,500 243,200 290,700 325,400 370,500 418,200

192,200 244,900 292,500 327,400 372,500 419,800

194,000 246,400 294,100 329,400 374,100 421,400

195,600 247,800 295,800 331,500 375,900 422,700

197,100 249,300 297,500 333,500 377,700 424,000

198,500 250,800 299,100 335,600 379,300 425,200

200,000 252,300 300,700 337,400 381,100 426,400

201,300 253,600 302,300 339,300 382,500 427,700

202,600 255,100 303,800 341,300 384,000 429,000

203,900 256,500 305,400 343,200 385,600 430,200

205,200 257,900 307,100 344,800 387,000 431,400

206,600 259,700 308,600 346,700 388,200 432,200

208,000 261,300 310,200 348,600 389,400 433,100

209,400 263,000 311,800 350,400 390,500 433,900

210,400 264,500 313,200 352,300 391,600 434,500

211,600 266,200 314,900 354,100 392,800 435,200

212,700 267,800 316,500 355,900 394,000 435,900

213,900 269,400 318,000 357,600 395,100 436,600

214,800 271,100 319,300 359,400 395,800 437,400

215,900 272,700 320,500 360,800 396,500 438,200

217,000 274,400 321,700 362,300 397,200 438,600

218,000 276,100 322,900 363,700 397,900 439,300

219,000 277,600 323,900 364,700 398,500 439,800

44

45

46

47

48

49

38

39

40

41

42

43

32

33

34

35

36

37

26

27

28

29

30

31

20

21

22

23

24

25

14

15

16

17

18

19

8

9

10

11

12

13

 職員の

 区分

 
 
 
 
 
 
 

号　給

1

2

3

4

5

6

7
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220,100 279,200 324,900 365,800 399,100 440,200

221,300 280,800 325,800 366,900 399,600 440,600

222,100 282,300 326,800 368,000 400,000 441,000

223,000 284,100 327,700 368,900 400,400 441,400

224,200 285,600 328,400 369,500 400,700 441,800

225,100 287,000 329,200 370,300 401,000 442,200

226,100 288,500 330,000 371,100 401,300 442,500

227,000 290,000 330,600 371,900 401,600 442,800

227,900 291,400 331,100 372,700 401,900 443,200

228,900 292,900 331,700 373,600 402,200 443,500

229,900 294,400 332,200 374,400 402,500 443,800

230,900 295,700 332,700 375,300 402,800 444,100

232,000 297,200 332,900 376,000 403,200

233,000 298,600 333,500 376,700 403,500

233,900 300,100 334,100 377,400 403,800

234,800 301,300 334,400 377,700 404,100

235,900 302,600 334,900 378,300 404,400

237,100 303,800 335,400 378,900 404,700

238,300 305,100 335,900 379,600 405,000

239,300 306,100 336,400 380,000 405,200

240,400 307,200 336,900 380,700 405,500

241,500 308,400 337,300 381,300 405,800

242,500 309,600 337,800 381,900 406,100

243,300 310,900 338,000 382,300 406,300

244,400 311,600 338,500 382,900 406,600

245,500 312,300 339,000 383,500 406,900

246,600 312,900 339,500 384,100 407,100

247,500 313,800 339,800 384,500 407,300

248,500 314,500 340,200 385,000 407,600

249,500 315,200 340,700 385,500 407,900

250,500 315,900 341,100 386,100 408,100

251,500 316,200 341,300 386,600 408,300

252,300 316,500 341,600 387,000 408,600

253,300 317,100 342,100 387,400 408,900

254,400 317,400 342,500 387,800 409,100

255,200 317,800 342,800 388,000 409,300

256,000 318,100 343,100 388,200

256,900 318,500 343,700 388,500

257,800 318,800 344,100 388,800

258,500 319,300 344,400 389,000

259,300 319,700 344,800 389,300

260,100 320,000 345,200 389,600

260,900 320,300 345,400 389,800

261,600 320,800 345,700 390,000

262,300 321,200

262,800 321,400

263,500 321,800

264,200 322,200

264,900 322,600

265,600 323,000

266,300 323,400

266,800 323,600

267,300 323,900

267,700 324,200

268,200 324,500

268,300 324,900

104

105

98

99

100

101

102

103

92

93

94

95

96

97

86

87

88

89

90

91

80

81

82

83

84

85

74

75

76

77

78

79

68

69

70

71

72

73

62

63

64

65

66

67

56

57

58

59

60

61

50

51

52

53

54

55

 再任用
 
 職員以
 
 外の職
 
 員
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268,600 325,100

268,900 325,400

269,200 325,800

269,600 326,200

269,900 326,500

270,300 326,900

270,600 327,200

270,900 327,500

271,200 327,900

271,500 328,200

271,900 328,400

272,200 328,500

272,500 328,900

272,900 329,300

273,300 329,700

273,500 329,900

273,700

274,100

274,400

274,600

274,900

275,300

275,700

275,900

276,300

276,700

277,000

277,200

277,500

277,900

278,200

278,400

278,700

279,000

279,300

279,500

279,700

279,900

280,200

280,600

280,800

281,100

281,400

281,700

281,900

282,200

282,400

282,700

 再任用
 職員

 199,900 239,500 253,900 287,100 313,900 355,700

　　　事する職員で人事委員会規則で定めるものに適用する。

145

146

147

148

149

143

144

151

152

153

備考 この表は、児童福祉施設等で人事委員会規則で定めるものに勤務し、入所者の指導、保育、介護等の業務に従

134

135

136

137

138

150

139

140

141

142

128

129

130

131

132

133

122

123

124

125

126

127

116

117

118

119

120

121

110

111

112

113

114

115

106

107

108

109
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別
表

第
十

二
　

指
定

職
給

料
表

（
第

四
条

関
係

）

給
料

月
額

円

70
7,

00
0

76
2,

00
0

81
9,

00
0

89
7,

00
0

96
7,

00
0

1,
03

7,
00

0

1,
10

9,
00

0

1,
17

7,
00

0

備
考

　
こ

の
表

は
、

次
に

掲
げ

る
職

員
に

適
用

す
る

。
⑴

　
愛

知
県

心
身

障
害

者
コ

ロ
ニ

ー
の

総
長

⑵
　

愛
知

県
部

局
設

置
条

例
（

平
成

11
年

愛
知

県
条

例
第

48
号

）
第

１
条

に
規

定
す

る
部

及
び

局
の

長
そ

の
他

の
職

に
あ

る
職

員
で

人
事

委
員

会
規

則
で

定
め

る
も

の

号
給

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８

（ 一 般 職 の 任 期 付 研 究 員 の 採 用 等 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 二 条　 一 般 職 の 任 期 付 研 究 員 の 採 用 等 に 関 す る 条 例 （ 平 成 十 三 年 愛 知 県 条 例 第 六 十 三 号 ） の 一

部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　　 第 五 条 第 一 項 の 表 を 次 の よ う に 改 め る 。

給
料

月
額 円

39
3,

00
0

45
3,

00
0

51
5,

00
0

59
5,

00
0

69
3,

00
0

79
1,

00
0

号
給

１ ２ ３ ４ ５ ６

　　 第 五 条 第 二 項 の 表 を 次 の よ う に 改 め る 。

給
料

月
額 円

32
7,

00
0

36
3,

00
0

39
1,

00
0

号
給

１ ２ ３
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　 （ 一 般 職 の 任 期 付 職 員 の 採 用 等 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 三 条　 一 般 職 の 任 期 付 職 員 の 採 用 等 に 関 す る 条 例 （ 平 成 十 四 年 愛 知 県 条 例 第 五 十 八 号 ） の 一 部

を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　　 第 七 条 第 一 項 の 表 を 次 の よ う に 改 め る 。

給
料

月
額 円

37
1,

00
0

41
9,

00
0

47
1,

00
0

53
2,

00
0

60
8,

00
0

71
0,

00
0

83
0,

00
0

号
給

1 2 3 4 5 6 7

　 （ 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 四 条　 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 （ 平 成 十 八 年 愛 知 県 条 例 第 十 二 号 ） の

一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　 附 則 第 八 項 中 「 が 同 日 」 を 「 （ 平 成 二 十 七 年 四 月 一 日 以 後 に あ っ て は 、 同 年 三 月 三 十 一 日 に お

い て そ の 者 が 受 け て い た 給 料 月 額 に 百 分 の 九 十 八 ・ 七 四 を 乗 じ て 得 た 額 と し 、 そ の 額 に 一 円 未

満 の 端 数 を 生 じ た と き は こ れ を 切 り 捨 て た 額 と す る 。 ） が 施 行 日 の 前 日 」 に 、 「 給 料 月 額 （ 」 を

「 給 料 月 額 （ 同 年 四 月 一 日 以 後 に あ っ て は 、 当 該 給 料 月 額 に 百 分 の 九 十 八 ・ 七 四 を 乗 じ て 得 た

額 と し 、 そ の 額 に 一 円 未 満 の 端 数 を 生 じ た と き は こ れ を 切 り 捨 て た 額 と す る 。 ） （ 」 に 改 め 、 同

項 第 一 号 中 「 百 分 の 九 十 九 ・ 七 八 」 の 下 に 「 （ 平 成 二 十 七 年 四 月 一 日 以 後 に あ っ て は 、 百 分 の 九

十 八 ・ 五 二 ） 」 を 加 え 、 同 項 第 二 号 中 「 百 分 の 九 十 九 ・ 六 八 」 の 下 に 「 （ 平 成 二 十 七 年 四 月 一 日

以 後 に あ っ て は 、 百 分 の 九 十 八 ・ 四 二 ） 」 を 加 え る 。

　　　 附　 則

　 （ 施 行 期 日 ）

１　 こ の 条 例 は 、 平 成 二 十 七 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

　 （ 施 行 日 前 の 異 動 者 の 号 給 の 調 整 ）

２　 こ の 条 例 の 施 行 の 日 （ 以 下 「 施 行 日 」 と い う 。 ） 前 に 職 務 の 級 を 異 に し て 異 動 し た 職 員 及 び 人

事 委 員 会 の 定 め る こ れ に 準 ず る 職 員 の 施 行 日 に お け る 号 給 に つ い て は 、 そ の 者 が 施 行 日 に お い

て 職 務 の 級 を 異 に す る 異 動 等 を し た も の と し た 場 合 と の 権 衡 上 必 要 と 認 め ら れ る 限 度 に お い て 、

人 事 委 員 会 の 定 め る と こ ろ に よ り 、 必 要 な 調 整 を 行 う こ と が で き る 。

　 （ 給 料 の 切 替 え に 伴 う 経 過 措 置 ）

３　 施 行 日 の 前 日 か ら 引 き 続 き 同 一 の 給 料 表 の 適 用 を 受 け る 職 員 で 、 そ の 者 の 受 け る 給 料 月 額 が

同 日 に お い て 受 け て い た 給 料 月 額 に 百 分 の 九 十 八 ・ 七 四 を 乗 じ て 得 た 額 （ そ の 額 に 一 円 未 満 の

端 数 を 生 じ た と き は 、 こ れ を 切 り 捨 て た 額 ） に 達 し な い こ と と な る も の （ 人 事 委 員 会 規 則 で 定
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め る 職 員 を 除 く 。 ） に は 、 平 成 三 十 年 三 月 三 十 一 日 ま で の 間 、 給 料 月 額 の ほ か 、 そ の 差 額 に 相 当

す る 額 （ 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 （ 以 下 「 給 与 条 例 」 と い う 。 ） 附 則 第 十 四 項 の 規 定 に よ り 給 与

が 減 ぜ ら れ て 支 給 さ れ る 職 員 に あ っ て は 、 当 該 額 に 百 分 の 九 十 八 ・ 五 を 乗 じ て 得 た 額 と す る 。 ）

を 給 料 と し て 支 給 す る 。

４　 施 行 日 の 前 日 か ら 引 き 続 き 給 料 表 の 適 用 を 受 け る 職 員 （ 前 項 に 規 定 す る 職 員 を 除 く 。 ） に つ い

て 、 同 項 の 規 定 に よ る 給 料 を 支 給 さ れ る 職 員 と の 権 衡 上 必 要 が あ る と 認 め ら れ る と き は 、 当 該

職 員 に は 、 人 事 委 員 会 規 則 の 定 め る と こ ろ に よ り 、 同 項 の 規 定 に 準 じ て 、 給 料 を 支 給 す る 。

５　 施 行 日 以 降 に 新 た に 給 料 表 の 適 用 を 受 け る こ と と な っ た 職 員 に つ い て 、 任 用 の 事 情 等 を 考 慮

し て 前 二 項 の 規 定 に よ る 給 料 を 支 給 さ れ る 職 員 と の 権 衡 上 必 要 が あ る と 認 め ら れ る と き は 、 当

該 職 員 に は 、 人 事 委 員 会 規 則 の 定 め る と こ ろ に よ り 、 前 二 項 の 規 定 に 準 じ て 、 給 料 を 支 給 す る 。

６　 前 三 項 の 規 定 に よ る 給 料 を 支 給 さ れ る 職 員 に 関 す る 給 与 条 例 第 二 十 条 第 五 項 （ 給 与 条 例 第 二

十 一 条 第 四 項 に お い て 準 用 す る 場 合 及 び 職 員 の 育 児 休 業 等 に 関 す る 条 例 （ 平 成 四 年 愛 知 県 条 例

第 二 号 ） 第 十 八 条 の 規 定 に よ り 読 み 替 え て 適 用 す る 場 合 を 含 む 。 以 下 こ の 項 に お い て 同 じ 。 ） 、

第 二 十 三 条 第 二 項 及 び 第 二 十 四 条 第 二 項 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 給 与 条 例 第 二 十 条 第 五 項 中

「 給 料 月 額 」 と あ る の は 「 給 料 月 額 と 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 （ 平 成

二 十 七 年 愛 知 県 条 例 第 十 四 号 。 以 下 「 平 成 二 十 七 年 改 正 条 例 」 と い う 。 ） 附 則 第 三 項 か ら 第 五 項

ま で の 規 定 に よ る 給 料 の 額 と の 合 計 額 」 と 、 給 与 条 例 第 二 十 三 条 第 二 項 及 び 第 二 十 四 条 第 二 項

中 「 給 料 月 額 」 と あ る の は 「 給 料 月 額 と 平 成 二 十 七 年 改 正 条 例 附 則 第 三 項 か ら 第 五 項 ま で の 規

定 に よ る 給 料 の 額 と の 合 計 額 」 と す る 。

７　 附 則 第 三 項 か ら 第 五 項 ま で の 規 定 に よ る 給 料 を 支 給 さ れ る 職 員 に 関 す る 次 に 掲 げ る 条 例 の 規

定 の 適 用 に つ い て は 、 こ れ ら の 規 定 中 「 給 料 月 額 」 と あ る の は 、 「 給 料 月 額 と 職 員 の 給 与 に 関 す

る 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 （ 平 成 二 十 七 年 愛 知 県 条 例 第 十 四 号 ） 附 則 第 三 項 か ら 第 五 項 ま

で の 規 定 に よ る 給 料 の 額 と の 合 計 額 」 と す る 。

一　 義 務 教 育 諸 学 校 等 の 教 育 職 員 の 給 与 等 に 関 す る 特 別 措 置 条 例 （ 昭 和 四 十 六 年 愛 知 県 条 例 第

五 十 五 号 ） 第 三 条 第 一 項

二　 一 般 職 の 任 期 付 研 究 員 の 採 用 等 に 関 す る 条 例 第 五 条 第 五 項

三　 一 般 職 の 任 期 付 職 員 の 採 用 等 に 関 す る 条 例 第 七 条 第 四 項

８　 附 則 第 三 項 か ら 第 五 項 ま で の 規 定 に よ る 給 料 を 支 給 さ れ る 職 員 の う ち 、 職 員 の 給 与 に 関 す る

条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 （ 平 成 十 八 年 愛 知 県 条 例 第 十 二 号 ） 附 則 第 八 項 か ら 第 十 項 ま で の

規 定 に よ る 給 料 を 支 給 さ れ る も の に つ い て は 、 同 条 例 附 則 第 十 一 項 及 び 第 十 二 項 の 規 定 は 、 適

用 し な い 。

９　 前 項 に 規 定 す る 職 員 に 関 す る 附 則 第 六 項 及 び 第 七 項 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 こ れ ら の 規 定

中 次 の 表 の 中 欄 に 掲 げ る 字 句 は 、 そ れ ぞ れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 字 句 に 読 み 替 え る も の と す る 。
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規 定 読 み 替 え ら れ る 字 句 読 み 替 え る 字 句

附 則 第 六 項 と 職 員 の 給 与 に 関 す る

条 例 等 の 一 部 を 改 正 す

る 条 例 （ 平 成 二 十 七 年

愛 知 県 条 例 第 十 四 号 。

以 下 「 平 成 二 十 七 年 改

正 条 例 」 と い う 。 ） 附 則

第 三 項 か ら 第 五 項 ま で

の 規 定 に よ る 給 料 の 額

と の

並 び に 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 等 の 一 部 を

改 正 す る 条 例 （ 平 成 十 八 年 愛 知 県 条 例 第 十 二

号 。 以 下 「 平 成 十 八 年 改 正 条 例 」 と い う 。 ）

附 則 第 八 項 か ら 第 十 項 ま で の 規 定 に よ る 給

料 の 額 及 び 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 等 の 一

部 を 改 正 す る 条 例 （ 平 成 二 十 七 年 愛 知 県 条 例

第 十 四 号 。 以 下 「 平 成 二 十 七 年 改 正 条 例 」

と い う 。 ） 附 則 第 三 項 か ら 第 五 項 ま で の 規 定

に よ る 給 料 の 額 の

と 平 成 二 十 七 年 改 正 条

例 附 則 第 三 項 か ら 第 五

項 ま で の 規 定 に よ る 給

料 の 額 と の

並 び に 平 成 十 八 年 改 正 条 例 附 則 第 八 項 か ら

第 十 項 ま で の 規 定 に よ る 給 料 の 額 及 び 平 成

二 十 七 年 改 正 条 例 附 則 第 三 項 か ら 第 五 項 ま

で の 規 定 に よ る 給 料 の 額 の

附 則 第 七 項 と 職 員 の 給 与 に 関 す る

条 例 等 の 一 部 を 改 正 す

る 条 例 （ 平 成 二 十 七 年

愛 知 県 条 例 第 十 四 号 ） 附

則 第 三 項 か ら 第 五 項 ま

で の 規 定 に よ る 給 料 の

額 と の

並 び に 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 等 の 一 部 を

改 正 す る 条 例 （ 平 成 十 八 年 愛 知 県 条 例 第 十 二

号 ） 附 則 第 八 項 か ら 第 十 項 ま で の 規 定 に よ る

給 料 の 額 及 び 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 等 の

一 部 を 改 正 す る 条 例 （ 平 成 二 十 七 年 愛 知 県 条

例 第 十 四 号 ） 附 則 第 三 項 か ら 第 五 項 ま で の 規

定 に よ る 給 料 の 額 の

　 （ 平 成 三 十 年 三 月 三 十 一 日 ま で の 間 に お け る 地 域 手 当 及 び 単 身 赴 任 手 当 に 関 す る 特 例 ）

10　 平 成 三 十 年 三 月 三 十 一 日 ま で の 間 に お け る 地 域 手 当 及 び 単 身 赴 任 手 当 の 支 給 に 関 す る 次 の

表 の 上 欄 に 掲 げ る 給 与 条 例 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 こ れ ら の 規 定 中 同 表 の 中 欄 に 掲 げ る 字 句

は 、 そ れ ぞ れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 字 句 に 読 み 替 え る も の と す る 。

規 定 読 み 替 え ら れ る 字 句 読 み 替 え る 字 句

第 九 条 の 二 第 二 項 百 分 の 十 ・ 五 百 分 の 十 ・ 五 を 超 え な い 範 囲 内 で 人 事 委 員 会

規 則 で 定 め る 割 合

第 九 条 の 二 第 二 項

第 一 号

百 分 の 二 十 百 分 の 二 十 を 超 え な い 範 囲 内 で 人 事 委 員 会

規 則 で 定 め る 割 合

第 九 条 の 二 第 二 項

第 二 号

百 分 の 十 六 百 分 の 十 六 を 超 え な い 範 囲 内 で 人 事 委 員 会

規 則 で 定 め る 割 合

第 九 条 の 二 第 二 項

第 三 号

百 分 の 十 五 百 分 の 十 五 を 超 え な い 範 囲 内 で 人 事 委 員 会

規 則 で 定 め る 割 合

第 九 条 の 二 第 二 項

第 四 号

百 分 の 十 二 百 分 の 十 二 を 超 え な い 範 囲 内 で 人 事 委 員 会

規 則 で 定 め る 割 合

第 九 条 の 二 第 二 項

第 五 号

百 分 の 十 百 分 の 十 を 超 え な い 範 囲 内 で 人 事 委 員 会 規

則 で 定 め る 割 合

第 九 条 の 二 第 二 項

第 六 号

百 分 の 六 百 分 の 六 を 超 え な い 範 囲 内 で 人 事 委 員 会 規

則 で 定 め る 割 合

第 九 条 の 二 第 二 項

第 七 号

百 分 の 三 百 分 の 三 を 超 え な い 範 囲 内 で 人 事 委 員 会 規

則 で 定 め る 割 合

第 九 条 の 三 百 分 の 十 六 百 分 の 十 六 を 超 え な い 範 囲 内 で 人 事 委 員 会

規 則 で 定 め る 割 合
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第 十 一 条 の 二 第 二

項

三 万 円 三 万 円 を 超 え な い 範 囲 内 で 人 事 委 員 会 規 則

で 定 め る 額

　 （ 地 域 手 当 に 関 す る 経 過 措 置 ）

11　 こ の 条 例 の 施 行 の 際 現 に 給 与 条 例 第 九 条 の 四 第 二 項 の 規 定 の 適 用 を 受 け て い る 職 員 に 対 す

る 当 該 適 用 に 係 る 異 動 等 に 係 る 地 域 手 当 の 支 給 及 び 施 行 日 の 前 日 に お い て 第 一 条 の 規 定 に よ る

改 正 前 の 給 与 条 例 第 九 条 の 二 の 規 定 の 適 用 を 受 け て い る 職 員 （ 同 条 第 一 項 の 人 事 委 員 会 規 則 で

定 め る 地 域 又 は 公 署 に 在 勤 す る 職 員 に 限 る 。 ） が 施 行 日 に そ の 在 勤 す る 地 域 若 し く は 公 署 を 異 に

し て 異 動 し た 場 合 （ 愛 知 県 の 区 域 に 異 動 し た 場 合 を 除 く 。 ） 又 は 当 該 職 員 の 在 勤 す る 公 署 が 施 行

日 に 移 転 し た 場 合 に お け る 当 該 職 員 に 対 す る 当 該 異 動 等 に 係 る 地 域 手 当 の 支 給 に 関 す る 給 与 条

例 第 九 条 の 四 第 二 項 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 同 項 中 「 同 条 第 二 項 各 号 に 定 め る 割 合 を い う 。

以 下 「 異 動 等 前 の 支 給 割 合 」 と あ る の は 「 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 （ 平

成 二 十 七 年 愛 知 県 条 例 第 十 四 号 ） 第 一 条 の 規 定 に よ る 改 正 前 の 第 九 条 の 二 第 二 項 各 号 に 定 め る

割 合 を い う 。 以 下 「 異 動 等 前 の 支 給 割 合 」 と 、 「 同 条 第 一 項 」 と あ る の は 「 第 九 条 の 二 第 一 項 」

と す る 。

　 （ 人 事 委 員 会 規 則 へ の 委 任 ）

12　 附 則 第 二 項 か ら 前 項 ま で に 定 め る も の の ほ か 、 こ の 条 例 の 施 行 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 人 事 委

員 会 規 則 で 定 め る 。

　 （ 職 員 の 特 殊 勤 務 手 当 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 ）

13　 職 員 の 特 殊 勤 務 手 当 に 関 す る 条 例 （ 平 成 十 二 年 愛 知 県 条 例 第 四 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正

す る 。

　　 第 二 十 三 条 第 一 項 中 「 第 十 六 条 の 二 第 一 項 」 の 下 に 「 又 は 第 二 項 」 を 加 え る 。

　 県 吏 員 職 員 退 隠 料 退 職 給 与 金 遺 族 扶 助 料 支 給 規 則 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を こ こ に 公 布 す る 。

　　 平 成 二 十 七 年 三 月 二 十 四 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 愛 知 県 知 事　 大　 村　 秀　 章　　

愛 知 県 条 例 第 十 五 号

　　　 県 吏 員 職 員 退 隠 料 退 職 給 与 金 遺 族 扶 助 料 支 給 規 則 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

　 （ 県 吏 員 職 員 退 隠 料 退 職 給 与 金 遺 族 扶 助 料 支 給 規 則 の 一 部 改 正 ）

第 一 条　 県 吏 員 職 員 退 隠 料 退 職 給 与 金 遺 族 扶 助 料 支 給 規 則 （ 大 正 十 二 年 県 令 第 百 八 号 ） の 一 部 を

次 の よ う に 改 正 す る 。

　　 第 二 条 第 一 項 第 五 号 中 「 第 十 九 条 第 一 項 」 を 「 第 十 八 条 第 一 項 」 に 改 め る 。

　 （ 恩 給 並 び に 他 の 地 方 公 共 団 体 の 退 職 年 金 及 び 退 職 一 時 金 の 基 礎 と な る べ き 在 職 期 間 と 職 員 の

退 隠 料 及 び 退 職 給 与 金 の 基 礎 と な る べ き 在 職 期 間 と の 通 算 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 ）
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第 二 条　 恩 給 並 び に 他 の 地 方 公 共 団 体 の 退 職 年 金 及 び 退 職 一 時 金 の 基 礎 と な る べ き 在 職 期 間 と 職

員 の 退 隠 料 及 び 退 職 給 与 金 の 基 礎 と な る べ き 在 職 期 間 と の 通 算 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 三 十 二 年 愛

知 県 条 例 第 二 十 七 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　　 第 一 条 第 三 項 第 六 号 中 「 第 十 六 条 第 一 項 に 規 定 す る 教 育 長 及 び 同 法 第 十 九 条 第 一 項 」 を 「 第

十 八 条 第 一 項 」 に 改 め 、 同 項 中 第 二 十 三 号 を 第 二 十 四 号 と し 、 第 十 五 号 か ら 第 二 十 二 号 ま で を

一 号 ず つ 繰 り 下 げ 、 第 十 四 号 の 次 に 次 の 一 号 を 加 え る 。

十 五　 地 方 教 育 行 政 の 組 織 及 び 運 営 に 関 す る 法 律 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 平 成 二 十 六 年 法 律

第 七 十 六 号 ） に よ る 改 正 前 の 地 方 教 育 行 政 の 組 織 及 び 運 営 に 関 す る 法 律 第 十 六 条 第 一 項 に

規 定 す る 教 育 長

　　 第 一 条 第 四 項 第 二 号 イ 中 「 第 十 六 条 第 一 項 に 規 定 す る 教 育 長 及 び 同 法 第 十 九 条 第 二 項 」 を 「 第

十 八 条 第 二 項 」 に 改 め 、 同 号 中 リ を ヌ と し 、 ヘ か ら チ ま で を ト か ら リ ま で と し 、 ホ の 次 に 次 の

よ う に 加 え る 。

ヘ　 地 方 教 育 行 政 の 組 織 及 び 運 営 に 関 す る 法 律 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 平 成 二 十 六 年 法 律

第 七 十 六 号 ） に よ る 改 正 前 の 地 方 教 育 行 政 の 組 織 及 び 運 営 に 関 す る 法 律 第 十 六 条 第 一 項

に 規 定 す る 教 育 長

　 （ 委 員 会 の 委 員 等 の 報 酬 及 び 費 用 弁 償 等 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 三 条　 委 員 会 の 委 員 等 の 報 酬 及 び 費 用 弁 償 等 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 五 十 三 年 愛 知 県 条 例 第 三 号 ）

の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　　 第 五 条 第 一 項 を 削 り 、 同 条 第 二 項 を 同 条 と す る 。

　　 別 表 教 育 委 員 会 の 項 を 次 の よ う に 改 め る 。

教 育 委 員 会 委 員

月 額　 一 六 〇 、 〇 〇 〇 円

日 額　　 二 四 、 〇 〇 〇 円

職 員 等 の 旅 費 に 関 す る 条 例

（ 昭 和 二 十 九 年 愛 知 県 条 例

第 一 号 。 以 下 「 旅 費 条 例 」

と い う 。 ） に よ る 指 定 職 員 相

当 額

　 （ 愛 知 県 教 育 委 員 会 委 員 定 数 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 四 条　 愛 知 県 教 育 委 員 会 委 員 定 数 条 例 （ 平 成 十 二 年 愛 知 県 条 例 第 三 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改

正 す る 。

　　 「 六 人 」 を 「 教 育 長 及 び 五 人 」 に 改 め る 。

　　　 附　 則

　 （ 施 行 期 日 ）

１　 こ の 条 例 は 、 平 成 二 十 七 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

　 （ 教 育 長 の 教 育 委 員 会 の 委 員 と し て の 報 酬 に 係 る 経 過 措 置 ）

２　 地 方 教 育 行 政 の 組 織 及 び 運 営 に 関 す る 法 律 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 平 成 二 十 六 年 法 律 第 七 十

六 号 。 以 下 「 改 正 法 」 と い う 。 ） 附 則 第 二 条 第 一 項 の 規 定 に よ り な お 従 前 の 例 に よ り 在 職 す る も
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の と さ れ る 教 育 長 の 教 育 委 員 会 の 委 員 と し て の 報 酬 に つ い て は 、 第 三 条 の 規 定 に よ る 改 正 前 の

委 員 会 の 委 員 等 の 報 酬 及 び 費 用 弁 償 等 に 関 す る 条 例 第 五 条 第 一 項 の 規 定 は 、 な お そ の 効 力 を 有

す る 。

　 （ 教 育 委 員 会 の 委 員 長 の 報 酬 の 額 に 係 る 経 過 措 置 ）

３　 改 正 法 附 則 第 二 条 第 三 項 に 規 定 す る 日 ま で の 間 の 教 育 委 員 会 の 委 員 長 の 報 酬 の 額 に つ い て は 、

第 三 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 委 員 会 の 委 員 等 の 報 酬 及 び 費 用 弁 償 等 に 関 す る 条 例 別 表 の 規 定 は

適 用 せ ず 、 同 条 の 規 定 に よ る 改 正 前 の 委 員 会 の 委 員 等 の 報 酬 及 び 費 用 弁 償 等 に 関 す る 条 例 別 表

の 規 定 は 、 な お そ の 効 力 を 有 す る 。

　 （ 教 育 委 員 会 の 委 員 の 定 数 に 係 る 経 過 措 置 ）

４　 改 正 法 附 則 第 二 条 第 三 項 に 規 定 す る 日 ま で の 間 の 教 育 委 員 会 の 委 員 の 定 数 に つ い て は 、 第 四

条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 愛 知 県 教 育 委 員 会 委 員 定 数 条 例 の 規 定 は 適 用 せ ず 、 同 条 の 規 定 に よ る

改 正 前 の 愛 知 県 教 育 委 員 会 委 員 定 数 条 例 の 規 定 は 、 な お そ の 効 力 を 有 す る 。

　 愛 知 県 ふ れ あ い 広 場 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を こ こ に 公 布 す る 。

　　 平 成 二 十 七 年 三 月 二 十 四 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 愛 知 県 知 事　 大　 村　 秀　 章　　

愛 知 県 条 例 第 十 六 号

　　　 愛 知 県 ふ れ あ い 広 場 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

　 愛 知 県 ふ れ あ い 広 場 条 例 （ 昭 和 五 十 四 年 愛 知 県 条 例 第 一 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　 別 表 中
「

東 ふ れ あ い 広 場 名 古 屋 市 東 区

」
を
「

東 ふ れ あ い 広 場 名 古 屋 市 東 区

」
に

守 山 ふ れ あ い 広

場 名 古 屋 市 守 山 区

改 め る 。

　　　 附　 則

　 こ の 条 例 は 、 平 成 二 十 七 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

　 愛 知 県 情 報 公 開 条 例 及 び 愛 知 県 個 人 情 報 保 護 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を こ こ に 公 布 す る 。

　　 平 成 二 十 七 年 三 月 二 十 四 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 愛 知 県 知 事　 大　 村　 秀　 章　　

愛 知 県 条 例 第 十 七 号

　　　 愛 知 県 情 報 公 開 条 例 及 び 愛 知 県 個 人 情 報 保 護 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

　 （ 愛 知 県 情 報 公 開 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 一 条　 愛 知 県 情 報 公 開 条 例 （ 平 成 十 二 年 愛 知 県 条 例 第 十 九 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。
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　　 第 七 条 第 二 号 ハ 中 「 第 二 条 第 二 項 」 を 「 第 二 条 第 四 項 」 に 、 「 特 定 独 立 行 政 法 人 」 を 「 行 政 執

行 法 人 」 に 改 め 、 同 条 第 六 号 ホ 中 「 国 若 し く は 」 を 削 る 。

　 （ 愛 知 県 個 人 情 報 保 護 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 二 条　 愛 知 県 個 人 情 報 保 護 条 例 （ 平 成 十 六 年 愛 知 県 条 例 第 六 十 六 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正

す る 。

　　 第 十 七 条 第 二 号 ハ 中 「 第 二 条 第 二 項 」 を 「 第 二 条 第 四 項 」 に 、 「 特 定 独 立 行 政 法 人 」 を 「 行 政

執 行 法 人 」 に 改 め 、 同 条 第 八 号 ホ 中 「 国 若 し く は 」 を 削 る 。

　　　 附　 則

　 こ の 条 例 は 、 平 成 二 十 七 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 第 一 条 中 愛 知 県 情 報 公 開 条 例 第 七

条 第 六 号 ホ の 改 正 規 定 及 び 第 二 条 中 愛 知 県 個 人 情 報 保 護 条 例 第 十 七 条 第 八 号 ホ の 改 正 規 定 は 、 公

布 の 日 か ら 施 行 す る 。

　 消 費 者 行 政 活 性 化 基 金 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を こ こ に 公 布 す る 。

　　 平 成 二 十 七 年 三 月 二 十 四 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 愛 知 県 知 事　 大　 村　 秀　 章　　

愛 知 県 条 例 第 十 八 号

　　　 消 費 者 行 政 活 性 化 基 金 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

　 消 費 者 行 政 活 性 化 基 金 条 例 （ 平 成 二 十 一 年 愛 知 県 条 例 第 一 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　 附 則 第 二 項 中 「 平 成 二 十 七 年 十 二 月 三 十 一 日 」 を 「 平 成 三 十 年 十 二 月 三 十 一 日 」 に 改 め る 。

　　　 附　 則

　 こ の 条 例 は 、 平 成 二 十 七 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

　 愛 知 県 青 少 年 保 護 育 成 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を こ こ に 公 布 す る 。

　　 平 成 二 十 七 年 三 月 二 十 四 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 愛 知 県 知 事　 大　 村　 秀　 章　　

愛 知 県 条 例 第 十 九 号

　　　 愛 知 県 青 少 年 保 護 育 成 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

　 愛 知 県 青 少 年 保 護 育 成 条 例 （ 昭 和 三 十 六 年 愛 知 県 条 例 第 十 三 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　 第 四 条 中 第 六 号 を 第 九 号 と し 、 第 五 号 を 第 八 号 と し 、 第 四 号 の 次 に 次 の 三 号 を 加 え る 。

　 五　 有 害 役 務 営 業　 店 舗 型 有 害 役 務 営 業 及 び 無 店 舗 型 有 害 役 務 営 業 を い う 。

　 六　 店 舗 型 有 害 役 務 営 業　 次 に 掲 げ る 営 業 を い う 。

イ　 喫 茶 店 、 バ ー そ の 他 設 備 を 設 け て 客 に 飲 食 を さ せ る 営 業 で 、 客 に 接 す る 役 務 を 行 う 者 に 、

客 の 性 的 好 奇 心 を そ そ る 、 水 着 、 制 服 等 を 着 用 し た 姿 態 又 は 着 衣 内 の 下 着 を 客 が 見 る こ と

が で き る よ う な 姿 態 を さ せ る も の
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ロ　 個 室 （ こ れ に 類 す る 施 設 と し て 規 則 で 定 め る も の を 含 む 。 ） を 設 け 、 当 該 個 室 に お い て 専

ら 異 性 の 客 に 対 し 接 触 す る 役 務 を 提 供 す る 営 業

ハ　 店 舗 を 設 け て 、 客 の 性 的 好 奇 心 を そ そ る 、 水 着 、 制 服 等 を 着 用 し た 人 の 姿 態 又 は 着 衣 内

の 下 着 を 客 が 見 る こ と が で き る よ う な 人 の 姿 態 を 客 に 見 せ る 役 務 を 提 供 す る 営 業

ニ　 店 舗 を 設 け て 、 営 業 に 従 事 す る 者 を 専 ら 異 性 の 客 に 同 伴 さ せ て 客 に 遊 興 を さ せ る 営 業

　 七　 無 店 舗 型 有 害 役 務 営 業　 次 に 掲 げ る 営 業 を い う 。

イ　 人 の 住 居 又 は 人 の 宿 泊 の 用 に 供 す る 施 設 に お い て 専 ら 異 性 の 客 に 対 し 接 触 す る 役 務 を 提

供 す る 営 業 で 、 当 該 役 務 を 行 う 者 を 、 そ の 客 の 依 頼 を 受 け て 派 遣 す る こ と に よ り 営 む も の

ロ　 客 の 性 的 好 奇 心 を そ そ る 、 水 着 、 制 服 等 を 着 用 し た 人 の 姿 態 又 は 着 衣 内 の 下 着 を 客 が 見

る こ と が で き る よ う な 人 の 姿 態 を 客 に 見 せ る 役 務 を 提 供 す る 営 業 で 、 当 該 役 務 を 行 う 者 を 、

そ の 客 の 依 頼 を 受 け て 派 遣 す る こ と に よ り 営 む も の

ハ　 営 業 に 従 事 す る 者 を 専 ら 異 性 の 客 に 同 伴 さ せ て 客 に 遊 興 を さ せ る 営 業 で 、 当 該 同 伴 を さ

せ る 者 を 、 そ の 客 の 依 頼 を 受 け て 派 遣 す る こ と に よ り 営 む も の

　 第 十 七 条 の 三 第 一 号 中 「 又 は 」 を 「 、 」 に 、 「 ） に 」 を 「 ） 又 は 有 害 役 務 営 業 に 」 に 改 め る 。

　 第 十 七 条 の 四 の 次 に 次 の 二 条 を 加 え る 。

　 （ 有 害 役 務 営 業 を 営 む 者 等 の 禁 止 行 為 等 ）

第 十 七 条 の 五　 店 舗 型 有 害 役 務 営 業 を 営 む 者 及 び そ の 代 理 人 、 使 用 人 そ の 他 の 従 業 者 は 、 次 に 掲

げ る 行 為 を し て は な ら な い 。

　 一　 営 業 所 で 青 少 年 を 客 に 接 す る 業 務 に 従 事 さ せ る こ と 。

　 二　 青 少 年 を 営 業 所 に 客 と し て 立 ち 入 ら せ る こ と 。

三　 青 少 年 に 対 し 、 営 業 所 の 所 在 地 、 名 称 又 は 電 話 番 号 そ の 他 の 連 絡 先 が 記 載 さ れ た 文 書 等 を

頒 布 す る こ と 。

２　 無 店 舗 型 有 害 役 務 営 業 を 営 む 者 及 び そ の 代 理 人 、 使 用 人 そ の 他 の 従 業 者 は 、 そ の 営 業 に 関 し 、

次 に 掲 げ る 行 為 を し て は な ら な い 。

　 一　 青 少 年 を 客 に 接 す る 業 務 に 従 事 さ せ る こ と 。

　 二　 青 少 年 を 客 と す る こ と 。

三　 青 少 年 に 対 し 、 当 該 営 業 に つ き 広 告 若 し く は 宣 伝 を す る 場 合 に 当 該 営 業 を 示 す も の と し て

使 用 す る 呼 称 又 は 客 の 依 頼 を 受 け る た め の 電 話 番 号 そ の 他 の 連 絡 先 が 記 載 さ れ た 文 書 等 を 頒

布 す る こ と 。

３　 有 害 役 務 営 業 を 営 む 者 は 、 規 則 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 営 業 所 ご と （ 無 店 舗 型 有 害 役 務 営 業

を 営 む 者 に あ つ て は 、 事 務 所 ） に 、 従 業 者 名 簿 （ 電 磁 的 記 録 （ 電 子 的 方 式 、 磁 気 的 方 式 そ の 他

人 の 知 覚 に よ つ て は 認 識 す る こ と が で き な い 方 式 で 作 ら れ る 記 録 で あ つ て 、 電 子 計 算 機 に よ る

情 報 処 理 の 用 に 供 さ れ る も の を い う 。 ） を も つ て 作 成 す る も の を 含 む 。 以 下 同 じ 。 ） を 備 え 、 こ

れ に 当 該 営 業 に 係 る 業 務 に 従 事 す る 者 の 住 所 、 氏 名 、 生 年 月 日 そ の 他 規 則 で 定 め る 事 項 を 記 載
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し 、 又 は 記 録 し 、 こ れ を 保 存 し な け れ ば な ら な い 。

４　 有 害 役 務 営 業 を 営 む 者 は 、 そ の 営 業 に つ き 広 告 又 は 宣 伝 を す る と き は 、 規 則 で 定 め る と こ ろ

に よ り 、 営 業 所 へ の 青 少 年 の 立 入 り を 禁 ず る 旨 （ 無 店 舗 型 有 害 役 務 営 業 を 営 む 者 に あ つ て は 、

青 少 年 が 客 と な る こ と を 禁 ず る 旨 ） を 明 ら か に し な け れ ば な ら な い 。

５　 店 舗 型 有 害 役 務 営 業 を 営 む 者 は 、 営 業 所 に 立 ち 入 ろ う と す る 者 の 見 や す い 箇 所 に 、 青 少 年 の

立 入 り を 禁 ず る 旨 を 掲 示 し な け れ ば な ら な い 。

　 （ 有 害 役 務 営 業 の 停 止 ）

第 十 七 条 の 六　 知 事 は 、 有 害 役 務 営 業 を 営 む 者 又 は そ の 代 理 人 、 使 用 人 そ の 他 の 従 業 者 が 、 当 該

営 業 に 関 し 、 第 十 七 条 の 三 （ 第 一 号 に 係 る 部 分 に 限 る 。 ） 又 は 前 条 第 一 項 若 し く は 第 二 項 の 規 定

に 違 反 す る 行 為 を し た と き は 、 当 該 有 害 役 務 営 業 を 営 む 者 に 対 し 、 六 月 を 超 え な い 範 囲 内 で 期

間 を 定 め て 当 該 営 業 の 全 部 又 は 一 部 の 停 止 を 命 ず る こ と が で き る 。

２　 知 事 は 、 前 項 の 規 定 に よ る 命 令 を し た と き は 、 そ の 旨 を 公 表 す る も の と す る 。

　 第 二 十 七 条 第 一 項 中 「 営 業 施 設 」 の 下 に 「 （ 無 店 舗 型 有 害 役 務 営 業 に あ つ て は 、 そ の 者 の 事 務 所 ） 」

を 加 え 、 同 項 中 第 七 号 を 第 八 号 と し 、 第 六 号 の 次 に 次 の 一 号 を 加 え る 。

　 七　 有 害 役 務 営 業 を 営 む 者 又 は そ の 代 理 人 、 使 用 人 そ の 他 の 従 業 者

　 第 二 十 九 条 第 二 項 中 「 第 十 四 条 の 二 の 規 定 に 違 反 し た 」 を 「 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 」

に 改 め 、 同 項 に 次 の 各 号 を 加 え る 。

　 一　 第 十 四 条 の 二 の 規 定 に 違 反 し た 者

　 二　 第 十 七 条 の 六 第 一 項 の 規 定 に よ る 命 令 に 違 反 し た 者

　 第 二 十 九 条 第 三 項 に 次 の 一 号 を 加 え る 。

　 四　 第 十 七 条 の 五 第 一 項 第 一 号 若 し く は 第 二 号 又 は 第 二 項 第 一 号 の 規 定 に 違 反 し た 者

　 第 二 十 九 条 第 五 項 中 第 十 号 を 第 十 二 号 と し 、 第 七 号 か ら 第 九 号 ま で を 二 号 ず つ 繰 り 下 げ 、 第 六

号 の 次 に 次 の 二 号 を 加 え る 。

　 七　 第 十 七 条 の 五 第 一 項 第 三 号 又 は 第 二 項 第 三 号 の 規 定 に 違 反 し た 者

八　 第 十 七 条 の 五 第 三 項 の 規 定 に 違 反 し て 、 従 業 者 名 簿 を 備 え ず 、 従 業 者 名 簿 に 記 載 し 、 若 し

く は 記 録 す べ き 事 項 を 記 載 せ ず 、 若 し く は 記 録 せ ず 、 若 し く は 虚 偽 の 記 載 若 し く は 記 録 を し 、

又 は 従 業 者 名 簿 を 保 存 し な か つ た 者

　 第 二 十 九 条 第 八 項 中 「 第 十 七 条 の 四 」 の 下 に 「 、 第 十 七 条 の 五 第 一 項 若 し く は 第 二 項 （ 第 二 号

を 除 く 。 ） 」 を 、 「 、 第 二 項 」 の 下 に 「 （ 第 二 号 を 除 く 。 ） 」 を 加 え 、 「 第 七 号 、 第 九 号 及 び 第 十 号 」 を

「 第 八 号 、 第 九 号 、 第 十 一 号 及 び 第 十 二 号 」 に 改 め る 。

　　　 附　 則

　 こ の 条 例 は 、 平 成 二 十 七 年 七 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

　 愛 知 県 県 税 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を こ こ に 公 布 す る 。
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　　 平 成 二 十 七 年 三 月 二 十 四 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 愛 知 県 知 事　 大　 村　 秀　 章　　

愛 知 県 条 例 第 二 十 号

　　　 愛 知 県 県 税 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

　 （ 愛 知 県 県 税 条 例 等 の 一 部 改 正 ）

第 一 条　 次 に 掲 げ る 条 例 の 規 定 中 「 鳥 獣 の 保 護 及 び 狩 猟 の 適 正 化 に 関 す る 法 律 」 を 「 鳥 獣 の 保 護

及 び 管 理 並 び に 狩 猟 の 適 正 化 に 関 す る 法 律 」 に 改 め る 。

一　 愛 知 県 県 税 条 例 （ 昭 和 二 十 五 年 愛 知 県 条 例 第 二 十 四 号 ） 第 百 二 十 一 条 第 二 項 第 一 号 及 び 附

則 第 十 七 条 第 一 号

　 二　 愛 知 県 手 数 料 条 例 （ 平 成 十 二 年 愛 知 県 条 例 第 二 十 号 ） 別 表 第 四 狩 猟 免 許 事 務 の 項

　 （ 出 頭 人 の 費 用 弁 償 等 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 二 条　 出 頭 人 の 費 用 弁 償 等 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 二 十 八 年 愛 知 県 条 例 第 四 号 ） の 一 部 を 次 の よ う

に 改 正 す る 。

　　 第 一 条 第 十 六 号 中 「 鳥 獣 の 保 護 及 び 狩 猟 の 適 正 化 に 関 す る 法 律 」 を 「 鳥 獣 の 保 護 及 び 管 理 並

び に 狩 猟 の 適 正 化 に 関 す る 法 律 」 に 、 「 第 十 二 条 第 六 項 又 は 同 法 第 十 四 条 第 四 項 」 を 「 第 七 条 の

二 第 三 項 、 同 法 第 十 二 条 第 六 項 、 同 法 第 十 四 条 第 四 項 又 は 同 法 第 十 四 条 の 二 第 四 項 」 に 改 め る 。

　 （ 愛 知 県 事 務 処 理 特 例 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 三 条　 愛 知 県 事 務 処 理 特 例 条 例 （ 平 成 十 一 年 愛 知 県 条 例 第 五 十 五 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正

す る 。

　　 別 表 第 五 の 四 の 項 中 「 鳥 獣 の 保 護 及 び 狩 猟 の 適 正 化 に 関 す る 法 律 （ 」 を 「 鳥 獣 の 保 護 及 び 管

理 並 び に 狩 猟 の 適 正 化 に 関 す る 法 律 （ 」 に 改 め 、 同 項 （ 一 ） 中 「 第 二 条 第 三 項 」 を 「 第 二 条 第

七 項 」 に 、 「 に よ る 生 活 環 境 、 農 林 水 産 業 若 し く は 生 態 系 に 係 る 被 害 の 防 止 又 は 法 第 七 条 第 二 項

第 五 号 に 掲 げ る 特 定 鳥 獣 の 数 の 調 整 」 を 「 の 管 理 」 に 改 め 、 同 項 （ 七 ） 中 「 執 る 」 を 「 と る 」

に 改 め 、 同 表 の 五 の 項 中 「 鳥 獣 の 保 護 及 び 狩 猟 の 適 正 化 に 関 す る 法 律 （ 」 を 「 鳥 獣 の 保 護 及 び

管 理 並 び に 狩 猟 の 適 正 化 に 関 す る 法 律 （ 」 に 改 め 、 同 項 （ 五 ） 中 「 執 る 」 を 「 と る 」 に 改 め る 。

　 （ 指 定 猟 法 禁 止 区 域 等 の 標 識 の 寸 法 を 定 め る 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 四 条　 指 定 猟 法 禁 止 区 域 等 の 標 識 の 寸 法 を 定 め る 条 例 （ 平 成 二 十 四 年 愛 知 県 条 例 第 五 十 号 ） の

一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　　 「 鳥 獣 の 保 護 及 び 狩 猟 の 適 正 化 に 関 す る 法 律 （ 」 を 「 鳥 獣 の 保 護 及 び 管 理 並 び に 狩 猟 の 適 正

化 に 関 す る 法 律 （ 」 に 改 め る 。

　　　 附　 則

　 こ の 条 例 は 、 平 成 二 十 七 年 五 月 二 十 九 日 か ら 施 行 す る 。

　 愛 知 県 介 護 福 祉 士 等 修 学 資 金 貸 与 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を こ こ に 公 布 す る 。
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　　 平 成 二 十 七 年 三 月 二 十 四 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 愛 知 県 知 事　 大　 村　 秀　 章　　

愛 知 県 条 例 第 二 十 一 号

　　　 愛 知 県 介 護 福 祉 士 等 修 学 資 金 貸 与 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

　 愛 知 県 介 護 福 祉 士 等 修 学 資 金 貸 与 条 例 （ 平 成 五 年 愛 知 県 条 例 第 一 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正

す る 。

　 第 二 条 第 四 号 中 「 厚 生 労 働 大 臣 」 を 「 知 事 」 に 改 め る 。

　　　 附　 則

　 こ の 条 例 は 、 平 成 二 十 七 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

　 子 育 て 支 援 対 策 基 金 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を こ こ に 公 布 す る 。

　　 平 成 二 十 七 年 三 月 二 十 四 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 愛 知 県 知 事　 大　 村　 秀　 章　　

愛 知 県 条 例 第 二 十 二 号

　　　 子 育 て 支 援 対 策 基 金 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

　 子 育 て 支 援 対 策 基 金 条 例 （ 平 成 二 十 一 年 愛 知 県 条 例 第 三 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　 附 則 第 二 項 中 「 平 成 三 十 一 年 三 月 三 十 一 日 」 を 「 平 成 三 十 二 年 六 月 三 十 日 」 に 改 め る 。

　　　 附　 則

　 こ の 条 例 は 、 平 成 二 十 七 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

　 愛 知 県 社 会 福 祉 施 設 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を こ こ に 公 布 す る 。

　　 平 成 二 十 七 年 三 月 二 十 四 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 愛 知 県 知 事　 大　 村　 秀　 章　　

愛 知 県 条 例 第 二 十 三 号

　　　 愛 知 県 社 会 福 祉 施 設 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

　 愛 知 県 社 会 福 祉 施 設 条 例 （ 昭 和 三 十 九 年 愛 知 県 条 例 第 十 七 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　 第 四 条 第 二 項 中 「 愛 知 県 青 い 鳥 医 療 福 祉 セ ン タ ー 、 愛 知 県 立 心 身 障 害 児 療 育 セ ン タ ー 第 二 青 い

鳥 学 園 」 を 「 愛 知 県 青 い 鳥 医 療 療 育 セ ン タ ー 、 愛 知 県 三 河 青 い 鳥 医 療 療 育 セ ン タ ー 」 に 、 「 愛 知 県

青 い 鳥 医 療 福 祉 セ ン タ ー 等 」 を 「 愛 知 県 青 い 鳥 医 療 療 育 セ ン タ ー 等 」 に 改 め る 。

　 第 五 条 第 一 項 第 一 号 を 次 の よ う に 改 め る 。

　 一　 愛 知 県 青 い 鳥 医 療 療 育 セ ン タ ー 及 び 愛 知 県 三 河 青 い 鳥 医 療 療 育 セ ン タ ー

　 第 八 条 並 び に 第 九 条 第 一 号 、 第 二 号 及 び 第 五 号 中 「 愛 知 県 青 い 鳥 医 療 福 祉 セ ン タ ー 等 」 を 「 愛

知 県 青 い 鳥 医 療 療 育 セ ン タ ー 等 」 に 改 め る 。
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　 別 表 第 一 愛 知 県 青 い 鳥 医 療 福 祉 セ ン タ ー の 項 中
「

愛 知 県 青 い 鳥 医 療

福 祉 セ ン タ ー 名 古 屋 市 西 区
」

を
「

愛 知 県 青 い 鳥 医 療

療 育 セ ン タ ー 名 古 屋 市 西 区
」

に 改 め 、 同 表 愛 知 県 立 心 身 障 害 児 療 育 セ ン タ ー

愛 知 県 三 河 青 い 鳥

医 療 療 育 セ ン タ ー 岡 崎 市

第 二 青 い 鳥 学 園 の 項 を 削 る 。

　 別 表 第 二 愛 知 県 青 い 鳥 医 療 福 祉 セ ン タ ー の 項 中
「

愛 知 県 青 い 鳥 医 療

福 祉 セ ン タ ー

」
を
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「
愛 知 県 青 い 鳥 医 療

療 育 セ ン タ ー

」
に 改 め 、 同 表 愛 知 県 立 心 身 障 害 児 療 育 セ ン タ ー 第 二 青 い 鳥 学 園 の 項 を

愛 知 県 三 河 青 い 鳥

医 療 療 育 セ ン タ ー

削 る 。

　 別 表 第 三 中 「 愛 知 県 青 い 鳥 医 療 福 祉 セ ン タ ー 」 を 「 愛 知 県 青 い 鳥 医 療 療 育 セ ン タ ー 」 に 、 「 愛 知

県 立 心 身 障 害 児 療 育 セ ン タ ー 第 二 青 い 鳥 学 園 」 を 「 愛 知 県 三 河 青 い 鳥 医 療 療 育 セ ン タ ー 」 に 改 め

る 。

　　　 附　 則

　 こ の 条 例 は 、 平 成 二 十 八 年 一 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

　 愛 知 県 心 身 障 害 者 コ ロ ニ ー 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を こ こ に 公 布 す る 。

　　 平 成 二 十 七 年 三 月 二 十 四 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 愛 知 県 知 事　 大　 村　 秀　 章　　

愛 知 県 条 例 第 二 十 四 号

　　　 愛 知 県 心 身 障 害 者 コ ロ ニ ー 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

　 愛 知 県 心 身 障 害 者 コ ロ ニ ー 条 例 （ 昭 和 四 十 四 年 愛 知 県 条 例 第 八 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す

る 。

　 別 表 第 二 中 「 耳 鼻 い ん こ う 科 」 を 「 耳 鼻 咽 喉 科 」 に 、 「 麻 酔 科 」 を 「 病 理 診 断 科　 麻 酔 科 」 に 改

め る 。

　　　 附　 則

　 こ の 条 例 は 、 平 成 二 十 七 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

　 愛 知 県 地 域 医 療 確 保 修 学 資 金 貸 与 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を こ こ に 公 布 す る 。

　　 平 成 二 十 七 年 三 月 二 十 四 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 愛 知 県 知 事　 大　 村　 秀　 章　　

愛 知 県 条 例 第 二 十 五 号
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　　　 愛 知 県 地 域 医 療 確 保 修 学 資 金 貸 与 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

　 愛 知 県 地 域 医 療 確 保 修 学 資 金 貸 与 条 例 （ 平 成 二 十 年 愛 知 県 条 例 第 三 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改

正 す る 。

　 第 一 条 中 「 を い う 」 を 「 （ 独 立 行 政 法 人 労 働 者 健 康 福 祉 機 構 、 独 立 行 政 法 人 国 立 病 院 機 構 、 独 立

行 政 法 人 地 域 医 療 機 能 推 進 機 構 及 び 国 立 研 究 開 発 法 人 国 立 長 寿 医 療 研 究 セ ン タ ー が 開 設 す る 病 院

を 含 む 。 ） を い う 」 に 改 め る 。

　 第 七 条 中 第 三 項 を 第 四 項 と し 、 第 二 項 の 次 に 次 の 一 項 を 加 え る 。

３　 知 事 は 、 修 学 生 が 同 一 学 年 を 重 ね て 履 修 す る と き は 、 そ の 間 、 修 学 資 金 の 貸 与 を 行 わ な い も

の と す る 。 た だ し 、 前 年 度 以 前 の 同 一 学 年 に お い て 修 学 資 金 の 貸 与 を 受 け な か っ た 期 間 が あ る

場 合 に お け る そ の 期 間 に 相 当 す る 期 間 に つ い て は 、 こ の 限 り で な い 。

　 第 八 条 第 一 号 中 「 、 二 年 」 の 下 に 「 （ 次 項 第 二 号 に 掲 げ る 理 由 に よ り 臨 床 研 修 を 受 け る こ と が で

き な い 期 間 が あ る と き は 、 当 該 期 間 を 除 き 、 二 年 。 第 十 条 第 一 項 第 四 号 に お い て 同 じ 。 ） 」 を 加 え 、

「 （ 知 事 が 承 認 し た 三 年 以 内 の 専 門 的 な 研 修 （ 以 下 「 専 門 研 修 」 と い う 。 ） を 受 け 、 当 該 専 門 研 修

終 了 後 、 引 き 続 い て 指 定 医 療 機 関 に お い て 診 療 業 務 に 従 事 し た 場 合 に お け る 当 該 診 療 業 務 に 従 事

し た 期 間 を 含 む 。 ） 」 を 削 り 、 「 前 条 第 二 項 」 の 下 に 「 及 び 第 三 項 」 を 加 え 、 同 条 に 次 の 三 項 を 加 え

る 。
２　 修 学 資 金 の 貸 与 を 受 け た 者 が 、 臨 床 研 修 修 了 後 、 次 に 掲 げ る 理 由 に よ り 、 直 ち に 指 定 医 療 機

関 に 勤 務 し な か っ た 場 合 に お い て 、 当 該 理 由 が な く な っ た 後 、 直 ち に 指 定 医 療 機 関 に 勤 務 し た

と き は 、 そ の 者 は 、 臨 床 研 修 修 了 後 、 直 ち に 指 定 医 療 機 関 に 勤 務 し た 者 と み な し て 、 前 項 の 規

定 を 適 用 す る 。

　 一　 知 事 が 承 認 し た 三 年 以 内 の 医 療 に 関 す る 専 門 的 な 研 修 を 受 け る こ と 。

　 二　 病 気 、 負 傷 等 知 事 が や む を 得 な い と 認 め る 理 由

３　 修 学 資 金 の 貸 与 を 受 け た 者 が 、 診 療 業 務 等 従 事 期 間 が 返 還 債 務 免 除 期 間 に 達 す る 前 に 、 前 項

各 号 に 掲 げ る 理 由 に よ り 、 指 定 医 療 機 関 に 勤 務 し な く な っ た 場 合 に お い て 、 当 該 理 由 が な く な っ

た 後 、 直 ち に 指 定 医 療 機 関 に 勤 務 し 、 か つ 、 指 定 医 療 機 関 に お い て 診 療 業 務 に 従 事 し た と き は 、

先 の 診 療 業 務 に 従 事 し た 期 間 と 後 の 診 療 業 務 に 従 事 し た 期 間 は 引 き 続 い た も の と み な し て 、 第

一 項 の 規 定 を 適 用 す る 。

４　 修 学 資 金 の 貸 与 を 受 け た 者 が 、 第 二 項 第 一 号 に 規 定 す る 研 修 の う ち 特 定 の 診 療 科 に つ い て 標

準 的 な 診 療 能 力 を 習 得 す る た め に 受 け る も の と し て 知 事 が 指 定 す る も の を 、 臨 床 研 修 を 修 了 し

た 日 の 属 す る 月 の 翌 月 か ら 起 算 し て 二 年 （ 同 項 第 二 号 に 掲 げ る 理 由 に よ り 当 該 研 修 を 開 始 す る

こ と が で き な い 期 間 が あ る と き は 、 当 該 期 間 を 除 き 、 二 年 ） 以 内 に 開 始 し 、 か つ 、 修 了 し た と

き は 、 当 該 研 修 を 受 け た 期 間 の う ち 二 年 の 期 間 を 診 療 業 務 等 従 事 期 間 と み な し て 、 第 一 項 の 規

定 を 適 用 す る 。

　 第 九 条 第 二 項 中 「 前 条 第 二 号 に 規 定 す る 」 を 「 前 条 第 一 項 第 二 号 に 規 定 す る 業 務 上 の 理 由 に よ
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る 」 に 改 め る 。

　 第 十 条 第 一 項 第 四 号 中 「 第 八 条 第 二 号 」 を 「 第 八 条 第 一 項 第 二 号 」 に 改 め 、 同 項 第 五 号 中 「 と

き 」 を 「 と き （ 第 八 条 第 二 項 各 号 に 掲 げ る 理 由 に よ る と き を 除 く 。 ） 」 に 改 め 、 同 項 第 六 号 及 び 第

七 号 を 次 の よ う に 改 め る 。

六　 臨 床 研 修 修 了 後 、 第 八 条 第 二 項 各 号 に 掲 げ る 理 由 に よ り 、 直 ち に 指 定 医 療 機 関 に 勤 務 し な

か っ た 場 合 に お い て 、 当 該 理 由 が な く な っ た 後 、 直 ち に 指 定 医 療 機 関 に 勤 務 し な か っ た と き 。

七　 診 療 業 務 等 従 事 期 間 が 返 還 債 務 免 除 期 間 に 達 す る 前 に 、 指 定 医 療 機 関 に 勤 務 し な く な っ た

と き （ 第 八 条 第 一 項 第 二 号 に 該 当 す る と き 及 び 同 条 第 二 項 各 号 に 掲 げ る 理 由 に よ る と き を 除

く 。 ） 。

　 第 十 条 第 一 項 第 八 号 中 「 第 八 条 第 二 号 」 を 「 第 八 条 第 一 項 第 二 号 」 に 改 め 、 同 号 を 同 項 第 九 号

と し 、 同 項 第 七 号 の 次 に 次 の 一 号 を 加 え る 。

八　 診 療 業 務 等 従 事 期 間 が 返 還 債 務 免 除 期 間 に 達 す る 前 に 、 第 八 条 第 二 項 各 号 に 掲 げ る 理 由 に

よ り 、 指 定 医 療 機 関 に 勤 務 し な く な っ た 場 合 に お い て 、 当 該 理 由 が な く な っ た 後 、 直 ち に 指

定 医 療 機 関 に 勤 務 し な か っ た と き 。

　 第 十 三 条 中 「 第 八 条 中 」 を 「 第 八 条 第 一 項 中 」 に 、 「 同 条 第 一 号 及 び 第 九 条 第 一 項 」 を 「 同 項 第

一 号 及 び 同 条 第 三 項 」 に 、 「 第 十 条 第 一 項 第 五 号 及 び 第 七 号 中 「 」 を 「 同 条 第 四 項 中 「 特 定 の 診 療

科 」 と あ る の は 「 小 児 科 又 は 産 婦 人 科 」 と 、 第 九 条 第 一 項 中 「 診 療 業 務 に 」 と あ る の は 「 小 児 科

又 は 産 婦 人 科 の 診 療 業 務 に 」 と 、 第 十 条 第 一 項 第 五 号 中 「 指 定 医 療 機 関 」 に 、 「 に お い て 小 児 科 又

は 」 を 「 、 指 定 医 療 機 関 に 勤 務 せ ず 、 又 は 指 定 医 療 機 関 に お い て 小 児 科 若 し く は 」 に 、 「 同 項 第 六

号 中 「 に 勤 務 し な く な っ た 」 と あ る の は 」 を 「 「 よ る 」 と あ る の は 「 よ り 指 定 医 療 機 関 に 勤 務 し な

か っ た 」 と 、 同 項 第 六 号 中 「 指 定 医 療 機 関 に 勤 務 し な か っ た と き 」 と あ る の は 「 、 指 定 医 療 機 関

に 勤 務 せ ず 、 又 は 指 定 医 療 機 関 に お い て 小 児 科 若 し く は 産 婦 人 科 の 診 療 業 務 に 従 事 し な か っ た と

き 」 と 、 同 項 第 七 号 中 「 勤 務 し な く な っ た 」 と あ る の は 「 勤 務 し な く な り 、 又 は 指 定 医 療 機 関 に

お い て 小 児 科 若 し く は 産 婦 人 科 の 診 療 業 務 に 従 事 し な く な っ た 」 と 、 「 よ る 」 と あ る の は 「 よ り 指

定 医 療 機 関 に 勤 務 し な く な っ た 」 と 、 同 項 第 八 号 中 「 指 定 医 療 機 関 に 勤 務 し な か っ た 」 と あ る の

は 」 に 、 「 従 事 し な く な っ た 」 を 「 従 事 し な か っ た 」 に 改 め る 。

　　　 附　 則

　 こ の 条 例 は 、 平 成 二 十 七 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

　 医 療 施 設 耐 震 化 支 援 事 業 基 金 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を こ こ に 公 布 す る 。

　　 平 成 二 十 七 年 三 月 二 十 四 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 愛 知 県 知 事　 大　 村　 秀　 章　　

愛 知 県 条 例 第 二 十 六 号

　　　 医 療 施 設 耐 震 化 支 援 事 業 基 金 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例
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　 医 療 施 設 耐 震 化 支 援 事 業 基 金 条 例 （ 平 成 二 十 一 年 愛 知 県 条 例 第 五 十 九 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に

改 正 す る 。

　 第 六 条 に 次 の 一 項 を 加 え る 。

２　 前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 基 金 は 、 基 金 に 積 み 立 て る も の と し て 国 か ら 交 付 を 受 け た 交 付 金

を 返 還 す る 必 要 が あ る 場 合 に お い て 、 当 該 返 還 の た め の 財 源 に 充 て る と き は 、 処 分 す る こ と が

で き る 。

　　　 附　 則

　 こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

　 愛 知 県 食 品 衛 生 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を こ こ に 公 布 す る 。

　　 平 成 二 十 七 年 三 月 二 十 四 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 愛 知 県 知 事　 大　 村　 秀　 章　　

愛 知 県 条 例 第 二 十 七 号

　　　 愛 知 県 食 品 衛 生 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

　 愛 知 県 食 品 衛 生 条 例 （ 平 成 十 二 年 愛 知 県 条 例 第 十 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　 第 一 条 中 「 届 出 」 を 「 届 出 等 」 に 改 め る 。

　 第 五 条 第 二 項 を 削 る 。

　 第 六 条 を 第 八 条 と し 、 第 五 条 の 次 に 次 の 二 条 を 加 え る 。

　 （ 食 品 の 製 造 又 は 加 工 を 行 う 営 業 等 の 届 出 ）

第 六 条　 次 に 掲 げ る 営 業 を 営 も う と す る 者 は 、 規 則 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 知 事 に 届 け 出 な け れ

ば な ら な い 。

一　 法 第 四 条 第 一 項 に 規 定 す る 食 品 又 は 同 条 第 二 項 に 規 定 す る 添 加 物 の 製 造 又 は 加 工 を 行 う 営

業 （ 法 第 五 十 二 条 の 許 可 を 要 す る 営 業 を 除 く 。 ）

二　 法 第 四 条 第 四 項 に 規 定 す る 器 具 の 製 造 を 行 う 営 業

三　 法 第 四 条 第 五 項 に 規 定 す る 容 器 包 装 の 製 造 を 行 う 営 業

四　 法 第 六 十 二 条 第 一 項 に 規 定 す る お も ち ゃ の 製 造 を 行 う 営 業

　 （ 適 用 除 外 ）

第 七 条　 前 二 条 の 規 定 は 、 地 域 保 健 法 （ 昭 和 二 十 二 年 法 律 第 百 一 号 ） 第 五 条 第 一 項 の 規 定 に 基 づ

く 政 令 で 定 め る 市 の 区 域 に つ い て は 、 適 用 し な い 。

　 別 表 第 一 の 一 の ４ の ⑴ 中 「 ふ た 」 を 「 蓋 」 に 改 め 、 同 表 の 一 の ４ の ⑵ 中 「 及 び 昆 虫 の 」 の 下 に

「 生 息 状 況 の 調 査 （ そ の 調 査 の 結 果 ね ず み 又 は 昆 虫 の 生 息 が 認 め ら れ た 場 合 に 実 施 す る 駆 除 作 業 を

含 む 。 ） 又 は 」 を 加 え 、 同 表 の 一 の ４ の ⑷ 中 「 い っ た ん 」 を 「 一 旦 」 に 、 「 ふ た 付 き 」 を 「 蓋 付 き 」

に 改 め 、 同 表 の 一 の ８ の ⑴ 中 「 冷 蔵 設 備 」 の 下 に 「 又 は 冷 凍 設 備 」 を 加 え 、 同 表 の 一 中 ８ を 11 と

し 、 ７ を 10 と し 、 同 表 の 一 の ６ 中 「 食 品 等 の 」 を 「 危 害 分 析 ・ 重 要 管 理 点 方 式 を 用 い ず に 衛 生 管
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理 を 実 施 す る 場 合 の 食 品 等 の 」 に 改 め 、 同 表 の 一 の ６ の ⑴ 中 「 当 た っ て は 」 の 下 に 「 、 適 切 な 管

理 が 行 わ れ た も の を 仕 入 れ 」 を 加 え 、 同 表 の 一 の ６ の ⑼ の ハ 中 「 （ そ の 作 成 に 代 え て 電 磁 的 記 録 の

作 成 が さ れ て い る 場 合 に お け る 当 該 電 磁 的 記 録 を 含 む 。 ） 」 を 削 り 、 同 表 の 一 の ６ の ⑼ の ホ 中 「 食

品 衛 生 法 第 十 九 条 第 一 項 の 規 定 に 基 づ く 表 示 の 基 準 に 関 す る 内 閣 府 令 （ 平 成 二 十 三 年 内 閣 府 令 第

四 十 五 号 ） 第 一 条 第 二 項 第 七 号 に 規 定 す る 特 定 原 材 料 等 」 を 「 ア レ ル ギ ー 物 質 」 に 改 め 、 同 表 の

一 の ６ に 次 の よ う に 加 え る 。

　　 ⑿　 お う 吐 物 等 に よ り 汚 染 さ れ た 可 能 性 の あ る 食 品 は 廃 棄 す る こ と 。

⒀　 営 業 施 設 に お い て お う 吐 が あ っ た 場 合 に は 、 直 ち に 殺 菌 剤 を 用 い て 適 切 に 消 毒 す る こ と 。

　 別 表 第 一 の 一 中 ６ を ９ と し 、 ５ の 次 に 次 の よ う に 加 え る 。

　 ６　 危 害 分 析 ・ 重 要 管 理 点 方 式 を 用 い て 衛 生 管 理 を 実 施 す る 班 の 編 成

　 危 害 分 析 ・ 重 要 管 理 点 方 式 （ 食 品 の 安 全 性 を 確 保 す る 上 で 重 要 な 危 害 の 原 因 と な る 物 質 及

び 当 該 危 害 が 発 生 す る お そ れ の あ る 製 造 工 程 の 特 定 、 評 価 及 び 管 理 を 行 う 衛 生 管 理 の 方 式 を

い う 。 以 下 同 じ 。 ） を 用 い て 衛 生 管 理 を 実 施 す る 場 合 に は 、 法 第 四 十 八 条 第 一 項 の 規 定 に よ り

置 か れ た 食 品 衛 生 管 理 者 、 二 の １ に 規 定 す る 食 品 衛 生 責 任 者 そ の 他 の 製 品 に つ い て の 知 識 及

び 専 門 的 な 技 術 を 有 す る 者 に よ り 構 成 さ れ る 班 を 編 成 す る こ と 。

　 ７　 製 品 説 明 書 及 び 製 造 工 程 一 覧 図 の 作 成

　 危 害 分 析 ・ 重 要 管 理 点 方 式 を 用 い て 衛 生 管 理 を 実 施 す る 場 合 に は 、 次 の 方 法 に よ り 製 品 説

明 書 及 び 製 造 工 程 一 覧 図 を 作 成 す る こ と 。

⑴　 製 品 に つ い て 、 原 材 料 等 の 組 成 、 物 理 的 ・ 化 学 的 性 質 （ 水 分 活 性 、 水 素 イ オ ン 濃 度 等 ） 、

殺 菌 ・ 静 菌 処 理 （ 加 熱 処 理 、 凍 結 、 加 塩 、 燻
く ん

煙 等 ） 、 包 装 、 保 存 性 、 保 管 条 件 、 流 通 方 法 、

想 定 す る 使 用 方 法 及 び 消 費 者 層 そ の 他 の 安 全 性 に 関 す る 必 要 な 事 項 を 記 載 し た 製 品 説 明 書

（ そ の 作 成 に 代 え て 電 磁 的 記 録 の 作 成 が さ れ て い る 場 合 に お け る 当 該 電 磁 的 記 録 を 含 む 。 以

下 同 じ 。 ） を 作 成 す る こ と 。

⑵　 製 品 の 全 て の 製 造 工 程 が 記 載 さ れ た 製 造 工 程 一 覧 図 （ そ の 作 成 に 代 え て 電 磁 的 記 録 の 作

成 が さ れ て い る 場 合 に お け る 当 該 電 磁 的 記 録 を 含 む 。 以 下 同 じ 。 ） を 作 成 す る こ と 。

⑶　 製 造 工 程 一 覧 図 に つ い て 、 実 際 の 製 造 工 程 及 び 施 設 設 備 の 配 置 に 照 ら し 合 わ せ て 適 切 か

否 か の 確 認 を 行 い 、 適 切 で な い 場 合 に は 、 製 造 工 程 一 覧 図 の 修 正 を 行 う こ と 。

　 ８　 危 害 分 析 ・ 重 要 管 理 点 方 式 を 用 い て 衛 生 管 理 を 実 施 す る 場 合 の 食 品 等 の 取 扱 い

危 害 分 析 ・ 重 要 管 理 点 方 式 を 用 い て 衛 生 管 理 を 実 施 す る 場 合 に は 、 次 の 方 法 に よ り 食 品 の

製 造 工 程 ご と に 発 生 す る お そ れ の あ る 全 て の 危 害 の 原 因 と な る 物 質 を 列 挙 し 、 危 害 分 析 を 実

施 し て 特 定 さ れ た 危 害 の 原 因 と な る 物 質 を 管 理 す る こ と 。

⑴　 製 造 工 程 ご と に 発 生 す る お そ れ の あ る 全 て の 危 害 の 原 因 と な る 物 質 の 一 覧 表 （ そ の 作 成

に 代 え て 電 磁 的 記 録 の 作 成 が さ れ て い る 場 合 に お け る 当 該 電 磁 的 記 録 を 含 む 。 以 下 「 危 害

要 因 リ ス ト 」 と い う 。 ） を 作 成 し 、 健 康 に 悪 影 響 を 及 ぼ す 可 能 性 及 び ７ の ⑴ の 製 品 説 明 書 に
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記 載 さ れ た 事 項 を 考 慮 し 、 各 製 造 工 程 に お け る 食 品 衛 生 上 の 危 害 の 原 因 と な る 物 質 を 特 定

す る こ と 。

⑵　 ⑴ で 特 定 さ れ た 食 品 衛 生 上 の 危 害 の 原 因 と な る 物 質 に つ い て 、 危 害 が 発 生 す る お そ れ の

あ る 製 造 工 程 ご と に 、 当 該 食 品 衛 生 上 の 危 害 の 原 因 と な る 物 質 及 び 当 該 危 害 の 発 生 を 防 止

す る た め の 措 置 （ 以 下 「 管 理 措 置 」 と い う 。 ） を 検 討 し 、 危 害 要 因 リ ス ト に 記 載 す る こ と 。

⑶　 危 害 要 因 リ ス ト に お い て 特 定 さ れ た 危 害 の 原 因 と な る 物 質 に よ る 危 害 の 発 生 を 防 止 す る

た め 、 製 造 工 程 の う ち 、 当 該 製 造 工 程 に 係 る 管 理 措 置 の 実 施 状 況 の 連 続 的 又 は 相 当 の 頻 度

の 確 認 （ 以 下 「 モ ニ タ リ ン グ 」 と い う 。 ） を 必 要 と す る も の （ 以 下 「 重 要 管 理 点 」 と い う 。 ）

を 定 め 、 重 要 管 理 点 を 定 め な い 場 合 に は 、 そ の 理 由 を 記 載 し た 文 書 （ そ の 作 成 に 代 え て 電

磁 的 記 録 の 作 成 が さ れ て い る 場 合 に お け る 当 該 電 磁 的 記 録 を 含 む 。 ） を 作 成 す る こ と 。 な お 、

重 要 管 理 点 の 設 定 に 当 た っ て は 、 同 一 の 危 害 の 原 因 と な る 物 質 を 管 理 す る た め の 重 要 管 理

点 は 、 複 数 存 在 す る 可 能 性 が あ る こ と に 配 慮 す る と と も に 、 定 め よ う と す る 重 要 管 理 点 に

お け る 管 理 措 置 が 危 害 の 原 因 と な る 物 質 を 十 分 に 管 理 で き な い 場 合 は 、 当 該 重 要 管 理 点 又

は そ の 前 後 の 製 造 工 程 に お い て 適 切 な 管 理 措 置 が 実 施 で き る よ う 、 製 品 又 は 製 造 工 程 を 見

直 す こ と 。

⑷　 個 々 の 重 要 管 理 点 に つ い て 、 危 害 の 原 因 と な る 物 質 を 許 容 で き る 範 囲 ま で 低 減 し 、 又 は

排 除 す る た め の 基 準 （ 以 下 「 管 理 基 準 」 と い う 。 ） を 設 定 す る こ と 。 管 理 基 準 は 、 危 害 の 原

因 と な る 物 質 に 係 る 許 容 の 可 否 を 判 断 す る 基 準 で あ り 、 温 度 、 時 間 、 水 分 含 量 、 水 素 イ オ

ン 濃 度 、 水 分 活 性 、 有 効 塩 素 等 の 測 定 す る こ と が で き る 指 標 又 は 外 観 、 食 感 等 の 官 能 的 指

標 で あ る こ と 。

⑸　 管 理 基 準 の 遵 守 状 況 の 確 認 及 び 管 理 基 準 が 遵 守 さ れ て い な い 製 造 工 程 を 経 た 製 品 の 出 荷

を 防 止 す る た め の モ ニ タ リ ン グ の 方 法 を 設 定 し 、 十 分 な 頻 度 で 実 施 す る こ と 。

⑹　 モ ニ タ リ ン グ に よ り 重 要 管 理 点 に 係 る 管 理 措 置 が 適 切 に 講 じ ら れ て い な い と 認 め ら れ た

と き に 講 ず べ き 措 置 （ 以 下 「 改 善 措 置 」 と い う 。 ） を 、 重 要 管 理 点 ご と に あ ら か じ め 設 定 し 、

必 要 な 場 合 に は 適 切 に 実 施 す る こ と 。 ま た 、 改 善 措 置 に は 、 管 理 基 準 の 不 遵 守 に よ り 影 響

を 受 け た 製 品 の 適 切 な 処 理 を 含 む こ と 。

⑺　 危 害 分 析 ・ 重 要 管 理 点 方 式 を 用 い た 衛 生 管 理 の 実 施 に よ っ て 食 品 衛 生 上 の 危 害 の 発 生 が

適 切 に 防 止 さ れ て い る か に つ い て 、 十 分 な 頻 度 で 検 証 を 行 う こ と 。

　 別 表 第 一 の 三 の ３ 中 「 １ 」 を 「 １ 及 び ２ 」 に 、 「 ６ の ⑴ 」 を 「 ９ の ⑴ 」 に 、 「 ７ の ⑵ 」 を 「 10 の

⑵ 」 に 、 「 ８ の ⑵ 」 を 「 11 の ⑵ 」 に 改 め 、 同 表 の 三 の ３ を 同 表 の 三 の ４ と し 、 同 表 の 三 の ２ 中 「 １ 」

を 「 １ 及 び ２ 」 に 改 め 、 同 表 の 三 の ２ を 同 表 の 三 の ３ と し 、 同 表 の 三 の １ 中 「 一 の ３ の ⑹ 」 を 「 １

並 び に 一 の ３ の ⑹ 」 に 、 「 ６ の ⑴ 」 を 「 ９ の ⑴ 」 に 、 「 ７ の ⑵ 」 を 「 10 の ⑵ 」 に 、 「 ８ の ⑵ 」 を

「 11 の ⑵ 」 に 改 め 、 同 表 の 三 の １ を 同 表 の 三 の ２ と し 、 同 表 の 三 に １ と し て 次 の よ う に 加 え る 。

１　 危 害 分 析 ・ 重 要 管 理 点 方 式 を 用 い て 衛 生 管 理 を 実 施 す る 場 合 に は 、 一 の ８ の ⑴ 及 び ⑵ の 危
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害 分 析 の 実 施 、 一 の ８ の ⑶ の 重 要 管 理 点 の 設 定 、 一 の ８ の ⑷ の 管 理 基 準 の 設 定 、 一 の ８ の ⑸

の モ ニ タ リ ン グ の 方 法 の 設 定 及 び 実 施 、 一 の ８ の ⑹ の 改 善 措 置 の 実 施 並 び に 一 の ８ の ⑺ の 検

証 の 実 施 に つ い て 記 録 を 作 成 し 、 保 存 す る と と も に 、 一 の ８ の ⑸ の モ ニ タ リ ン グ の 実 施 に 関

す る 全 て の 記 録 に は 、 当 該 モ ニ タ リ ン グ を 実 施 し た 担 当 者 及 び 責 任 者 に よ る 署 名 を 行 う こ と 。

　 別 表 第 一 の 四 の ３ 中 「 （ 規 則 で 定 め る も の を 除 く 。 ） 」 を 削 り 、 同 表 の 六 の ７ 中 「 つ め 」 を 「 爪 」

に 、 「 必 ず 」 を 「 必 ず 十 分 に 」 に 、 「 消 毒 」 を 「 消 毒 を 行 う こ と 。 ま た 、 使 い 捨 て 手 袋 を 使 用 す

る 場 合 に は 、 適 切 に 交 換 」 に 改 め 、 同 表 の 七 の １ 中 「 の 方 法 」 の 下 に 「 、 適 切 な 手 洗 い の 方 法 、

健 康 管 理 」 を 加 え 、 同 表 の 七 の ２ 中 「 ６ の ⑸ 」 を 「 ８ （ 危 害 分 析 ・ 重 要 管 理 点 方 式 を 用 い ず に 衛

生 管 理 を 実 施 す る 場 合 に あ っ て は 、 ９ ） 」 に 改 め る 。

　 別 表 第 一 の 十 及 び 十 一 を 次 の よ う に 改 め る 。

十　 情 報 の 提 供

　　 消 費 者 に 対 し 、 販 売 食 品 等 に つ い て の 安 全 性 に 関 す る 情 報 を 提 供 す る よ う 努 め る こ と 。

十 一　 健 康 被 害 等 の 報 告

１　 製 造 し 、 輸 入 し 、 又 は 加 工 し た 食 品 等 に 関 す る 健 康 被 害 （ 当 該 健 康 被 害 に 係 る 症 状 が 当 該

食 品 等 に 起 因 し 、 又 は そ の 疑 い が あ る と 医 師 に よ り 診 断 さ れ た も の に 限 る 。 ） が 生 じ た こ と

を 知 っ た 場 合 に は 、 速 や か に そ の 旨 を 規 則 で 定 め る と こ ろ に よ り 保 健 所 長 等 に 報 告 す る こ と 。

２　 消 費 者 等 か ら 、 製 造 し 、 輸 入 し 、 又 は 加 工 し た 食 品 等 に 係 る 異 味 又 は 異 臭 の 発 生 、 異 物 の

混 入 そ の 他 の 苦 情 で あ っ て 、 健 康 被 害 に つ な が る お そ れ が 否 定 で き な い も の を 受 け た 場 合 に

は 、 保 健 所 長 等 に 速 や か に 報 告 す る こ と 。

　 別 表 第 二 の 二 の 10 の ⑸ に 次 の た だ し 書 を 加 え る 。

　　　　 た だ し 、 常 温 保 存 可 能 品 の み を 扱 う 施 設 に お い て は 、 こ の 限 り で な い 。

　　　 附　 則

　 （ 施 行 期 日 ）

１　 こ の 条 例 は 、 平 成 二 十 七 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 規 定 は 、 当 該

各 号 に 定 め る 日 か ら 施 行 す る 。

一　 第 五 条 第 二 項 を 削 る 改 正 規 定 及 び 第 六 条 を 第 八 条 と し 、 第 五 条 の 次 に 二 条 を 加 え る 改 正 規

定 並 び に 次 項 か ら 附 則 第 四 項 ま で の 規 定　 平 成 二 十 七 年 七 月 一 日

二　 別 表 第 一 の 四 の ３ の 改 正 規 定　 食 品 表 示 法 （ 平 成 二 十 五 年 法 律 第 七 十 号 ） の 施 行 の 日 （ こ

の 条 例 の 公 布 の 日 が 同 法 の 施 行 の 日 以 後 と な る 場 合 に は 、 公 布 の 日 ）

　 （ 経 過 措 置 ）

２　 前 項 第 一 号 に 掲 げ る 規 定 の 施 行 の 際 現 に 改 正 後 の 愛 知 県 食 品 衛 生 条 例 （ 以 下 「 新 条 例 」 と い

う 。 ） 第 六 条 各 号 に 掲 げ る 営 業 を 営 ん で い る 者 は 、 平 成 二 十 七 年 七 月 一 日 か ら 六 十 日 以 内 に 、 規

則 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 知 事 に 届 け 出 な け れ ば な ら な い 。

３　 新 条 例 第 七 条 の 規 定 は 、 前 項 の 規 定 に つ い て 準 用 す る 。
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４　 附 則 第 二 項 の 規 定 に よ る 届 出 を し た 者 は 、 新 条 例 第 六 条 の 規 定 に よ る 届 出 を し た 者 と み な す 。

　 愛 知 県 行 政 機 関 設 置 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を こ こ に 公 布 す る 。

　　 平 成 二 十 七 年 三 月 二 十 四 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 愛 知 県 知 事　 大　 村　 秀　 章　　

愛 知 県 条 例 第 二 十 八 号

　　　 愛 知 県 行 政 機 関 設 置 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

　 愛 知 県 行 政 機 関 設 置 条 例 （ 平 成 十 三 年 愛 知 県 条 例 第 五 十 二 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　 第 十 一 条 第 五 項 の 表 愛 知 県 海 部 農 林 水 産 事 務 所 の 項 中
「

弥 富 市
」
を
「

津 島 市
」
に 改 め

る 。

　　　 附　 則

　 こ の 条 例 は 、 平 成 二 十 七 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

　 森 林 整 備 加 速 化 ・ 林 業 再 生 基 金 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を こ こ に 公 布 す る 。

　　 平 成 二 十 七 年 三 月 二 十 四 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 愛 知 県 知 事　 大　 村　 秀　 章　　

愛 知 県 条 例 第 二 十 九 号

　　　 森 林 整 備 加 速 化 ・ 林 業 再 生 基 金 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

　 森 林 整 備 加 速 化 ・ 林 業 再 生 基 金 条 例 （ 平 成 二 十 一 年 愛 知 県 条 例 第 三 十 六 号 ） の 一 部 を 次 の よ う

に 改 正 す る 。

　 附 則 第 二 項 中 「 平 成 二 十 七 年 三 月 三 十 一 日 」 を 「 平 成 二 十 八 年 三 月 三 十 一 日 」 に 改 め る 。

　　　 附　 則

　 こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

　 愛 知 県 建 築 基 準 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を こ こ に 公 布 す る 。

　　 平 成 二 十 七 年 三 月 二 十 四 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 愛 知 県 知 事　 大　 村　 秀　 章　　

愛 知 県 条 例 第 三 十 号

　　　 愛 知 県 建 築 基 準 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

　 愛 知 県 建 築 基 準 条 例 （ 昭 和 三 十 九 年 愛 知 県 条 例 第 四 十 九 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　 第 十 条 中 「 法 第 二 十 七 条 第 一 項 の 政 令 で 定 め る 主 要 構 造 部 の 準 耐 火 性 能 に 係 る 技 術 的 基 準 」 を

「 令 第 百 十 二 条 第 一 項 に 規 定 す る 一 時 間 準 耐 火 基 準 」 に 改 め る 。



平成27年３月24日　　　　　火曜日　　　　愛  知  県  公  報

-93-

第3168号

　　　 附　 則

　 こ の 条 例 は 、 平 成 二 十 七 年 六 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

　 都 市 計 画 法 に 基 づ く 開 発 行 為 等 の 許 可 の 基 準 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を こ こ に 公 布

す る 。

　　 平 成 二 十 七 年 三 月 二 十 四 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 愛 知 県 知 事　 大　 村　 秀　 章　　

愛 知 県 条 例 第 三 十 一 号

　　　 都 市 計 画 法 に 基 づ く 開 発 行 為 等 の 許 可 の 基 準 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

　 都 市 計 画 法 に 基 づ く 開 発 行 為 等 の 許 可 の 基 準 に 関 す る 条 例 （ 平 成 二 十 三 年 愛 知 県 条 例 第 三 十 七

号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　 第 二 条 第 一 項 第 三 号 ハ 中 「 第 六 条 第 一 項 」 を 「 第 七 条 第 一 項 」 に 改 め る 。

　 第 四 条 第 四 号 及 び 第 五 条 第 四 号 中 「 第 十 二 条 の 五 第 二 項 第 三 号 」 を 「 第 十 二 条 の 五 第 二 項 第 一

号 」 に 改 め る 。

　　　 附　 則

　 こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

　 愛 知 県 病 院 事 業 の 設 置 等 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を こ こ に 公 布 す る 。

　　 平 成 二 十 七 年 三 月 二 十 四 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 愛 知 県 知 事　 大　 村　 秀　 章　　

愛 知 県 条 例 第 三 十 二 号

　　　 愛 知 県 病 院 事 業 の 設 置 等 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

　 愛 知 県 病 院 事 業 の 設 置 等 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 四 十 一 年 愛 知 県 条 例 第 三 十 六 号 ） の 一 部 を 次 の よ

う に 改 正 す る 。

　 別 表 第 一 愛 知 県 が ん セ ン タ ー 中 央 病 院 の 項 中 「 乳 腺
せ ん

内 科 」 を 「 乳 腺 内 科 」 に 、 「 胸 部 外 科 」 を

「 呼 吸 器 外 科 」 に 、 「 乳 腺
せ ん

外 科 」 を 「 乳 腺 外 科 」 に 改 め 、 同 表 愛 知 県 が ん セ ン タ ー 愛 知 病 院 の 項

中 「 乳 腺
せ ん

内 科 」 を 「 乳 腺 内 科 、 腫 瘍 内 科 」 に 、 「 乳 腺
せ ん

外 科 」 を 「 乳 腺 外 科 」 に 改 め 、 「 放 射 線 治

療 科 」 の 下 に 「 、 病 理 診 断 科 」 を 加 え 、 同 表 あ い ち 小 児 保 健 医 療 総 合 セ ン タ ー の 項 中 「 腎
じ ん

臓 内 科 」

を 「 腎 臓 内 科 」 に 、 「 耳 鼻 い ん こ う 科 」 を 「 耳 鼻 咽 喉 科 」 に 改 め る 。

　　　 附　 則

　 こ の 条 例 は 、 平 成 二 十 七 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

　 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業 務 の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 施 行 条 例 及 び 愛 知 県 風 俗 案 内 所 規 制 条 例 の

一 部 を 改 正 す る 条 例 を こ こ に 公 布 す る 。
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　　 平 成 二 十 七 年 三 月 二 十 四 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 愛 知 県 知 事　 大　 村　 秀　 章　　

愛 知 県 条 例 第 三 十 三 号

風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業 務 の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 施 行 条 例 及 び 愛 知 県 風 俗 案 内 所 規 制 条

例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

　 （ 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業 務 の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 施 行 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 一 条　 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業 務 の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 施 行 条 例 （ 昭 和 五 十 九 年 愛 知 県 条 例

第 三 十 六 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　 第 四 条 第 一 項 第 三 号 の 表 中 「 除 く 。 ） を い う 。 以 下 同 じ 。 ） 」 の 下 に 「 又 は 幼 保 連 携 型 認 定 こ ど

も 園 （ 就 学 前 の 子 ど も に 関 す る 教 育 、 保 育 等 の 総 合 的 な 提 供 の 推 進 に 関 す る 法 律 （ 平 成 十 八 年

法 律 第 七 十 七 号 ） 第 二 条 第 七 項 に 規 定 す る も の を い う 。 以 下 同 じ 。 ） 」 を 加 え 、 同 条 第 二 項 中 「 学

校 」 の 下 に 「 、 幼 保 連 携 型 認 定 こ ど も 園 」 を 加 え る 。

　 （ 愛 知 県 風 俗 案 内 所 規 制 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 二 条　 愛 知 県 風 俗 案 内 所 規 制 条 例 （ 平 成 二 十 四 年 愛 知 県 条 例 第 十 四 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改

正 す る 。

　 第 四 条 第 二 項 第 一 号 中 「 以 下 同 じ 。 ） 」 の 下 に 「 又 は 幼 保 連 携 型 認 定 こ ど も 園 （ 就 学 前 の 子 ど

も に 関 す る 教 育 、 保 育 等 の 総 合 的 な 提 供 の 推 進 に 関 す る 法 律 （ 平 成 十 八 年 法 律 第 七 十 七 号 ） 第

二 条 第 七 項 に 規 定 す る も の を い う 。 以 下 同 じ 。 ） 」 を 加 え 、 同 条 第 三 項 第 一 号 中 「 学 校 」 の 下 に

「 又 は 幼 保 連 携 型 認 定 こ ど も 園 」 を 加 え る 。

　　　 附　 則

　 こ の 条 例 は 、 平 成 二 十 七 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。


